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午前 10 時 00 分 開議 

○井戸達也委員長 おはようございます。 

本日の出席委員は、14名で定足数に達しており

ます。 

 ただいまから、本日の委員会を開きます。 

 本日の委員会には、次の委員から、遅参の届け

出がありましたので御報告いたします。遅参、栗

田委員10分。 

 それでは早速、本日の日程であります一般会計

の歳出のうち、民生費、衛生費及びその特定財源

に関する歳入歳出の細部質疑に入ります。 

 質問者、挙手を願います。 

永本委員。 

○永本浩子委員 おはようございます。公明クラ

ブの永本でございます。 

 それでは初めに、就労移行支援給付事業につい

てお聞きしたいと思います。 

 残念なことに、市内にあったＡ型就労事業所の

軽食喫茶店が閉鎖になってしまいました。これ
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で、市内にはＡ型就労の事業所が１件もなくなっ

てしまったという認識でよろしいでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 就労継続支援Ａ型のひ

まわりについてでございますけれども、この事業

所につきましては、昨年８月末をもちまして事業

を閉鎖したところでございます。Ａ型につきまし

ては、なくなります。 

○永本浩子委員 今の御答弁で、Ａ型の事業所は

一つもなくなってしまったということで、それで

はＢ型に関しては、市内にはどれぐらいの施設が

あるのでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 Ｂ型につきましては、

現在４施設ございます。 

○永本浩子委員 閉鎖になってしまった軽食喫茶

店ひまわりで働いていた、就労されていた方たち

のその後の就労先というのは確保されたのでしょ

うか。 

○酒井博明社会福祉課長 閉鎖の後、おおむねこ

この事業所では26名の方が就労されておりました

けれども、市内のＢ型の事業所に移る、あるいは

市外のＡ型、あるいは一般就労に移行するという

ような形で、皆さん別なところに事業を移転する

という形で動いております。 

○永本浩子委員 一応、働いていた方は全員何ら

かの形で次の就労先が見つかっているということ

で、私も何度か利用させていただいていましたの

で、その答弁をいただいて少し安心したところで

すけれども、市としてはＡ型就労施設がもうない

状態になっているわけなのですけれども、この件

に関してはどのようにお考えでしょうか、お聞か

せください。 

○酒井博明社会福祉課長 Ａ型の就労支援事業所

は、Ａ型で訓練を積んだ方が一般就労に移行でき

るということで、非常に有効な支援事業という形

になるのですけど、今のところ市内の事業所、市

外も含めまして、網走でＡ型を行いたいというと

ころはありません。 

今後もいろいろな事業所に当たりながら、そう

いう事業の展開を網走で行っていただけないかと

いうような要請を行ってまいりたいと考えていま

す。 

○永本浩子委員 ぜひそういった形の働きかけを

続けていただいて、また新たなＡ型の就労施設が

できることを望んでおります。 

 次に、障がい者の、今度は一般就労のほうなの

ですけれども、福祉課の職員の方が本当に市内の

企業を回って、受け入れ企業の開拓をしてくだ

さっていることはよく存じております。その御苦

労に、本当に敬意を表するところでございます。 

 昨年の代表質問でもこのことは聞かせていただ

きましたけれども、障がい者の受け入れ企業は、

去年のお答えですと平成24年に19社だったのが平

成26年には38社にふえており、まち・ひと・しご

と創生総合戦略のＫＰＩ、平成31年には103名の

目標達成に向けて取り組んでいくというお答えを

いただいておりました。 

 その後、直近の受け入れ企業の数はどれぐらい

になったのか、また、その内訳は身体、精神、知

的で分けると、どのようになっているのか教えて

いただきたいと思います。 

○酒井博明社会福祉課長 現在、今回は委員の

おっしゃられた数値でございますけれども、これ

は平成26年度の網走市労働実態調査の数値でござ

いまして、社会福祉課でもＫＰＩとして、ここの

数字をとっているところでございます。この後の

数字ということになりますと、この調査は２年に

１回行っておりまして、現在このデータの集計中

ということでございまして、この後の更新された

数値というのはございません。 

 この労働実態基礎調査におきましては、精神、

身体、それから知的、これについては細かく分け

ているという集計は行っておりませんので、市内

の分につきましては、全体として26年度は94名と

いう形での把握になっております。 

○永本浩子委員 そうしますと、２年に１回の

データというのは、平成26年のデータで38社とい

うことで、平成28年の分がもう少しで明確になる

という捉え方でよろしかったでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 そのように捉えていた

だいて結構でございます。 

○永本浩子委員 また、内訳に関してはそういっ

たデータがないということでしたけれども、多分

身体の方の受け入れ先はかなりたくさんあるので

はないかと思うのですけれども、知的の方の受け

入れ企業というのはなかなか難しいのではないか

なということを私自身としては感じております。 

 しかし、日体大の特別支援学校の卒業生の受け

入れ企業ということを考えますと、新年度で19名

ということで、その方たちが卒業されるときには

19名の卒業生、その後から40名近い方たちが卒業
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してくるわけですけれども、この知的障がい者の

受け入れにやはり力を入れていく必要があると思

いますけれども、ＫＰＩの103名のうち、知的障

がい者だけの目標値というのは設定してあるので

しょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 先ほども申し上げまし

たけれども、ＫＰＩにつきましては、網走市労働

実態調査の高齢者数を捉えて設定しておりますの

で、現在、平成26年度で94名で設定しているので

すが、平成31年度に10％アップの103名というこ

とで、総体として103名ということで見込んでお

ります。 

障がい種別ごとの集計を行っておりません。そ

ういう統計でありますことから、知的障がいに特

化した目標値というのは、今のところ設定してお

りません。 

○永本浩子委員 今のお答えですと、目標値とい

うのは設定してないということなのですけれど

も、日体大の特別支援学校がいよいよ開校すると

いう網走市としては、ぜひ市としての独自の目標

なり目安なりというものをある程度設定をして、

取り組んでいく必要があるかと思っております。 

 そして、また昨年の決算のときには、障がい者

就労実態基礎調査を行って、雇用できない場合の

課題を把握するということでしたけれども、その

結果として、現段階で一番の壁というのはどんな

ところにあるという結果が出ているのでしょう

か。 

○酒井博明社会福祉課長 障がい者雇用の中で、

特に知的障がい者の割合が低いという要因につき

ましては、身体障がい者に比べましてその方がど

こまで仕事ができるのかわからないというよう

な、障がいに対する理解が進んでいないというと

ころがありまして、ここが最も大きな壁になって

いるというふうに考えております。 

○永本浩子委員 なかなかこの理解が進まないと

いう実態があるということで、この課題克服に向

けた今後の取り組みというのは、どういったもの

を考えていらっしゃいますか。 

○酒井博明社会福祉課長 このような状況を打開

するためにということの取り組みでございますけ

れども、障がい者就労実態基礎調査でかかわりを

持ちました企業とのつながりを今後も大切にいた

しまして、市や相談支援事業所、ハローワーク、

あるいは北見の障がい者就労生活支援センターと

いうところがございますけれども、これらの関係

機関と連携を今後もとりながら、ことしも含めて

２年間で実施した障がい者就労実態基礎調査の結

果を分析しながら、特に企業向けの理解促進のセ

ミナーを重ねて開催していって、企業の理解をさ

らに深めていただきたいというふうに考えており

ます。 

さらには、将来的に職親会についても研究して

まいりたいというふうに考えております。 

○永本浩子委員 なかなか大変な事業だと思いま

すけれども、ぜひ一つ一つ企業の方との懇談も含

めながら進めていっていただきたいと思います。 

 また、昨年の決算のときには、職親会という形

で企業の方が障がい者の親になろうという、そう

いう取り組みだったと思いますけれども、その設

立も検討するということでしたけれども、その点

に関しては、どこまで進んでいるか教えていただ

きたいと思います。 

○酒井博明社会福祉課長 職親会につきまして

は、現在研究段階ということで、１番近くにある

のが北見に職親会はあるのですけれども、そちら

の実際に運営されている方々とも情報交換をしな

がら、実際にどのような取り組みをされているの

か、そのような情報を収集しながら、今後の設立

に向けての我々としても情報の収集を行っている

というところでございます。 

○永本浩子委員 わかりました。 

では、北見の近いところにそうやってもう既に

設立されているところがあるということなので、

ぜひ研究しながら、網走市にとっても障がいを抱

える方たちが、やはり網走市でよかったと言って

もらえるような取り組みをお願いしたいと思いま

す。 

 それでは次に、高齢者生活総合支援事業につい

てお聞きいたします。 

 昨年から、バスやハイヤー以外にも施設利用や

買い物代行、除雪や入浴にも使えるように利用範

囲が拡大されましたけれども、その利用状況とい

うのはつかんでおられるのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 高齢者生活総合支援事

業についてでありますけれども、平成28年度の実

績でありますけれども、これは２月分までの集計

になりますが、3,167名の方に助成券を交付いた

しまして、そのうち使用分の96％がバス、タク

シーの乗車料、そして４％が利用範囲を拡大した
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拝観施設の入館料ですとか体育施設やコミュニ

ティーセンターの施設利用料、また、入浴、買い

物、除雪などに使われている状況にあります。 

○永本浩子委員 今の答弁で、やはりほとんどが

バスとかタクシーに使われているということです

けれども、今後の方向性はどのようにお考えで

しょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 助成券の交付の際に、

チラシを同封して使える場所、利用の範囲、これ

をお示ししているのですが、なかなか従来の   

交通費にとどまっているという状況がございます

ので、１年目といったことで今後、浸透していっ

て、ほかの利用も増えてくるのではないかという

ふうに考えておりますし、利用状況によりまして

は利用範囲の拡大などを視野に入れながら考えて

いきたいと思います。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 ただ、私も駒場とかつくしにお住まいの方たち

にお話を聞くと、よく、この6,000円の券がある

けれども、現実は厚生病院を２往復したらあっと

いう間に終わってしまうというふうなお話を何度

も聞くことがありました。現在は6,000円ですけ

れども、将来的には金額をふやすということを検

討する必要もあるのではないかと思いますけれど

も、この点はいかがお考えでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 助成額の増額といった

よりも、いわゆる公共交通のあり方といったこと

が課題となってきます。網走市につきましては、

郊外地区も含めて公共交通の空白地域ですとかが

ございますので､そういった部分、関係部署と協

力しながら検討したいと思います。 

○永本浩子委員 それでは、総合的な見地からと

いうことで、利用者の高齢者の方たちが、この券

をもらってよかったと言ってもらえるような利用

方法を、また周知の仕方、またほかの角度からの

検討ということをぜひお願いしたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 次に、子供の居場所づくりの支援事業について

お尋ねいたします。 

 今回、これが新規事業としてスタートしたわけ

ですけれども、この事業の具体的な内容をまず教

えていただきたいと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 この事業概要でござ

いますが、目的としましては、子供たちが地域の

人との触れ合いによりまして安心して過ごすこと

ができる居場所づくりを進めることによりまし

て、子供たちの育ちを支援することを目的としま

して、地域の団体等が行う多様な居場所づくりの

取り組みに対して助成するものでございます。 

対象事業としましては、週１回以上、または年

40回以上の開催要件を設けまして、ほかの補助金

等も受けて行っている子供の居場所づくり事業な

どについては対象外とする予定でございます。 

それで、補助金の額でございますが、運営事業

費としましては、１カ所当たり年12万円を上限と

しまして、開設の初年度に限りましては１カ所当

たり３万円を負担するものでございます。 

 対象経費としましては、外部の講師への謝礼で

すとかチラシ等の印刷費、事務用品、それからボ

ランティアへの保険料、また、会場の使用料、こ

れがメーンになろうかと思いますが、そういうも

のを対象とする予定でございます。 

○永本浩子委員 内容的なことは理解させていた

だきました。 

今現在、既に活動しているようなところという

のはあるのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 社会教育部サイドの

ほうで助成をしておりますが、放課後子供教室と

して児童館がない地区としましては、呼人のほう

で子供の居場所づくりに関する事業が行われてい

る現状がございます。 

○永本浩子委員 今、呼人のほうで既に行ってい

るところがあるということで、そこには大体何人

ぐらいのお子さんが来るようになっておりますで

しょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 呼人のほうでは、登

録の人数としましては二十数名というふうに聞い

ております。 

○永本浩子委員 わかりました。 

今度新規事業として支援しようということで、

今回スタートするわけなのですけれども、具体的

に支援を予定しているようなＮＰＯ法人とかボラ

ンティア団体などはあるのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 平成29年度におきま

しては、まずモデル事業としまして実施をしたい

というふうに考えておりますが、今のところ卯原

内と大曲の地区の地域の方々からこういうような

事業を行いたいというような要望がございますの

で、まずはそこの２カ所をモデル的に実施したい

というふうに考えております。 
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○永本浩子委員 まずはこの２カ所からというこ

とで、モデル事業としてぜひ成功させていただい

て、市内全域にまたこういった動きが出てくると

いいと思います。 

テレビ等でも今この子供の居場所づくりという

ことで、各地の取り組みが紹介されたりもしてお

りますけれども、今本当にひとり親家庭や共働き

世帯がふえておりまして、子供の数も減ってきて

いるため、夜遅くまで子供が一人で過ごすとい

う、そういった課題を克服するためにも、地域の

大人がかかわってさまざまな角度で子供がつな

がっていくことが大切なことだと私も思っており

ます。 

ただ、実際に運営していくと、やはり基本にな

るのはマンパワーということが一番大事なことに

なってくると思いますし、また継続していく中に

は、さまざまな課題も出てくるのではないかと思

います。こういったお金の支援も本当に大切だと

思いますけれども、相談体制も必要だと思います

けれども、そういった相談体制というのは考えて

いらっしゃるのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 始まった以後になろ

うかとは思いますけれども、さまざまな課題です

とかが出てくるものとは思っておりますし、相談

をしていただければ当課のほうで対応できるもの

については支援をしてまいりたいというふうに考

えております。 

○永本浩子委員 ぜひ、今、相談をしていただけ

ればということでしたけれども、軌道に乗るまで

は定期的にこちらからも訪れていただいて、何か

困っていることはありませんかとか、問題はあり

ませんかなどの問いかけをしながら、スムーズに

相談ができる、そういった関係をつくっていって

いただきたいと思います。 

 それでは、次に、就労自立給付金給付事業につ

いてお聞きいたします。 

 生活保護の方の就労自立に関する事業ですけれ

ども、平成28年の予算は75万円でしたけれども、

今回平成29年は32万円に減額されております。昨

年の決算のときに、平成 27年の決算額が 31万

3,272円だったことから今回の予算になったかと

思いますけれども、こういった認識でよろしかっ

たでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 今回の32万円に減額に

なったということにつきましては、委員おっしゃ

られるように過去の決算反映で算定いたしまし

た。 

 ちなみに、平成27年度は委員おっしゃる金額で

すけれども、平成28年度は２月末で約20万円とい

うところで、この辺の数字を根拠といたしまして

32万円という予算にさせていただきました。 

○永本浩子委員 平成28年２月で20万円というこ

とは、大分減っているというか、対象になる方が

少なかったのかなとも思いますけれども、現在生

活保護を受けていらっしゃる世帯の中で、高齢者

とか病気の方を除いてですけれども、働ける可能

性のある稼働年齢層の中で生活保護を支給しなが

らも働けている人というのは何人ぐらいいらっ

しゃるのでしょうか 

○酒井博明社会福祉課長 直近のデータでは47名

の方が就労されているというところでございま

す。食品加工やスーパー、飲食店等で就労されて

おります。 

○永本浩子委員 今現在47名の方ということで、

その中で、この就労自立給付金を使って自立可能

な人というのはどれぐらいいらっしゃいますで

しょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 現在受給している世帯

の中で、就労に伴いまして自立ができた世帯数に

つきましては、現在５世帯ほどございます。 

○永本浩子委員 昨年の決算のときには、自立で

きた人は平成25年には12人、平成26年には８人、

平成27年には15人ということで答弁をいただいて

いたと思っておりますけれども、自立できるまで

持っていくというのは本当に大変なことだと思い

ますけれども、今、自立可能な世帯の方に対して

も、やはりこまめなサポートをお願いしながら自

立の方向にぜひ持っていっていただきたいと思い

ます。 

 それでは次に、24時間電話健康相談サービス事

業についてお聞きいたします。 

 利用件数が平成25年は665人、平成26年が994

人、平成27年は1,020人と、徐々にふえてきてい

るということで、去年、数字をいただいておりま

すけれども、平成28年の利用件数はどのように

なっておりますでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 28年度の利用状況につ

いてですけれども、１月末までの集計になりまし

て、利用件数につきましては922件というふうに

なってございます。 
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○永本浩子委員 １月末で922件ということは、

多分年度終わりには平成27年とほぼ同じくらいの

1,000名台に乗るかなという感じだと思います。

少しずつ周知もされて利用件数も多くなってきて

いると思います。 

 昨年の決算のときには、救急搬送の４割が急を

要しないもので、救急外来に来ても処置なしの

ケースが平成26年は17％、平成27年が14％とお聞

きしましたけれども、平成28年の数値というの

は、今現在、わかる数値はありますでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 今現在、網走厚生病院

の平成28年の７月から９月の救急の診察件数とい

うことになりますけれども、総診察件数1,410名

のうち、処置なしが24.7％ということになってご

ざいます。 

○永本浩子委員 ちょっとその処置なしケースの

パーセントがふえているのが心配ですけれども、

本来の24時間電話健康相談サービス事業の目的と

いうのは、コンビニ受診の抑制と救急医療及び救

急車の適正利用ということですけれども、どこま

で効果が出ているのか数値化することはなかな

か、今の処置なしケースのパーセントとか、そう

いった形ぐらいしかないかと思いますけれども、

医療機関とか消防署の方などの手応えのような、

そういったものは何か聞いていらっしゃいますで

しょうか。 

○武田浩一健康管理課長 この事業を始めてか

ら、医療機関ですとか消防の方たちからも、この

事業に関しては、医師会も初めなのですけれど

も、評価を受けているということでお話を伺って

おります。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

少しずつこういった形が定着をして、急いで行

かなくても１日待ってきちんと普通の受診をして

も大丈夫という、安心したそういう受診体制がと

れるように、さらにまた、周知をしながら進めて

いっていただきたいと思います。 

 それでは、次に、健康づくりプラン推進事業に

移ります。 

 これも、昨年聞かせていただきました健康コン

シェルジュ匠のライセンスを取得した方が、平成

28年は何人ぐらいいらっしゃいましたでしょう

か。 

○武田浩一健康管理課長 平成28年の認定につき

ましては、今月末に認定式を予定しております

が、本年度４名、合わせまして45名の方が認定と

いう形になる予定でございます。 

○永本浩子委員 ４名の方がプラスになるという

ことで、全部で45名の方が健康コンシェルジュ匠

のライセンスを取得したということで、私も昨年

も言わせていただいて、そういった方々にいろい

ろな場で活躍をしていただきたいという思いが

あったわけなのですけども、やっぱりライセンス

取得の目的は人によってさまざまなので、全員に

その活躍の場というわけにはいかないという答弁

も、昨年もいただいておりましたけれども、こと

しは、健康都市連合の総会並びに大会が当市で開

催されるということで、この匠のライセンスを取

られた皆さんにも活躍していただける絶好のチャ

ンスではないかなと思っておりますけれども、無

理にということは言えないと思いますけれども、

何かそういった形で考えていらっしゃるようなこ

とというのはありますでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 今、委員のお話のとお

り、ライセンスを取られた方につきましては、い

ろいろな理由で取られた方がいらっしゃいます。

また、匠のライセンスにつきましては、健康まつ

り等で今も御活躍いただいているところでござい

ますが、29年の７月に予定しております健康都市

連合の大会につきましても、健康推進員で匠を

持っている方もいらっしゃいますし、そういった

方たちにも御協力をいただくというような形で予

定をしているところでございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

また、ちょっと角度は違いますけれども、網走

健康カニチョッ筋体操普及促進事業とも関連しま

すけれども、今回スローバージョンができたとい

うことで、高齢者の方たちも、また、お子さんた

ちにも喜ばれるのではないかと私も思っています

けれども、このスローバージョンの普及方法はど

のようにお考えでしょうか。こういった場にも、

匠の皆さんにもお手伝いしてもらうこともできる

のではないかと思いますけれども、いかがでしょ

うか。 

○武田浩一健康管理課長  29年度に健康カニ

チョッ筋のスローバージョンを追加する予定をし

ております。そこで、この普及に当たりまして

は、匠さんにも御協力いただくということで、う

ちの健康管理課の保健師含め、匠さんも含めて推

進していきたいと考えております。 
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○永本浩子委員 ぜひ、健康ということに意識を

持って自分の時間を割いて、こういったライセン

スを取っていただいた方たちですので、そういっ

た方たちに、やっぱり活躍していただける場、ま

た、地域の中でも広めていっていただけるよう

な、そういった施策をお願いしたいと思います。 

 それでは、次に、網走健康マイレージ事業につ

いてお聞きいたします。 

 この健康マイレージですけれども、代表質問で

も質問させていただきましたけれども、ちょっと

今回細かいことになりますけれども、さらにまた

健康マイレージを進めていくに当たって、ぜひ一

つお願いしたいのがこのポイントの見直しという

ことなのです。 

 私自身も、今回、健康マイレージ、自分で言っ

てこれがスタートしたということで、何とか20ポ

イントを達成しようと思いまして、人間ドックを

申し込もうと思ったら、去年の夏申し込んだ段階

では、もう来年の４月以降じゃないと空いていま

せんということで、それで今度は脳ドックに申し

込みまして、脳ドックがたまたま空きがあったと

いうことで、脳ドックに１万600円を払って、そ

れでもかなり値引きをして、助成していただいて

いるわけなのですけれども、脳ドックを受診して

よかったと思いましたけれども、ポイントを見る

と、脳ドックは３ポイントということで、ちょっ

とポイントが少な過ぎるのではないかなという実

感を持ちました。 

 そして、また私自身の話になりますけれども、

ちょっと胃に粘膜化腫瘍があるので、毎年胃カメ

ラを飲んでいるために、市で行っている胃がん検

診、バリウムによるものですけれども、これでは

全然私にとっては意味がないので、もう一歩進ん

だ胃カメラ検査を受けているのですが、それはポ

イントになりませんと言われてしまいまして、結

局ポイントが足りず、20ポイントまでは行かな

かったわけなのですけれども、もう少しこのポイ

ント、ちょっと頑張ると行くかな、だからやっぱ

り頑張ろうと、そういうような励みになるために

も、このポイントの見直しというのは、ぜひやっ

ていただきたいと思います。あわせて、また、ポ

イントの、例えば私は今回16ポイントで終わって

しまったわけなのですけれども、全部とは言いま

せんけれども、来年度に何ポイントか持ち越しを

させていただくとか、そういったような検討をぜ

ひしていただきたいと思うのですけれども、いか

がでしょうか。 

○江口優一保険年金課長 網走健康マイレージの

ポイントについてですが、さまざまな事業に対し

て内容を検討しながら毎年ポイントを決めており

ます。 

 29年度につきましては、28年度のポイント対象

事業のほかに、らくらく健康トレーニングや、

パークゴルフ大会、歩くスキーの集い、インフル

エンザ予防接種など、対象事業をふやしたいと考

えておりますので、全体の対象事業の中でそれぞ

れのポイントにつきましても検討してまいりたい

と考えております。 

 また、未達成者のポイントの一部につきまして

も、29年度につきましては、次年度に引き継ぐこ

とで検討してまいりたいと考えております。 

○永本浩子委員 今のお答えですと、かなり対象

範囲が広がるということで、やる気が出てきた気

がいたしますので、ぜひいろいろな角度で検討し

ていただいてより多くの方が参加をして、本来の

楽しみながら健康を増進していくというところに

持っていっていただきたいと思います。 

 また、景品が野菜セットだけですけれども、私

もベジラブル運動を推進しておりますので、この

野菜セットというのはとてもいいことだと思って

おりますけれども、例えば独身の男性などは、こ

の野菜セットをもらってもかえって困るような状

況が起きるというか、これが欲しいから健康マイ

レージに挑戦しようというふうには思わないので

はないかなという気がいたします。 

それで、代表質問のときにも、達成した方の中

から全員にではなくても抽せんで何か、温泉券だ

とかお楽しみみたいなものを加えてはどうかなと

いう提案をさせていただいたのですけれども、こ

の景品に関しても、もう一度検討をぜひお願いし

たいところですけれども、いかがでしょうか。 

○江口優一保険年金課長 マイレージの達成商品

につきましては、29年度につきましては、ベジラ

ブル運動推進の観点から、網走産野菜ということ

でしていきたいと考えております。 

また、さらなる商品等につきましては、今後の

検討課題とさせていただきたいと思います。 

○永本浩子委員 ぜひ、いろいろな方の声も聞い

ていただきながら、検討のテーブルに乗せていた

だきたいと思います。 
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 そして、今回の締め切りが３月17日ということ

に、なかなか中途半端な日にちだったのですけれ

ども、３月末日のほうがいいのではないかと普通

思うと思うのですけれども、なぜこの３月17日に

なったのでしょうか。今後、末日にという考えは

あるのでしょうか。 

○江口優一保険年金課長 商品のポイント達成者

の期限につきましては、28年度につきましては、

商品の発送をオホーツク網走農協に委託しており

ます。３月末になりますとどうしても遅くなって

しまいますので、それで28年度につきましては、

３月17日ということで期限を決めさせていただき

ました。 

 29年度につきましては、３月末までを期限の提

出と考えておりますので、その旨もまた新年度に

なりましたら市民の方に周知していきたいと考え

ております。 

○永本浩子委員 ありがとうございます。ぜひ３

月末日でということでお願いいたします。 

 あと、こちらのポイントカードですけれども、

代表質問でも言わせていただきましたけれども、

カードの配付方法を本当に私も身の回りの人に聞

いてみて、自分が推進したのに、こんなにも自分

の身の回りで健康マイレージを知らない人がいる

とは思いもしなくて、ちょっと愕然としたことが

あるのですけれども、カードがもっとうまく市民

の皆さんの手元に行き届くような配付方法を

ちょっと考えていく必要があるのではないかと思

いますけれども、この点についてはどのようにお

考えでしょうか。 

○江口優一保険年金課長 ポイントカードの配付

方法についてですが、チラシ等もやはりもう

ちょっと工夫したほうがいいというふうに考えて

おります。 

 また、配付方法も、もう少し市民の方の目の入

るところに、また手にとっていただきやすいよう

に、関係者とも協議していきたいと考えておりま

すので、その面も含めまして29年度の事業で実施

していきたいと考えております。 

○永本浩子委員 皆さんがよく行くスーパーとか

そういったところにも置かせていただくとか、身

近なところで手に入るような、そういった工夫を

ぜひお願いしたいと思います。 

 平成29年度のカードというか、網走健康マイ

レージの参加人数とか、そういった達成人数とか

の目標みたいなものは設定しているのでしょう

か。 

○江口優一保険年金課長 28年度の達成者につき

ましては、２月末現在で70名となっております。

直近の数字では３月13日で80名を超えております

ので、29年度は少なくとも倍以上の方に達成して

いただけるようにチラシ等を工夫して、より多く

の方に参加していただきたいと考えております。 

○永本浩子委員 ぜひぜひ推進のほうよろしくお

願いいたします。 

 それでは、次に思春期保健事業についてお聞き

いたします。 

 この事業の内容と目的をまず教えていただきた

いと思います。 

○笹尾里美健康管理課参事 思春期保険事業でご

ざいますが、平成20年度から中学生を対象に行っ

ている事業で、名称としては赤ちゃんふれあい体

験という形で行っております。 

 目的といたしましては、赤ちゃんと触れ合うこ

とで赤ちゃんのかわいらしさとか楽しさを体験し

て乳児期の成長を知るということと、親から赤

ちゃんとの生活を聞いて、子育てする親の気持を

知る、それから男女とも育児にかかわることの大

切さを知ることとともに、命の尊さを感じていた

だければということを目的に実施している事業で

ございます。 

○永本浩子委員 よく新聞報道とかにも、赤ちゃ

んと触れ合っている子供たちの姿とかが載せられ

ておりましたけれども、対象となっているのは、

市内の全中学校ということでよろしかったでしょ

うか。 

○笹尾里美健康管理課参事 対象としております

のは、市内の全中学校で、平成20年度は１校だけ

だったのですけれども、だんだんふえてまいりま

して、全校ということで実施させていただいてお

ります。 

○永本浩子委員 今は全中学校に広がっていると

いうことで、この赤ちゃんとの触れ合いを通し

て、中学生の感想とか、また、お母さんの感想と

か、そういった声は何かお聞きしておりますで

しょうか。 

○笹尾里美健康管理課参事 中学生の生徒さんか

らの感想をいただいている中では、最初は不安

だったが抱いてみてとてもかわいかったという感

想ですとか、毎日赤ちゃんといるお母さんは精神
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的にも体力的にもすごいと思ったという、お母さ

んのお話を聞いての感想をいただいております。 

 また、赤ちゃんのお母さん、親のほうからの感

想としては、中学生の気持ちが聞けて勉強になっ

たという御意見ですとか、中学生が話をするのを

聞いて、自分の子もこんなふうになったらいいな

と思ったというふうな御感想をいただいておりま

す。 

○永本浩子委員 双方それぞれにいい結果が出て

いると思います。 

 テレビ等でも子供の虐待の事件ですとか、子供

を取り巻くそういった環境も大変悪くなってきて

いたりしております。 

 また、こういった体験を通して、きちんと計画

的な出産ということも考えられるようになるので

はないかなと思いますので、本当に予算がたった

５万円で、本当に中身はとてもいい事業だと思い

ますので、ぜひこれからもいい形で進めていって

いただきたいと思っております。 

 最後に、墓地改修事業についてお伺いいたしま

す。 

 今回のこの改修の内容ですけれども、ちょっと

教えていただきたいと思います。 

○梅津義則生活環境課長 墓地改修事業につきま

しては、桂町墓地の参道整備工事ということで予

定をしております。こちらは、参道の舗装が経年

の劣化により、一部陥没やうねり等が確認されて

いること、また、湧水によるぬかるみ等もありま

して、歩行者の通行に支障を来しているというこ

ともありまして、参道の整備を行います。平成29

年度から３カ年の工事を予定しております。 

また、参道整備工事とあわせて、参道下に埋設

されている水道管についても布設がえを実施する

予定です。こちらのほうは、毎年ちょっと漏水を

しているということもありまして、布設がえの工

事を行います。この経費に634万8,000円を見込ん

でおります。 

 それと、潮見墓園の排水路補修工事ということ

で、排水路のＵ字溝が凍上などによりまして破損

が進んでおりまして、排水路が正常に機能してい

ないというようなこともありまして、こちらのほ

う補修工事を行います。こちらが146万9,000円を

見込んでおります。 

それと、卯原内の墓地排水路整備工事というこ

とで、大雨等の際の敷地内にある火山灰の崖地か

ら、排水路へ火山灰が流れ込みまして、近隣の農

地等に流れ込むなどの被害が出ておりますので、

排水路の整備を行います。 

 あわせて、火山灰の沈でん池等も整備を行いま

す。こちらの経費に218万3,000円を見込んでおり

まして、合計で1,000万の事業となっておりま

す。 

○永本浩子委員 我が家も桂町墓地のほうにお墓

があるために、毎年行っているわけなのですけれ

ども、自分の話になりますけれども、今まで砂利

道で、父は車椅子なのですけれども、砂利道を父

の乗った車椅子を押すのがもう本当に大変で、こ

ういった事業をやっていただけるということで、

本当に助かる思いでいっぱいです。 

 これからはもういよいよ高齢化社会になると思

いますので、車椅子で訪れる方もふえると思いま

す。こういったことでみんなが助かるということ

で、ぜひ推進していただきたいと思います。 

 最後に、お盆とかお彼岸の時期になると、３・

３道路側の違法駐車がふえて、近隣住民からの苦

情も来ているという話もありますけれども、これ

に対する対処もぜひお願いしたいと思いますけれ

ども、ちょっと部署が違いますかね。お願いでき

ますでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 大変、お盆の時期です

とか参拝のお客様で混み合う時期に、そういった

迷惑駐車が墓地周辺で発生しているというのは承

知しておりまして、毎年お盆の時期にあわせまし

て広報あばしりなどで参拝時の駐車をしないよう

にというような注意喚起とあわせまして、ごみの

持ち帰りなども記事として掲載をさせていただい

ております。 

 それから、総合体育館から網走小学校のほうに

おりていく道路側には、路上駐車防止のための

セーフティーコーンですとかコーンバー、あと

ロープなどを設置して、駐車をしないような対策

をとっております。 

 それと、昨年はもとの桂町交番側に住んでいる

住民の方から、参拝者が生活道路に路上駐車して

迷惑しているといったような相談がございまし

て、それまで１カ所だった路上駐車の注意看板を

３カ所にふやして設置するなどの工夫をして対策

をとっております。 

 今後は、臨時の駐車スペース等を確保できない

かというようなことで検討してまいりたいという
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ふうに思っております。 

○永本浩子委員 さまざま対策をとっていただい

ているにもかかわらず、なかなかいろいろな方が

いらっしゃるので、まだまだ難しいところもある

かと思いますけれども、そういった臨時駐車場も

考えていただいているということで、こういった

お盆、お彼岸のときに、近隣住民の方も参拝者の

方も気持ちよく行えるような対策をぜひお願いし

たいと思います。 

 以上で、私の質問を終わらせていただきます。 

○井戸達也委員長 次、立崎委員。 

○立崎聡一委員 それでは、水鳥湿地センターの

運営事業についてお尋ねします。 

このセンターの所管は環境省でございますが、

管理運営に伴うことは当市の職員を配置して、さ

まざまな取り組みを通し、濤沸湖と地域のすばら

しさを伝えていっているというふうに考えており

ます。 

 そこで、まず、今年度の入り込み数はどのくら

いあったのかお聞きしたいと思います。 

○細川英司生活環境課参事 お答えいたします。 

 今年度の来館者数ということでございますが、

２月末時点の集計で、来館者総数が１万9,342人

となっております。 

今年度は、道内はもとより全国各地で鳥インフ

ルエンザが発生いたしまして、湿地センターにお

きましても、センターの木道及び隣接する白鳥公

園の湖岸側の一部につきまして、12月８日から一

部立ち入り制限を行っておりまして、来館者数の

減少などが懸念されておりましたが、過年度の来

館者数と比較いたしまして２月末時点の集計の数

字では、過去最高となっております。１万9,342

人の内訳でございますが個人・団体別では個人が

6,473人で33.5％、団体が１万2,869人で、66.5％

となっております。 

 地域別の構成は、海外からのお客さんが3,809

人で全体の 19.7％、道外が 9,756人で全体の

50.4％、市内からのお客さんが1,993人で、全体

の10.3％、管内が1,339人で全体の6.9％、市内と

管内を除く道内からのお客さんが1,868人で全体

の9.7％となっております。 

○立崎聡一委員 昨年が１万8,000人弱、ことし

が１万9,000人弱ということで、若干ですけども

ふえているのかなというふうに思います。 

 鳥インフルエンザの影響というお話もありまし

たので、その辺を見るとなかなかよくなってきて

いるのかな、地道ではございますけれどもふえて

いるのかなというふうに思います。 

 ただ、しかし残念ながら、外国人の来館者数は

ほとんど横ばいかなというふうに思います。その

一方で国内の方が、国内の来館者が増加している

ということは、今後に明るい展開をもたらすのか

なというふうに思います。 

今年度２種類の冊子をつくったと、つくるとい

うふうにお話がありました。一つは、濤沸湖のガ

イドブック、日本語版、英語版でございます。も

う一つは、濤沸湖の調査関係事業の成果物として

まとめられた生き物ハンドブックの２種類をつ

くったというふうに理解しております。 

 実際のハンドブックの販売状況と効果をお聞か

せください。 

○細川英司生活環境課参事 解説用冊子といたし

まして、濤沸湖ガイドブック及び濤沸湖生き物ハ

ンドブックの２種類を作成いたしまして、６月24

日より販売を開始いたしました。２月末時点の販

売実績でございますが、ガイドブックが65冊、ハ

ンドブックが73冊となっております。 

 作成いたしました狙いでございますが、これま

で湿地センターにおきましては、来館の記念とな

るものがないような状況でありましたため、観光

のお土産的な記念品として、また環境学習施設と

しての特徴も考慮いたしまして、リピーターを獲

得するための入門編的な解説冊子としての面をあ

わせ持つ冊子として、印刷費用の実費分、回収分

といたしまして価格設定を行いまして、廉価で販

売しているものでございます。 

 販売実績といたしましては、正直なところまだ

まだではございますが、今後も館内での案内や掲

示などに工夫を凝らしまして、販売を継続してま

いりたいというふうに考えております。 

○立崎聡一委員 販売が主たる目的ではないとい

うふうに思います。このセンターを利用するツー

ルの一つだというふうに考えております。リピー

ト率向上に向けて、引き続き、続けていってほし

いなというふうに思います。 

 リピーターの状況なのですけども、どのように

なっているかお聞かせ願いたいと思います。 

○細川英司生活環境課参事 来館の回数に関係す

る集計でございますが、個人客の方のみの集計と

なりますが、入館される際に湿地センターの受付
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で簡単に丸つけをしていただいて、御記入いただ

いております。総数6,174人のうち、初めて来館

いただいた方が3,265人、52.9％、２回目以上と

いうことで、リピーターの方でございますが

2,293人で、37.1％となっております。残り616

人、10％の方につきましては、受付での記入漏れ

のため集計から除外してございます。 

 個人客のみの集計となっておりますのは、ツ

アーのお客さんと団体の皆さんにつきましては、

お一人ずつにお伺いすることが困難でありますた

め、集計から除外いたしております。ですが、団

体の来館者の方につきましては、館内で御案内い

たしております際に、いずれも団体ツアーだった

が今回は２回目だと、夏に１回来たというような

お話を伺うこともありまして、団体客の中にもリ

ピーターが少しずつではありますがふえているの

ではないかという印象は受けております。 

○立崎聡一委員 リピーターというのは、多分個

人で来る、小人数で来る来館者の方が多いのかな

というふうに思います。２回目の方、かなり高い

数字になるのかなというふうに思います。 

 今後も、引き続き、努力を続けていって、リ

ピーターをふやすということが総体の来館者数を

底上げするものでもありますし、あそこの水鳥湿

地センターの性格上、そこを単独で終わりという

ことにはならないと思います。地域の自然環境を

見たり野鳥観察をしたりですとか、時間的にも

ゆっくりと滞在してくれるのかなというふうに思

います。そういった意味でも、今後の展望と取り

組みについて、改めて確認したいと思います。 

○細川英司生活環境課参事 今後の取り組みにつ

いてということでございますが、センターでは、

平成26年度から事前申し込み不要で、お気軽に参

加いただけます、おさんぽ観察会という行事を毎

月１回開催いたしております。今後もこうした定

番イベントを引き続き開催しまして、一層の定着

化を図りますとともに、濤沸湖の多様性を生かし

て、テーマ選定にも趣向を凝らした形での各種観

察会などを開催いたしてまいりたいと考えます。 

 海外や道外からの来館者の皆様向けといたしま

しては、センターのホームページを活用しまし

て、ブログ更新などによりまして、積極的に季節

の情報などを発信してまいりたいというふうに考

えております。 

 また、濤沸湖の自然環境をこよなく愛する方々

が会員となっております濤沸湖ファンクラブ、こ

ちらは湿地センター登録ボランティアの皆さんの

会でございますが、センター開館以来、会員の皆

様からは、ボランティア活動として湖周辺の情報

提供を初め、幅広く御協力をいただいておりま

す。今後もボランティア活動の推進を図りまし

て、ファンクラブの会員の皆さんのお力もおかり

しながら、より多くの方に濤沸湖の魅力に触れて

いただくことができるよう、濤沸湖の魅力の情報

発信に努め、来館者の増加につなげてまいりたい

というふうに考えております。 

○立崎聡一委員 魅力発信をどんどん広げていっ

ていただきたいなというふうに思います。 

 けさの新聞にもありましたけれども、濤沸湖で

あばしり学というのが実施されております。濤沸

湖の自然、環境、野鳥観察、動植物の生態を学

び、自然の豊かさを感じる、とてもすばらしいこ

とだなというふうに思います。 

 そして先ほども言ったように、長い時間滞在す

るということを考えますと、いろいろな意味で観

光素材の一つなのかなというふうにも考えられま

す。 

もう１点お聞きしたいのですけども、昨年９月

にアウトドア用品製造販売メーカーのモンベルと

いう会社が、小清水町とフレンドシップタウン協

定を締結いたしました。当市としては、今後かか

わり方といいますか、その辺をお聞きしたいなと

思います。 

○細川英司生活環境課参事 昨年９月に小清水町

とモンベルの協定が締結されましたが、提携の式

典の当日、午前中におきましては、原生花園イン

フォメーションセンター前に小清水町が設置しま

した木道のオープニングセレモニーも実施されて

おります。 

 小清水町といたしましても、原生花園を含めた

濤沸湖周辺域を町の観光資源として改めて注目し

て、観光振興施策の一環としての動きであるとい

うふうに伺っております。 

 当市と小清水町は、湿地センターの運営につい

て協議を行います湿地センター運営委員会及び濤

沸湖の保全と利用についてのローカルルールを管

理、推進するエコツーリズム推進協議会の事務局

となっております。 

 今後、小清水町とモンベルの推進する活動につ

きましては、１例を挙げますと、現在はローカル
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ルールで利用しないということになっております

湖内でのカヌーの乗り入れなど、さまざまなアク

ティビティーについて検討されているようでござ

いますので、市と小清水町が双方事務局を務めま

す協議会における検討、また、必要に応じたルー

ルの改定などの協議を含めまして、その他さまざ

まな面におきまして、小清水町と情報共有に努

め、ラムサール条約の理念を尊重しまして、保全

と利用のバランスを考慮した賢明な利用を推進す

べく、連携協力を図ってまいりたいというふうに

考えております。 

○立崎聡一委員 いろいろまだまだ解決しなけれ

ばならない諸問題はあるかと思いますけれども、

ぜひとも連携して、すばらしいものにしていただ

きたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○井戸達也委員長 ここで、暫時休憩いたしま

す。 

午前11時05分 休憩 

───────────────────────── 

午前11時15分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質問者、挙手願います。 

 渡部委員。 

○渡部眞美委員 私のほうから、何点か質問させ

ていただきますが、まず衛生費について質問をさ

せていただきます。 

最終処分場の新設、そして施設の整備が完成い

たしまして、ようやくここまで来たなといったと

ころでしょうか。新たな分別がスタートして、そ

れに当たりまして宅配トークですとか説明会を熱

心に重ねてきた御苦労はあったと思いますが、そ

の点は大変評価をしたいと思います。ここに至る

まで、また、埋め立てにするのか焼却にするのか

という長年の議論があったことを私は尊重して、

順に質問してまいりたいと思います。 

まず初めに、ごみ減量化の課題についてであり

ますが、これは、環境基本計画の中にもあります

ように、今後も進めていかなければならないもの

だと思います。 

まず、排出抑制の推進について、網走市廃棄物

減量化等推進講話会の中の課題にも書いてありま

すように、排出抑制の推進については、市民、事

業者、市のそれぞれの果たす役割を明確にして、

主体的、自発的に取り組むことはもちろん、相互

連携してごみ減量を進める区域をつくり出してい

くことが重要な課題であるとなっております。 

具体的な施策といたしましては、市民にとって

は仕分けしやすい、収集業者にとっては収集しや

すい、市にとって処理しやすい、三つのＳ、ス

リーＳを確立することが必要であります。 

では、市民にとって仕分けをしやすいとは、事

業者は仕分けをしやすい製品の販売ですとか、使

い捨て製品の販売の自粛、過剰包装の自粛などを

推進することが必要であります。 

 では、市にとって処理しやすいとは、事業者に

とって処理しやすい製品の販売や、ごみとなるも

のの発生抑制に努めることが必要であるとなって

おります。 

そこで、私は、今までも環境基本計画の中にも

記載をされております網走市エコ事業所認定事業

の推進というのが挙げられております。この認定

している事業所、これをどのようにふやしていく

のか、内容をどのように強めていくかというのが

今後の課題の一つであると考えますが、平成29年

度に関しまして、エコ事業所についてはどのよう

な施策を考えておられるのかお伺いいたします。 

○梅津義則生活環境課長 エコ事業所認定事業に

ついてでございますが、ごみ減量化やリサイク

ル、環境に優しい商品販売などを積極的に取り組

む事業所を認定いたしまして、販売段階における

ごみ減量化を目的に、平成14年度から事業を開始

しているところでございます。 

 現在の登録件数は38件でございます。昨年度は

１件、今年度は、今のところ申し込みがないとい

うところでございまして、残念ながら最近登録す

る事業者が余りないというのが実際のところでご

ざいますが、こちらにつきましては、委員のほう

からもお話がありましたとおり、ごみ減量化、抑

制をしていくためには、大変有効な事業であると

いうふうな認識を持っておりまして、今後も事業

所のメリット、登録することによりまして市が環

境に優しい事業所であるということをＰＲする

ホームページに掲載するですとか、広報あばしり

のほうに掲載をして定期的にＰＲをしておりま

す。 

あと、事業者みずからの広告宣伝物に市のエコ

事業所であるということが記載できるといったよ

うなことも事業所のメリットになると思いますの
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で、そういった点をＰＲしながら登録件数をふや

していくような方向で考えていきたいというふう

に思っております。 

○渡部眞美委員 平成14年度からですので、社会

的情勢がいろいろ市内も変わっていると思います

ので、再度さまざまなものを整理して、課長の答

弁にありましたように、事業所のメリット、そこ

もＰＲしていくことが私も必要だと思っておりま

すので、積極的に推進をしていってほしいと思い

ます。 

次に、収集業者によって収集しやすいとは、市

は収集しやすいごみステーションの工夫や設置場

所とすることが必要であるとなっております。こ

れまでもその点に関しては、収集しやすい設置場

所などの検討はしてこられたと思っております

が、新たな分別となって、来年度、何か変化をし

ていくところがあるのかどうか確認させてくださ

い。 

○梅津義則生活環境課長 ごみステーションにお

きましては、新しい分別となりまして、生ごみ等

の新しい区分の分別がふえたことから、生ごみか

ら発生する水分等が臭いの原因にもなりますの

で、そういったことの抑制につながるように、希

望される町内会や団体等にはごみステーションに

設置するバケツのようなものを配付できるような

体制を整えております。 

 あと、今回分別が変わったことによりまして、

ごみステーションの設置位置を調整したり、そう

いったところも郊外地区で何カ所かあったりいた

しますので、そういったやはりそれぞれの地域の

要望による部分が非常に大きいです。市が場所を

選定してやるというようなことはしておりません

ので、その辺は地域要望に応じて適切な場所を検

討するのですが、その際には収集事業者の収集

ルートの関係もございますので、その辺と兼ね合

わせまして、最適な場所を選定していきたいとい

うふうに考えております。 

○渡部眞美委員 分別が変わったとしても、これ

までどおり地域の要望と収集業者が収集しやすい

といったことというのは継続していくことで理解

させていただきました。 

次に、分別の周知についてお伺いいたします。 

 既に２月、３月市民にとっては練習期間という

ことで、何か食べると、これはプラなのか紙なの

か、生ごみに入れていいのかと、今、大分練習し

て、何かを見ると、ごみの分別に見えるという、

ごみにとらわれているものの、私も一人であるの

ですけれども、これだけプラが多いのだなという

のもわかったと思いますし、埋め立てのごみは、

こんなに少なくなったという実感を市民は確実

に、実際に練習の中であると思っております。 

ただ、減量に対する分別、市民と事業者の意識

というのを変えていくということが29年度は早急

に必要だと思います。ごみの少ないライフスタイ

ル、事業活動への転換を促していくためにも、網

走のごみ処理の現状を理解してもらうことが重要

であると。 

私どもの代表質問の市長の答弁にもありました

ように、選別ですとか圧縮の作業を直接見てもら

うことで、分別やリサイクルの大切さを理解して

いただくことをやっていくという答弁もありまし

たので、意識は皆同じだと思っております。 

では、その見学方法については、市民ですとか

事業者がこれから訪れるに当たって、ソフト事業

をどういうふうにやっていくかというのが重要だ

と私も思いますので、何点か質問をさせていただ

きます。 

先日、文教民生委員会のほうで、現地、今でき

上がった部分を視察があるということで、委員会

でほとんどの委員が参加をさせていただきまし

た。 

 完成して、もう運営されているのですけれど

も、さまざまこれから何かつけていくというの

は、まだできていない部分もあったかと思います

が、そこでの印象を含めて、まず、リサイクル施

設の見学にこれから市民ですとかが訪れるに当

たって、私も行った印象としては、何か殺風景だ

なというのがまず第一印象にありました。やはり

市民が訪れて関心を持ってもらうというために

は、もう入り口から何か楽しさを、これから見学

するんだぞというような導入があってもいい場所

なのではないかと思いました。 

 そこで、リサイクルセンターに親しみやすい

ニックネームをつけてはどうかなと思います。そ

れと、何か中に掲示板ですとか絵ですとか、これ

から掲示をしていくということを伺ったのですけ

れども、あとＤＶＤもそれぞれ作成しているとい

うことを伺いました。ニックネームと同時に、

キャラクターについて起用していって、市民の中

に溶け込むような形をつくっていくことが必要だ
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と思いますが、その点については今どのようなお

考えでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 まず、１点目の施設の

ニックネームのことでございますが、施設のニッ

クネームについては、他市の状況を見ますとリサ

イクル館ですとか、そういったニックネームがつ

いている町はございます。市としては、建設段階

からそういったニックネームをつけようという方

向性を持っていませんでして、本来ニックネーム

をつけるのであれば、そういった段階から、そう

いった方向性を持っていれば、施設のほうにそう

いった掲示もしていかなければならないですと

か、パンフレットのほうにも、そういった掲載

を、ニックネームの愛称でパンフレットをつくる

ですとか、そういったことが必要なってくるかと

思いますが、当初からそういった方向性を持って

おりませんでしたので、今回はニックネームのほ

うはついていないというのが現状になっておりま

す。 

それと、キャラクターについてでございます

が、網走市には、以前市民から公募いたしました

デザイン、ネーミング、それぞれ公募いたしまし

た、エコピーというキャラクターがございます。

これは、ごみの減量化、リサイクルのイメージ

キャラクターということになってございます。こ

ちらのほうのキャラクターを啓発用のＤＶＤです

とか、そういったところに登用できないかという

ことで、今、受注した業者のほうとは相談してお

りますので、そういった方向性を持って、お子様

ですとか来館者の方に親しみやすいような、そう

いった工夫をしていきたいというふうに考えてお

ります。 

○渡部眞美委員 ニックネームについては考えて

いなかったということで、私側としてはスタート

に間に合わないからこれからどうしようかという

こともあるのかなと思いますけど、私は、遅くて

もいいと思うのです。これからでもいいと思いま

すので、必要であればパンフレットに出てなくて

も、後からでもいいではないですかって思いま

す。 

 あと、キャラクターについての起用は、エコ

ピーでいくということで、これですね。これをエ

コピーとわかる人が１人でもふえてくれれば、私

も分別が変わっていくと思います。この間は、ま

だエコピーが１人も見られなかったのですけれど

も、今まで私ども埋め立てか焼却にするかといっ

た中で、私ども議員といたしましても、さまざま

な視察、ごみ処理の、堆肥化ですとか、どのよう

なリサイクルを行っているかというのは幾つか見

させていただきました。その中で、その市によっ

てさまざまな見せ方というのがあるのだなという

のを見てきて、見学塔の必要性というのは、網走

の施設がつくられるに当たっても、委員からいろ

いろなことの議論があった経過があります。その

見学塔というのは、市民にとって親しみやすかっ

たりとかすることが大事でありまして、また、何

年後かというよりは、ことしがとても大切な年だ

と思いますので、行った視察先の中で埼玉県の草

加市だったのですけれども、人口からいって網走

とも違いますし、そこのリサイクルセンターは、

網走はエコピーで行くのだったら、入り口にもう

エコピーが立っているのですよ、どうぞというこ

とで。そして、１階のロビーのところにも、エコ

ピーがいるのですよ。子供たちばかりではなく

て、何となく私たち大人が行っても、何かこれか

ら話を聞こうという気になれるというとあれなの

ですけれども、固い雰囲気で緊張して行っている

のですけれども、そうではないという、入りやす

い、受け入れやすい感がありました。また、２階

の見学塔に上がっていくと、窓に分別している人

たちの様子が見られる中には、たしかＱ＆Ａ方式

になっていて、網走のごみは何とかですかといっ

たら、次に行ったら答えがあるのです。そんなよ

うな仕組みづくりというのは、常時変えられるも

ので構いませんので、これからソフト事業ででき

ると思いますので、そういった工夫というのが必

要だと思いますが、その件に関してはどう思われ

ますか。 

○梅津義則生活環境課長 委員のおっしゃるとお

り、先日ごらんいただいたときには、掲示物等も

まだ一切掲示されていないような状況でしたが、

今月の末にはごみ処理の流れなどを書いた掲示が

見学通路のほうに設置をされる予定をしておりま

す。 

 そのことにあわせまして、今の八坂のリサイク

ルセンターなんかには道道側にごみ減量の標語で

すとかエコピーですとか、そういったものも壁に

掲示して目立つように張りつけたりしていますの

で、同じように明治の施設もそういった工夫をし

ていければというふうに思っております。 
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○渡部眞美委員 そうですね。この間は、まだ何

色もないという感じでした。真っ白だったのです

けれども、これに色がつくと変わってくると思い

ますので、ぜひ全面エコピーで、今度行ったとき

に何人かに会えるような形をとってほしいと思い

ます。 

私たちが行ってもそうですし、市民の方がそこ

に足を踏み入れとなるとすごくイメージが大事に

なってきますので、その点を推進していっていた

だきたいと思います。 

 次に、昇降機が１台ありましたので、元気でも

足がちょっと悪くてエレベーターを使いたいとい

う人が、この昇降機は１台しかなかったので、た

くさんの人に見てもらいたい、高齢者の方の団体

で階段を上がれない人が、足が悪い人がたくさん

いた場合は、何回も昇降機なのでちょっと時間が

かかるということもあるのかなと思いましたが、

見ていただくことを前提なのですけれども、やは

り自分が出したその袋の中身がどこに行ってどの

ように処理されて、最終どういうふうになってい

くかということを学んでもらうことは大切であり

ますので、見学以外での周知方法、何かお考えは

ありますか。 

○梅津義則生活環境課長 ごみ処理施設ですが、

今現状といたしましても、小学生の社会科見学と

か市内のほとんどの小学校が見学に来ていただい

ておりますが、今回の施設ではそのごみ処理の様

子を映像で見て理解していただけるような専用の

ＤＶＤ等も作成をする準備をしております。そう

いった映像を通しまして、ごみの減量やリサイク

ルの大切さを学んでいただければというふうに

思っております。 

 それと、ごみ処理は市民の関心が非常に高いと

いうこともありまして、来年度当初に市民見学会

を実施する予定としているところでございます。

そのときに、施設のほうを見ていただければとい

うふうに思っております。 

○渡部眞美委員 見学会についてはわかりまし

た。見学に行けない人たちには、どのように周知

をしていくかということを伺いたかったのです

が、私は、これまでどおり宅配トークですとか、

高齢者が集まっているところにＤＶＤを流すとい

うことで構わないと思うのですけれども、その辺

いかがですか。 

○梅津義則生活環境課長 今回つくった施設のＤ

ＶＤ、約十二、三分のＤＶＤですので、そういっ

たものを宅配トーク等として活用しながら説明を

して、減量化の重要性を周知していきたいという

ふうに考えております。 

○渡部眞美委員 次に、生ごみの堆肥化施設であ

りますが、かなり機能性が高いということを伺っ

てまいりました。他市からおくれてできた分、最

新のものができたのではないかなという印象を受

けてきたのですが、市民の見学はもちろんですけ

れども、さまざまな業者さんですとか視察なんか

もふえていくのかなと思うのですが、その辺の対

応についてはそこだけで終わらないような、どこ

かに影響を与えるような仕組みづくりというのは

何か考えられないかなと思ったのですけれども、

その辺何かお考えはありますか。 

せっかく来ていただく方なので、そこだけの施

設でＤＶＤを見て、現場を見て、ということでは

ないような仕組みづくりをしていく必要があると

思うのですけれども。 

○鈴木直人市民部長 堆肥化施設の関係でござい

ますけれども、まずやっぱり事業者の方々にも現

場を見ていただく、それが第一だと思いますの

で、できるだけ受け入れをしていって、網走の取

り組みを御紹介できればというふうに思っており

ます。 

○渡部眞美委員 リサイクル施設と生ごみの堆肥

化施設、それぞれ職員の方のお仕事の妨げになら

ないような仕組みづくりというのも必要ですの

で、そこに人員がいるのであれば、一次的に説明

員をつけてでも私はやっていく必要があると思っ

ていますので、その辺の推進をお願いします。 

次に、高齢者福祉費全体について、48ページに

なりますが、何点か確認をさせていただいきたい

ことがございます。 

介護保険特会と照らし合わせていきますと、単

純に会計内の移動で数字の移行があるということ

は理解をさせていただくのですけれども、平成29

年度から介護保険のほうで新たな事業があるとい

うことでそこでお聞きをするものなのか、ここの

高齢者福祉費の中に今まで事業としてあったもの

が、今度特会に移行になったという部分もありま

すので、確認を含めて何点か質問をさせていただ

きたいと思います。 

まず、寝たきり高齢者と移動サービス事業なの

ですけれども、昨年は231万4,000円ほどの予算が
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組まれていたのですが、これが総合支援のほうに

移ったのか、特会のほうにはこの項目がなかった

ので、何か運営に当たって変わったことがあるの

か確認をしたいと思います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 寝たきり高齢者等移送

サービス事業費の予算減のことでありますけれど

も、この事業につきましては、在宅の寝たきりで

要介護４以上の方を対象にしたストレッチャーで

すとか、車椅子でなければ移動ができないような

方の支援をする部分と、あと虚弱な高齢者の生き

がいデイサービスの移送費の部分と、この二本立

ての事業となっておりました。その部分で、今

回、介護保険特別会計のほうの介護予防日常生活

支援総合事業の中で、通所型サービスにこの生き

がいデイサービスを移行したため、その移送費の

部分で減少しているものであります。 

○渡部眞美委員 もともと二つに分かれていた部

分の通所の部分が移行されて、残っているのが介

護４以上のストレッチャーとかが必要な部分が

残ったということですか。逆ですか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 要介護４以上の方のス

トレッチャー、車椅子での利用、これはタクシー

助成になるのですが、その部分が一般会計に残っ

ているというような状況でございます。 

○渡部眞美委員 わかりました、理解させていた

だきました。 

デイサービスの関係はまた違うところになりま

すので、ここではとどめさせていただきます。 

では、昨年までありました介護予防事業が介護

保険に移行になったのか、その理由についてお聞

かせください。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 今年度まで一般会計で

実施をしておりました介護予防教室等事業、これ

につきましては、内容がフィットネス教室という

ようなことになります。フィットネス教室は、当

初、中年、40歳から64歳の方々を対象に実施をし

ていたのですが、実際にほとんどが65歳以上の方

が参加しているという状況でございましたので、

今回、介護予防日常生活支援総合事業の中の、一

般介護予防事業の地域介護予防活動支援というよ

うなことで移行させていただきました。 

○渡部眞美委員 実際には60歳以上の方が参加を

していただいている事業ですので、移行したとい

うこと理解させていただきました。 

次に、50ページの成年後見人制度の推進事業が

特会にもあるのですけれども、この辺の区別が

ちょっと勉強不足でわからないので、ここでの成

年後見人の相談支援事業というのは何を行うのか

教えていただきたいです。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 成年後見相談支援事業

でありますけれども、社会福祉協議会に委託をし

ている生活サポートセンターの運営になります。 

○渡部眞美委員 わかりました、次に行きます。 

次は、44ページの地域福祉事業について伺いま

す。 

まず、民生委員の方の予算が出ておりますの

で、その役割について確認をしたいと思います。

今、民生委員の方は生活困窮者ですとか高齢者の

見守り、そして児童、障がい等で援助を要する市

民の相談や情報提供を行うというようになってお

りますが、私の認識といたしましては、相談事項

などもふえているのではないかなというのと、逆

に民生委員のところに相談に行く人もいれば、相

談に行かなくても見守っていた中で何か気づいた

ことがあれば、地域の悩みをすくい上げる重要な

役割をしていると認識をしておりますが、課での

認識はどのようになっておりますか。 

○酒井博明社会福祉課長 民生委員の役割につい

てでございますけれども、今、委員おっしゃるよ

うに、担当の区域がございまして、そこで高齢者

や障がいのある方の安否確認や見守りを行った

り、子供たちの声かけなどを行っておりまして、

経済上の困窮を始めまして、医療や介護の悩み、

子育ての不安、生活上の心配事など、さまざまな

相談に応じておりまして、その相談内容に応じま

して、必要な支援が受けられるように関係する機

関に対するつなぎ役にもなっているところでござ

います。 

○渡部眞美委員 それでは、その相談の中で、今

度下の、先ほどの答弁にありました生活サポート

センターの相談事業があります。社協に民生委員

のたしか事務局もありますので連携はされてると

思いますが、連携はどのような形になっています

か。 

○酒井博明社会福祉課長 生活サポートセンター

と民生委員の事務局、おっしゃるとおり同じ建物

になりますので、常に情報交換ができるというよ

うな状況になっておりまして、例えば、民生委員

の研修会がありましたら、生活サポートセンター

の支援員がそちらのほうに赴いて、それで生活サ
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ポートセンターの業務とか役割とかを説明しなが

ら、少しでも気がついた点があればすぐに連絡く

ださいというような形で、お互いに情報をとり合

いながら取り組んでいます。 

○渡部眞美委員 それでは改めて伺いますが、生

活困窮者の自立促進支援事業、これまで運営して

２年ほど経過したと思いますが、どのような相談

件数になっておりますか。わかれば、そこで民生

委員と一緒に、民生委員の相談が区別されている

のであれば教えていただきたいと思います。 

○酒井博明社会福祉課長 生活困窮者の相談支援

事業は、平成26年12月から始めまして、平成26年

度の３月までの４カ月間だけはモデル事業として

行いまして、平成27年の４月１日から正式に運用

いたしました。平成28年度末までで寄せられた相

談の件数ですけれども、全部で109件の相談を受

けております。その109件のうち、直接民生委員

から生活サポートセンターのほうに寄せられたと

いう相談件数は９件ございます。あと、この統計

には反映されておりませんが、民生委員からのア

ドバイスを受けてその困窮している方、生活に困

り事を持っている方が生活サポートセンターを訪

れたというような、そういう実例もございます。 

○渡部眞美委員 連携がとれて情報交換が行われ

ているということと、意外に109件中、民生委員

が直接訪れた割合は少ないのだということが理解

させていただきました。 

その中で、私は民生委員の方の連携はもちろん

当然のことでありますが、悩みのある人が生活サ

ポートセンターを訪れているかどうかというのが

私は重要だと思ってお聞きしました。 

 やはり平成26年、国の流れの中で、支援事業が

定められた中で設立がされたというのは、市の流

れでありますけれども、その形をつくってどうい

うふうに運営されていくかというのが重要だとい

うことを、以前にも申し上げさせていただきまし

たので、やはりそこが市民にとってのさまざまな

悩みを相談ができる窓口だという認識で、中で分

かれていたとしても市民にとってそこに足を運ぶ

という場所であっていただきたいということが、

これは件数だけの推移では、利用がされているか

どうかというのは難しい面もありますけれども、

当初は50件程度だったのが109件といったところ

では、一つのデータになるのかなと思っておりま

すが、市といたしましてはあらゆる相談に対する

体制づくりの一つなのだという認識は今でもちゃ

んとお持ちですか。 

○酒井博明社会福祉課長 生活サポートセンター

の業務ですけれども、当初は生活困窮者を特にス

ポットを当てて業務を行っていたのですけれど

も、実際に寄せられているのは経済的な困窮だけ

に限らず、例えば家族関係とか、それから福祉

サービスの使い方が自分の意に合ったものがわか

らないとか、本当にもう多方面にわたっておりま

す。 

国のほうでも、今の生活困窮者支援事業は、も

う経済的な困窮だけに限らず、やっぱりさまざま

な相談に対応してくださいというような流れにも

なっておりまして、私どもも基本的に来ていただ

けるそれらについては全て、伴走型の支援を行い

ながら対応していきましょうということで、情報

をとり合いながらやっております。 

○渡部眞美委員 伴走型支援というのは、私もそ

のように思います。引き続き、29年度もそのよう

に運営をしていっていただきたいと思います。 

 ここで、包括支援センターとの連携というのも

私は必要だと思いますので、それは介護特会のほ

うになるということですので、そこで改めて質疑

をさせていただきたいと思います。 

最後の質問になりますが、無縁物故者対策事業

というのが例年予算が上げられておりますが、こ

れはどのような事業でありますか。 

○酒井博明社会福祉課長 この事業は、墓地埋葬

等に関する法律というのはございますけれども、

死体の埋葬、あるいは火葬を行う者がいないと

き、または判明しないときは、死亡地の市町村長

が、これを行わなければならないというふうに定

められておりまして、この法律及び行旅病人及び

行旅死亡人取り扱い法という法律があるのですけ

ども、その法律に基づきまして、いわゆる身寄り

のない死亡人について、市町村が火葬及び遺体の

埋葬の手続を行うというものでございまして、そ

れにかかわる費用を計上しているものです。 

遺骨につきましては、一定期間、火葬場に保管

いたしまして、その後、引き取り手がいよいよ本

当に出ないという状況になりましたら、潮見墓園

にあります無縁仏の供養塔のほうに埋葬しており

ます。 

○渡部眞美委員 身寄りのいない方で市がやらな

ければならない大変な事業の一つだということを



 

－ 75 － 

理解させていただきました。 

 実は昨年、この事業でお世話になった方だと思

うのですけれども、さまざまな家庭の事情でどう

しても病院で亡くなった父親を引き取りに来れな

かったと、その間預かっていただいた福祉課に来

て、いろいろなことを相談して、道外の方ですか

ら、大変お世話になったと、何日かお仕事を休み

をとって毎日市役所に通って、自分はもう網走の

人間ではないので、実はそこに相談すべきことで

はないようなことも全て相談もらったということ

で、結果的に何か恩返しがしたいということで、

地元に帰ってから、ふるさと寄附をさせていただ

きましたという感動的なお話を私は伺いましたの

で、福祉課だけのことではなくて、そういった職

員の人たちが市民、道外の今は市民ではない方に

手を差し伸べたことで、ふるさと寄附という形に

つながっているという現状を私は知っていただき

たいなと思いました。 

また、きのう、働き方改革の関係で、職員のモ

チベーションの話になりましたけれども、やはり

プライベートも大事ですけれども、仕事で悩みを

抱えていたら、仕事でいいことがあって解決して

いくというのも、私は一つの手段だと思いますの

で、上司の方は、何かいいことがあったら部下に

知らせてほしいと思います。 

 私は、こういったことが各課で行われて、お礼

の気持ちを伝えたいということが直接市民の方と

触れ合っている課であればいいのですけれども、

そうではない人たちも職員の中にはいると思いま

すので、そういうことお伝えをいたしまして、私

の質問を終わります。 

○井戸達也委員長 ここで、昼食のため休憩いた

します。 

 再開は午後１時とします。 

午前11時55分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時00分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質疑を続行します。 

○井戸達也委員長 小田部委員。 

○小田部照委員 早速、質問に入らせていただき

ます。 

 健康都市連合日本支部総会大会開催について質

問いたします。 

 網走市は、平成24年に国内で18番目、道内の自

治体では初めてこれに加盟したと認識しています

が、これまでの間、主な活動内容について簡単で

結構ですので、説明していただきたいと思いま

す。 

○武田浩一健康管理課長 毎年、大会等が各地で

開催されるわけですけれども、そのときに各自治

体との交流を通して、施策ですとか取り組みです

とかの情報交換を行ったりというような形で取り

組んでおります。 

○小田部照委員 それでは、この加盟及びその活

動によって、網走市にどのような効果があったと

認識しているのか伺います。 

○武田浩一健康管理課長 健康都市連合の加盟に

つきましては、健康都市づくりの知識とノウハウ

を学ぶ機会となるということで、非常に意義のあ

ることと考えております。 

○小田部照委員 それでは、この大会は、いつ、

どこで、どの程度の規模を想定して開催されるの

か、また、経済効果も見込まれると思いますが、

どのような想定をしているのか伺います。 

○武田浩一健康管理課長 健康都市連合日本支部

総会・大会については、７月４日火曜日、５日水

曜日の２日間にわたりまして、オホーツク・文化

交流センター、エコーセンターを会場に開催いた

します。 

 開催の規模でございますけれども、昨年の例で

いいますと、千葉県の流山市で開催されました

が、36の自治体の首長、市長を初め、行政関係

者、市民団体、地元の市民などが参加をいたしま

して、流山の場合は２日間で延べ1,200名が参加

したということで報告を受けているところでござ

います。 

○小田部照委員 この大会には、事業は市民とと

もに健康に対する意識とその活動に大変効果があ

ると思いますので、この大会が成功されますよう

に期待いたします。 

それでは、次に、地域人権啓発活性化事業につ

いて伺います。 

 こちら新規となっていますが、事業の概要につ

いて伺います。 

○酒井博明社会福祉課長 この事業概要でござい

ますけれども、法務省、北海道を経由いたします

が、人権啓発活動の地方委託事業といたしまし

て、地域住民に人権問題に対する認識の啓発を目
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的に、道東ブロックでは釧路市、帯広市、北見

市、根室市、網走市の輪番制により実施している

事業でございまして、平成29年度は網走市が担当

都市として実施するものでございます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 概要説明にも幼児を対象とありますが、こちら

市内全幼児を対象とするのか、どんな形で実施を

するのか説明をお願いいたします。 

○酒井博明社会福祉課長 幼児を対象に行う事業

の内容でございますけれども、市内の六つの幼稚

園児ほか、保育園児に対しまして、幼少期から人

権にかかわる命の大切さや相手を思いやる心を育

んでもらうことを目的としまして、人権の花運

動、人権紙芝居事業を実施するものであります。

このうち、人権の花運動というのは、プランター

などに花を植えまして育てる作業の経験を通じ

て、生命の尊さや思いやりの心を持ってもらうこ

ととしております。また人権紙芝居は、各園にい

じめなどに関する内容の紙芝居を配付し、読み聞

かせなどにより思いやりの心を持ってもらうこと

としております。 

○小田部照委員 わかりました。 

 それでは小中学校対象に、人権に関する標語集

を作成、配付とありますが、こちらはどんな方法

で実施するのか説明お願いいたします。 

○酒井博明社会福祉課長 小中学生を対象に行う

事業内容につきましては、社会教育課のほうで例

年実施しております豊かな心を育てる事業と連携

しまして、町内の小中学生から命の大切さ、挨

拶、親切、勇気などに関した標語を募集しまし

て、そのうちの入選作品をクリアファイルに印刷

しまして、それを小中学校の生徒に配付、周知し

まして、日ごろから人権に関心を持ってもらうと

いうことを行おうとしているところでございま

す。 

○小田部照委員 わかりました。 

 人権に関する事業、またはその活動は、人権擁

護委員を初め、人権相談やいじめなどの学校教育

などにも生かされ、大変重要な事業だと思いま

す。 

 今回は幼児や小中学生を対象とするようです

が、この事業に網走の人権擁護委員６名、現在い

ると思いますが、どのようにかかわっていくのか

伺います。 

○酒井博明社会福祉課長 人権擁護委員のかかわ

り方でございますけれども、幼児対象の事業に参

加いただきまして、幼児と一緒に植栽を行ってい

ただく、あるいは紙芝居の読み聞かせなどを人権

擁護委員に行っていただくというようなことも考

えております。また、ふれあい広場など、広く人

権にかかわるイベントなどを通じまして、広報活

動を行っていくということも予定しております。 

○小田部照委員 わかりました。 

法務大臣の委嘱を受けて活動している人権擁護

委員の皆様ですから、こういった人たちとよく連

携協力をいただきながらこの事業の充実に努めて

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○井戸達也委員長 次、金兵委員。 

○金兵智則委員 それでは、まず、虐待防止対策

についてお伺いしたいというふうに思います。 

 まず、障がい者関係についてお伺いしたいとい

うふうに思います。 

北海道の内部資料が公表され、道内の福祉施設

の職員による障がい者の方への虐待が行われた状

況が明らかになりました。 

 公表された報告書には、つらい状況が記録され

ていたということであります。また、その報告書

によると、虐待の様子のほか、調査で明らかに

なった背景も記されておりました。多くで指摘さ

れていたのは、虐待にかかる認識の欠如、人権意

識の低さなど、職員の資質に関するものでありま

した。また、人材不足にも触れ、職員の教育不足

や情報共有の不備なども上げられていたそうであ

ります。 

利用者やその家族は、せっかく入居できた施設

から退去させられるのを恐れ、言いたいことが言

えないという状況のため、今回明らかになった件

数は氷山の一角ではないかと指摘する声もあるそ

うであります。 

しかしながら、平成24年10月から障害者虐待防

止法が施行され、虐待が疑われるような事例を見

かけた場合、すぐに市町村の窓口へ通報し、対応

することとなっております。 

 網走では、このような事例がないと期待すると

ころでありますが、現状どのようになっているの

かお伺いしたいというふうに思います。 

○酒井博明社会福祉課長 障がい者の虐待につき

ましては、委員おっしゃるとおり平成24年10月に

施行されまして、この法律に基づく市町村虐待防
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止センターを網走市の社会福祉課のほうに設置し

ているところでございます。 

虐待の通報につきましては、これまで警察や医

療機関、サービス提供事業所から寄せられており

まして、その件数は平成24年度で１件、平成25年

度４件、26年度１件、平成27年度ゼロ件、平成28

年度３件の通報を受けているところでございま

す。 

○金兵智則委員 この連絡の件数がイコール虐待

の件数ではないということでありましたが、疑わ

れるものも全て連絡するようにということで、そ

こから調査が始まって、本当にあったかどうかと

いう調査が行われるというふうに認識しておりま

すので、この件数がイコール虐待ではないという

ことを、改めて申しておきたいなというふうに思

いますけれども、事例は、その件数だけではあっ

たのかなかったのか、はっきりとちょっと今のと

ころわからないですけれども、やはりそういうこ

とはないということがいいのかなというふうに思

います。 

 今後も虐待というようなことが起きないよう

に、市としても何らかの対応が必要なのかなとい

うふうに思いますけれども、見解をお伺いしたい

というふうに思います。 

○酒井博明社会福祉課長 虐待につきましては、

やはり今おっしゃられるように防止策というのが

すごく大切になると思いますけれども、まず、こ

の虐待があった場合、通報体制を整えていること

がすごく大切だと思うのですが、この法律が施行

段階で、警察や各医療機関への要請を行ったり、

あるいは、町内会連合会や民生委員、児童委員連

合会などに、各研修に参画させていただきながら

この制度の周知と協力要請を行っているところで

ございます。 

 今後におきましても、サービス提供事業所、そ

れから関係各省へポスターを掲示したり、説明会

などさまざまな形で障がい者の虐待防止の周知を

図るとともに、虐待の情報が発生した際には、速

やかに市のほうに通報いただくように、これも重

ねて周知を図っていきたいというふうに考えてお

ります。 

○井戸達也委員長 さまざまな要因が重なるとい

う、決してやってはいけないことというのは大前

提でありますけれども、人材不足による疲労、過

労なんかもあるのかなという部分もありますの

で、しっかりとした教育、情報の発信というのは

続けていただきたいというふうに思います。 

 次に、児童についてお伺いしたいというふうに

思います。 

児童虐待というのは年々増加しておりまして、

全国の児童相談所における虐待の相談対応件数

は、平成27年で初めて10万件を超えたとのことで

あります。網走市を含むオホーツク管内の対応す

る北見児童相談所の件数もあわせて増加してお

り、平成27年度は前年度を64件上回る217件とな

り、平成12年の統計開始以来、最多とのことであ

りました。 

 子供の目の前で親が配偶者に暴力を振るう面前

ＤＶなどの心理的虐待が103件と全体の6割を占

め、暴力などによる身体的虐待も前年比約2倍の

43件、育児放棄が41件で、性的虐待については管

内ではなかったそうであります。 

このような現状に対する市の認識について、お

伺いしたいというふうに思います。 

○清杉利明子育て支援課長 児童虐待の防止対策

についてでございますが、当市におきましての実

態としましては、平成26年度以降におきまして

は、対象児童数としましてはふえている傾向にご

ざいまして、平成26年度におきましては対象児童

数が22名、それから平成28年度におきましては、

対象児童数が31名となっている状況でございま

す。平成28年度の実検討会議の件数は11件でござ

いますが、その内容につきましては、要保護措置

になったのが９件、経過観察等を含めました要支

援となりました件数が２件となってございます。 

市の対策としましては、事務局として要保護児

童対策地域協議会というのを設置しておりまし

て、児童相談所や警察、また関係機関、それから

児童福祉施設等とも連携協力しながら情報共有や

安否確認、相談支援などの対応をしている状況で

ございます。 

○金兵智則委員 状況としては、残念ながら網走

でもふえている状況にありと、対策についてとい

うことで今、御答弁をいただきましたけれども、

連携の強化を図っていくということでありました

ので、それを進めていっていただきたいというこ

とでありますし、虐待で亡くなる子供はゼロ歳児

が１番多いということでありますので、関係機関

との連携というのは重要なことだというふうに思

いますので、進めていっていただきたいというふ
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うに思います。 

 次に、ひきこもり対策について伺います。 

 国が提示しているひきこもりは、さまざまな要

因の結果として、社会的参加せず、原則半年以

上、家庭におおむねとどまっている状態をいい、

内閣府が昨年９月に公表した数値によると、約54

万人の方がひきこもり状態にあるとの結果になり

ました。これは、15歳から39歳を対象にした調査

であり、専門家は40代以上の実態調査が必要だと

指摘しておりました。 

 昨年の11月からことしの１月にかけて、全国ひ

きこもり家族会連合会が、生活困窮者自立支援法

に基づく自治体の相談窓口のうち215カ所を選定

し、調査を行った結果、40代が最も多く、次いで

30代、20代、50代という結果が出たそうでありま

す。40代、50代になると親も高齢になり、介護が

必要となったり経済的に困窮したりして、悪い言

い方になってしまうかもしれませんが、親子で共

倒れというのになるリスクが増します。 

 そのような状況にしないためにも、対策が必要

となってくると思いますが、まず、網走市の現況

はどのようなものなのか、お伺いしたいというふ

うに思います。 

○酒井博明社会福祉課長 網走市内におきますひ

きこもり者の総数につきましては、正確な数値の

把握には至っていない状況でございます。 

現在、生活サポートセンターにおきまして、相

談を受けているひきこもりの方の数は６名でござ

います。そのうち３名は自宅からほとんど外出し

ない方で、残りの３名は買い物などで短時間の外

出なら行える方というふうに伺っております。 

あと生活保護受給者では、ひきこもりの方の数

が４名で、そのうち２名は自宅からほとんど出な

い方、２名は短時間の外出なら行えるという方で

ございます。 

やはり、いずれも両親など２名以上で生活され

ている世帯でございます。 

○金兵智則委員 現状については理解をさせてい

ただきました。 

ひきこもり対策については、厚生労働省が昨年

の12月に施策をまとめております。ひきこもりに

特化した第一次相談窓口を各都道府県の指定都市

に設置し、福祉事務所や自治体などと連携し、対

応に当たっていくということになっております。 

 その方策として、地域に潜在するひきこもりの

方を発見し、訪問などを通じて支援を行うひきこ

もりサポーター養成派遣事業を進めております。

都道府県や市町村が独自に開く養成研修を受講す

れば、サポーターとして認定されるものですが、

現状北海道内にはサポーターの方はいらっしゃら

ないとのことであります。 

網走市にもひきこもりの方がいる現状を踏ま

え、今後サポーター養成に向けた取り組みが必要

となってくるというふうに考えますが、見解を伺

います。 

○酒井博明社会福祉課長 ひきこもりサポーター

制度につきましては、ひきこもりの状態にある本

人や家族からのさまざまな相談にきめ細かく、か

つ、継続的な訪問支援等を行えるということを目

的につくられた制度であるというふうに承知して

おります。 

委員おっしゃるように、まだ道内では、このサ

ポーターは誕生してないというふうに伺っており

ますが、今後この制度につきましては、生活サ

ポートセンターの相談支援員等とも情報交換を行

いまして、導入について研究してまいりたいと考

えています。 

○金兵智則委員 本当に始まったばかりの制度な

のかなというふうに思いますので、今後、研究を

進めていただければというふうに思っておりま

す。 

 次に、高齢者生活支援事業についてお伺いいた

します。 

 まず、高齢者除雪融雪サービス事業についてお

伺いをいたします。 

今年度の予算が575万円と前年より大きく予算

額がふえておりましたけれども、来年度は432万

円と減少しておりますが、その理由について、ま

ずお伺いしたいというふうに思います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 高齢者除雪サービス事

業でありますけれども、現行の体制といたしまし

ては、非課税者を対象としたシルバー人材セン

ターによる実施、課税世帯を対象とした建設業者

による実施、もう一つは、地域コミュニティーを

目的とした町内会による実施で除雪サービスを提

供しております。 

 今回、介護日常生活支援総合事業の再編に伴い

まして、この地域コミュニティーを目的とした町

内会でやっている除雪サービスにつきまして、介

護保険特別会計の地域支援事業における一般介護
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予防事業、地域活動予防活動支援事業のほうに移

行させていただいたため、予算が減少しておりま

す。 

○金兵智則委員 介護特会のもとの分割というよ

うな言い方になればいいのでしょうか。それを見

せていただきますと、介護特別会計と合算して大

体526万円の予算ということになるのかなと、私

の足し算が間違っていなければですが、になるの

かなと思います。状況だと課税世帯の登録件数が

初の100件を超えるということで、多く使われて

いる事業なのかなというふうに思いますが、それ

でも今年度の予算より若干の減額となっている、

この辺の要因というのは何かあるのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 今年度につきまして

は、降雪が少なかったことが要因というふうに考

えております。 

○金兵智則委員 降雪が少なかったからという理

由だということで、理解をさせていただきたいと

いうふうに思います。 

 次に、高齢者生活総合支援事業についてお伺い

いたします。 

先ほども質問がありましたので、現況について

は3,167名に交付96％がバス、タクシー、そのほ

かが４％だということはお示しをいただきまし

た。 

１点お伺いさせていただきたいというふうに思

いますけれども、この事業、名前は変わりました

が、高齢者の外出支援という目的が主にあった事

業だったというふうに理解をしております。 

 それを踏まえて、使用を拡大したというような

状況もありましたけども、今の現況を担当課とし

てはどのように捉えているのかお伺いしたいとい

うふうに思います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 高齢者生活総合支援事

業の実績については、先ほど御説明申し上げまし

たので、現行を踏まえてというふうな御質問であ

りますけれども、最終的にどの程度の利用状況に

なるのか、現在段階では把握はしておりませんけ

れども、交通費以外の学習機会の確保、健康増進

生活支援、こういった区分において、金額で53万

円ぐらいの実績があるため、２年目以降これが

徐々に浸透して、いろいろな場面で使われるとい

うようなことを期待していきたいというふうに考

えております。 

○金兵智則委員 ということは、せっかく広く門

戸を開いたので、広く活用していただきたいとい

うようなお考えなのかなというふうに、今の御答

弁でそう捉えさせていただきますけれども、昨日

も私、質問させていただきましたが、免許返納の

関係で、これから交通的な弱者というのでしょう

か、公共交通の利用が活発化してくるという流れ

になるのかなというふうに思います。 

 昨年度、本年度の予算に当たっては、この対象

者が狭められたというような流れの中で進んでき

たというところも理解させていただきますけれど

も、今後、私の周りでもこの券のことをやっぱり

バス、タクシー券と呼ぶのです。それが浸透して

しまっているからなのか、それに主に使うからな

のかはちょっとわからないところでありますが、

そういった流れの中で、交通という部分でやっぱ

り今後も使われてくるであろうということは、私

はそういう方向性でいくのかなというふうに思っ

ております。 

そういうふうになるのであれば、広く活用して

いただくという方策ももちろん必要なのかもしれ

ませんが、ここの部分で高齢者の外出といった観

点から、その対象者の方をまた広げていくという

ことも考えていく必要があるのかなというふうに

思いますが、その辺についての見解をお伺いした

いというふうに思います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 高齢者の足の確保とい

うのは、大変重要な課題であると思いますので、

その部分については関係部署と協議をしながら検

討していきたいというふうに考えております。 

まだ利用範囲を拡大して、１年目というような

ことで、なかなか見えない部分等もありますの

で、今後、さらなる利用範囲の拡大も視野に入れ

ながら、平成29年度以降の利用状況を注視してま

いりたいというふうに考えています。 

○金兵智則委員 まずは様子を見ていくことなの

かなというふうに思いますし、足という部分に関

しては介護福祉課がメーンというよりは、横の連

携で、市全体で考える話だというふうに思います

ので、その辺は理解をさせていただきたいという

ふうに思います。 

 次に、介護人材確保事業についてお伺いいたし

ます。 

 この事業は、介護分野の人材不足に対応するた

めに、今年度から新たに始まった事業で、来年度

の予算額は本年度と同じ66万2,000円ということ



 

－ 80 － 

になっておりますが、たしか本年度は、介護人材

の確保を目的とした検討会の開催と人材育成に取

り組む事業者への支援、さらに潜在的有資格者の

再就職を促進するといった内容だったと思いま

す。 

 人材確保を目的とした検討会では、アンケート

調査を行うというようなこともおっしゃられてお

りましたけれども、それらを含めて今年度の事業

の成果、大まかで構いませんので、お示しいただ

きたいというふうに思います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 介護人材確保事業につ

いてでありますけれども、平成28年度におけるヘ

ルパー初任者研修受講費用につきましては、これ

から支出するものも含めて３事業所、５人を対象

に、20万2,000円の助成となっております。 

介護人材確保検討会につきましては、地域包括

支援センターを含め16名の構成で３回開催してお

ります。 

アンケート調査につきましては、第７期の計画

に向けてこれから実施することとしておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

 新年度につきましては、ヘルパー初任者研修受

講費用の一部助成、介護人材確保検討会の継続開

催、それと、残念ながら、福祉バンクと連携した

潜在的有資格者の掘り起こし対策というものが網

走市内の登録がなかったものですから、なかなか

この辺はうまくいかなかったというようなことが

あるのですが、新年度につきましては、ハロー

ワークと福祉人材バンクと連携をして、ここはも

う一度、再度、取り組みたいというふうに考えて

おります。 

 新年度の新規事業といたしましては、ケアマネ

ジャー連絡協議会と連携した介護職員交流会、こ

れは、離職防止、定着促進、こういったことを目

的とした交流会を実施するとともに、市内の高

校、南ヶ丘高校、桂陽高校、あと女満別高校、こ

ういったところに進路教諭との連携により高校生

の福祉系大学や専門学校への進路状況の把握、こ

れを進めたいというふうに考えております。 

 市内の事業所によると、学校にすら生徒さんが

いないような状況がございますので、何としても

この介護人材の確保、どこの事業所も苦慮してい

る状況が見受けられるので、引き続き、取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。 

○金兵智則委員 今年度の事業の成果と、来年度

の事業の内容ということをあわせて御答弁いただ

いたというふうに思いますので、理解をさせてい

ただきたいなというふうに思いますけれども、人

材確保に向けては、処遇改善加算というのが足り

なければ低く算定されるという現状もありますの

で、その対応の一つとしても重要になってくるの

かなというふうに思いますので、まずは、きちっ

とした取り組みを進めていただきたいというふう

に思います。 

 次に、不育症対策についてお伺いします。 

昨年度から不妊治療の助成が拡大されましたけ

れども、まだまだ十分とは言えない状況ではあり

ますが、それでも少しでも前に進んだということ

がうれしい限りでございます。 

 しかしながら、私自身ももう何度もいろんな場

面でお話をさせていただいている不育症について

は、認知度が本当に低い現状が変わっていないの

ではないかなというふうに認識しております。 

 網走市もホームページで周知を行っていただけ

るようになりましたし、地方創生総合戦略の中で

も周知に努めるということで明記もされておりま

す。それでも周知が余り進んでないと感じられま

すので、今までよりも一歩進んだ周知活動という

のをお願いしたいというふうに思いますが、その

辺の見解についてお伺いしたいというふうに思い

ます。 

○笹尾里美健康管理課参事 不育症に関する市と

しての周知でございますが、委員おっしゃるとお

り、ホームページへの掲載とその中で連絡先です

とかＱ＆Ａですとか、健康相談の臨時相談があっ

た部分については相談しているという状況で、広

く周知にはまだ十分ではなかったというふうに認

識しております。 

 今後につきましては、確かに委員おっしゃるよ

うに、不妊症に比べて認知度が低いと思われる不

育症に関して、広報等でほかの媒体も通して広く

周知に努めてまいりたいと考えております。 

○金兵智則委員 積極的な取り組みを行っていた

だきたいというふうに思います。知らない人が多

いというのが厳しい状況なのかなというふうに思

います。 

 不育症は御存じのとおり、適切な治療すると８

割方が無事に出産できるようになるというふうに

言われております。しかしながら、不育症と診断

されても高額な治療のために治療を諦めてしまう
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方々が多くいらっしゃるというのも現実だそうで

あります。 

 不育症の方が適切な治療ケアが受けられず年齢

を重ね、不妊症になってしまうこともあり、早期

の治療につなげることが本当に大切で、そのため

には、やはり公費による助成というものが必要で

あるというふうに考えます。 

 来年度より北海道や札幌市でも助成が行われる

ことになりましたし、道内の市町村でも不育症治

療の助成を行うところが、徐々にではありますが

出てまいりました。網走市としても対応を考える

時期に来ているというふうに思いますが、見解を

伺いたいというふうに思います。 

○笹尾里美健康管理課参事 委員おっしゃるとお

り、不妊症に悩んでおられたり、検査や治療に経

済的な負担があるということは十分承知しており

ます。 

 道内でも、石狩市などで治療を行ったり、29年

度北海道札幌市でも不育症治療への助成を行うと

いうところがありますので、市としていたしまし

ても、各道の状況とか各市の状況を見据えながら

研究してまいりたいと考えております。 

○金兵智則委員 必要な方が使えるというような

体制、必要な方が必要な治療を受けられるという

体制に向けて研究を進めていっていただきたいと

いうふうにお願いをして、次の質問に移ります。 

 次に、インフルエンザ予防接種事業でありま

す。 

 今期も大変猛威を振るったインフルエンザであ

ります。私自身もしっかりと流れに乗ってしまい

ましたけれども、しっかり予防接種はしておりま

した。やはり、しないときと比べれば、そんなに

重くなかったのかなというふうに感じるところで

ありますので、しっかりと重症化を防ぐという役

割を果たしたのかなというふうに認識しておりま

すし、今後もこの事業は継続していくことが望ま

しいと思うところであります。 

 まず初めに、今年度の接種率の状況、わかる範

囲で構いませんので、お示しいただきたいという

ふうに思います。 

○笹尾里美健康管理課参事 インフルエンザ予防

接種の接種状況なのですけども、高齢者インフル

エンザの接種状況ですが、１月末現在で、対象者

１万1,098人中5,409人の方が接種を受けられてお

りまして48.7％の接種率となっております。あわ

せまして、こどもインフルエンザの予防接種につ

きましては、今年度68.8％となっております。 

○金兵智則委員 来年度のインフルエンザの予算

を見せていただきますと、高齢者のほうが若干ふ

えて、子供のほうは若干減った、これは人数によ

るものなのかなというふうに思いますけれども、

それで間違いなかったのかというのと、予算で接

種率というのはどのように設定されていたのか、

改めてお伺いしたいというふうに思います。 

○笹尾里美健康管理課参事 まず、予算の件なの

ですけれども、高齢者については対象者の増加と

いうことで、予算が多く増加されております。こ

どもインフルエンザにつきましては、委員おっ

しゃるとおり、対象の人数が子供の数の減少とい

うことで、減っているということで額の減少と

なっております。 

 接種見込みに対しては、高齢者インフルエンザ

は50％、こどもインフルエンザについては、当初

より75％を目指すということで見込んでおりま

す。 

○金兵智則委員 理解をさせていただきます。 

少子高齢化ということで、高齢者が増加して子

供が減っていると、インフルエンザの予防接種で

もそのようになっているということを理解させて

いただきますし、接種の想定も以前から変わられ

ていないのかなということを認識させていただき

たいというふうに思いますけども、こどもインフ

ルエンザ予防接種につきましては、今期も小中学

校でインフルエンザによる学級閉鎖、学年閉鎖が

相次ぎました。昨年も大流行し、学級、学年閉鎖

の状況が見受けられ、そのときの接種率が確か

67.5％、予算委員会での答弁ですけども、だった

と思います。 

この事業、来年度がたしか４年目ということに

なるのではないかなというふうに思いますが、た

しか１年目は接種率が70％を超えていて、他地域

と比べても罹患状況が抑えられたというふうに私

自身は記憶しているところでありますが、これも

何度も言わせていただいておりますが、以前厚生

病院にいらした小児科の先生がデータを追ってい

たときに、70％の接種率が一つのボーダーライン

だということで、その70％を超えると罹患率が抑

えられるというようなデータを、個人的なデータ

でしたけれども、おっしゃられておりました。 

 これまでの網走市の状況、去年、ことしと大流
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行というところもありましたので、この接種率

70％のボーダーラインというのは正しいのかなと

いう認識するところでありますが、ぜひとも予算

では75％ということになっていますが、接種率

70％というところを目指して取り組みを行ってい

ただきたいというふうに思いますけれども、見解

を伺います。 

○笹尾里美健康管理課参事 こどもインフルエン

ザの予防接種の件でございますが、確かに68.8％

ということで70％に満たない状況にございます。 

 今年度、昨年度も同様だったのですけども、11

月末の時点で、中学生の接種率がややほかの年代

よりも、この全体もそうなのですけど、少ないと

いう現状がありましたので、12月に学校の協力を

得まして、学校から生徒さんにインフルエンザに

関する予防接種のチラシを配付させていただきま

した。そのことで去年54.1％だったのですが、わ

ずかながら55.7％まで上がったという現状を踏ま

えまして、来年度、学校とか集団とかの御協力を

得まして周知に努め、接種率の向上に努めていき

たいと考えております。 

○金兵智則委員 中学生が低かったので取り組み

を行った結果、上がってきていると。予算委員会

での答弁でも67.5％、例えば68.8％ということで

成果はあらわれてきているのかなというふうに思

いますので、積極的な取り組みを継続していただ

きたいというふうに思います。 

 最後に、キッズ健診について伺います。 

 釧路市で、本年度小学５年生、６年生を対象

に、生活習慣病予防健診、キッズ健診という名前

をつけておりましたが、初めて行ったそうであり

ます。 

 その結果、受診した77名のうち、70.1％が将来

糖尿病や動脈硬化などを発症する危険性があると

いうふうに判定されたそうであります。あわせて

行った生活状況聞き取り調査でも、夜更かしや間

食の多い傾向が明らかになったそうであります。 

 この取り組みに対する市としての認識、どのよ

うにお考えなのか、お伺いしたいというふうに思

います。 

○笹尾里美健康管理課参事 キッズ健診というこ

とで、釧路市の状況を聞かせていただきました。 

生活習慣病は、やはり子供のころからの食事や

運動などの生活習慣も影響してくるものと認識し

ております。 

 生活習慣病の予防は若い世代から必要と考えま

すが、子供の状況など関係各課と情報共有しなが

らというふうに、現段階では網走市として考えて

おります。 

○金兵智則委員 まず、教育委員会と連携という

のも必要になってくるのかなというふうに思いま

す。 

 網走の教育委員会では、生活チェックシート、

生活状況の調査をするための取り組みはもうされ

ているというふうに思いましたので、それと抱き

合わせてやったら効果が出るというふうに思いま

すので、子供のころから健康を意識してもらえる

ような取り組みを行っていただきたいというふう

に思いますので、今後、関係各位と協力と連携を

とるような研究をしていただくということを要望

しまして、私の質問を終わりたいというふうに思

います。 

○井戸達也委員長 次、松浦委員。 

○松浦敏司委員 それでは質問させていただきま

す。 

一つは、一般ごみ収集事業について、先ほど渡

部委員からも質問があったところでありますが、

いよいよことし４月１日から新しい分別方法で回

収されることになりました。 

 その前段として２月から練習期間ということで

位置づけて、これまで１カ月半が経過しておりま

す。その中で、当然まだ市民はなれていないとい

うこともあって、さまざまな混乱もあるのではな

いかというふうに思いますが、この間の状況につ

いて、まず伺いたいと思います。 

○梅津義則生活環境課長 ２月から取り組んでお

ります新しいごみの分別についてでございます

が、まず収集量でございますが、２月の１カ月間

の収集量といたしましては、生ごみの収集量が約

135トン、おむつの収集量が約30トン、容器包装

プラスチックの収集量が67トン、埋め立てごみの

収集量が91トンとなっておりまして、合計で約

323トンというごみの排出量になっております。 

 なお、平成28年２月の昨年同時期のごみの排出

量が、約405トンということになってございまし

て、昨年度と比べますと２割ほど排出量が減少し

ているというところでございます。これは、生ご

みの水切り等、分別によることにより重量が減少

しているものと考えているところでございます。 

 問題点といたしましては、不適正な排出のごみ
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の対応等もありまして、生ごみの収集時間が通常

の収集時間よりもかなり遅くなっているという点

が１番大きな点、問題ということになっておりま

すが、今後、効率的な回収ルートですとか収集体

制を構築いたしまして、週初めのごみが特に多い

というようなこともあるのですが、そういった時

期に増車をするとかなどの対応をとりまして、適

正な車両を配置していければというふうに考えて

おります。 

○松浦敏司委員 市民も当然なれていないし、回

収業者もなれていないというようなことも当然あ

りますし、そういう意味では、一定時間やはり必

要なのだろうというふうに思います。 

 そういう意味では今、こういった形でまた不適

正なといいますか、本来あるべき姿ではない状況

の中で事態が起きているわけですけれども、これ

は当然私なんかが見ても、一定数は当然出るとい

うふうに想定はしているのですが、その辺は原課

としては、想定の範囲内でこういった事態が起き

ているというふうに考えているのでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 ある程度は想定をして

おりました。それで、２月当初につきましては、

新分別の認知度も低いだろうというような予想も

持っておりましたので、分別指導もそんなに積極

的には行っていなかったというようなこともござ

いますが、中旬から下旬にかけて、少しずつ適正

な分別になっていないものは置いていくといった

ような対応をとっているところでございます。 

○松浦敏司委員 先ほど渡部委員も言っておりま

したけれども、私も文教民生委員会の視察に同行

させていただいて、生ごみの堆肥化施設を視察し

てまいりました。 

 やはり私なんかは、生ごみにこんなものが入っ

ているのかということで、驚くようなほど大量に

違ったものが入っていたと。でも、説明された施

設の方によると、その量は、どんどん日に日に減

少しているというようなことで、適正な方向に向

かっているのだろうなというふうな印象も受けま

したし、施設そのものが非常に近代的といいます

か、技術も相当なものだなというふうに印象を

持ったところです。 

 次に、生ごみについてはそんなふうな状況があ

るのですけども、例えば廃プラとか紙おむつと

いった分別の部分について、この辺では生ごみ同

様に相当、不適正なものが混入しているというふ

うな状況にあるのでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 容器包装プラスチック

と使用済みの紙おむつ類でございますが、やはり

生ごみ同様に、練習期間の初めの時期につきまし

ては、非常に分別がされていない、ほとんど分別

がされていないというものもかなり見受けられま

したが、こちらのほうも適正な排出への対応を

徐々に厳しくしてきておりまして、その認知度は

だんだん変わってきているものというふうに考え

ております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

練習期間でありますが、練習とはいっても、ま

さに本番に向けて半月しかありませんし、やはり

４月１日からはできるだけ不適正なものが入って

いないということが望まれるとは思います。た

だ、一定期間どうしてもかかるのだろうなという

ふうにも思うところです。 

 今、朝早くから大体３名程度で町内のごみス

テーションなんかを訪問しているというのを私も

何度か見たことがあるのですが、どんなような体

制で見回りといいますか、パトロールをしている

のでしょうか。もし、今答えられれば伺いたいと

思います。 

○梅津義則生活環境課長 現在のパトロールの体

制ですが、常勤のパトロール２名プラス、シル

バー人材センター２名を３月中は充てて、パト

ロール業務に当たっていただいているところなの

ですが、新しい分別が始まった２月からは、今年

度に関しましてはシルバー人材センターから６人

の職員の方に来ていただきまして、まずはごみス

テーションの看板のつけかえ作業を中心にやって

いただいたところですが、その辺が一通り今終

わったところですので、不適正排出のごみの指導

ということで、今現在は、通常の２名のパトロー

ルプラス６名のシルバー人材センターのパトロー

ルということで扱っていただいております。 

○松浦敏司委員 理解いたしました。 

次に、事業系のごみの取り組みについて伺いた

いと思います。 

家庭系の説明会は昨年からことしにかけて相当

数、100回を超える説明会をやったというふうに

も聞いておりますが、回収業者への説明はどのよ

うな方法で何回行ってきたのか伺います。 

○梅津義則生活環境課長 市内に許可業者という

のが５社ございます。その許可業者５社には、代
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表の方に集まっていただきまして、12月中に一度

新たな分別の説明をしております。その後、パン

フレット等をつくりまして、２月中に事業者向け

のガイドブックをつくりまして、そのガイドブッ

クをもとに許可業者に説明をしております。 

 そこでわからなかった点は、再度、わからない

点を持ち寄っていただきまして、先日、３月の上

旬に一度、本当にわからない点だけを持ち寄って

いただいて、合同の説明会を開催したところでご

ざいます。 

○松浦敏司委員 それぞれ事業系のところにはこ

ういったパンフレットが配られてきました。我が

家にも３月の上旬に届きました。これはこれでい

いわけですけれども、ただやはり、その職員に

よってもいろいろな理解度があるのだろうと思う

のだけれども、なかなかうまく説明できない職員

もいたりして、質問に答えられないような状況も

あったりもするようです。 

そういう意味では、やはりまだまだ事業者への

説明といいますか、回収業者への周知徹底という

のをもっと力を入れないと、事業系のごみの回収

がうまくいかないというようなことになってはま

ずいなというふうに思うので、あえて質問したわ

けですけれども、回収事業者に対する説明という

のは、今後、状況によっては必要でないかという

ふうに私なんかは思うのですが、その辺どのよう

にお考えですか。 

○梅津義則生活環境課長 許可業者さんに関しま

しては、やはり事業系ごみを回収している最前線

にいる方たちですので、やはり正しく説明をして

いただかないと、よくないという認識は私も思っ

ております 

 特にわかりづらいのはプラスチックの部分でし

て、家庭から出るプラスチックと事業所から出る

プラスチックで多少その取り扱いが違うといった

点もありまして、その辺が従業員によって温度差

があったりとか、そういった説明に違いがあった

りとかということが出てくるのかもしれないの

で、その辺、再度聞き取りをいたしまして、そう

いった説明員によって差の生じることないよう

に、再度、説明をしていきたいというふうに思っ

ております。 

○松浦敏司委員 事業系ですから一般家庭とは違

うし、ただその事業によっては、一般家庭と似た

ような当然廃プラが出たりするわけです。 

 だから、その辺がしっかりと事業者に説明でき

るようにしておかないと、これはどっちになるの

ですかと聞かれたときに説明できるようにしなけ

ればならないというふうに思います。 

 我が家でいえば、事業者であるけれども廃プラ

が相当出るという事業者の一つでもあるものです

から、その辺に気がついたので指摘したところで

す。 

次に、４月１日まで、まさにあと半月というふ

うになりました。 

 いつも一般ごみのこういった制度が変わる、そ

ういったときに起きるのが不法投棄だと思うので

す。これについて、どんなふうな取り組みを今後

考えているのか、最後に伺いたいと思います。 

○梅津義則生活環境課長 やはり不法投棄ですと

かポイ捨てというのは、新しい分別が始まったこ

とによってふえるということは、我々も予想して

いる部分ではありますので、そういった点につい

ては、今後パトロール業務の強化及び監視カメラ

の設置ですとか、そういったあらゆる手を使って

そういった不法行為は許さないというような姿勢

で取り組んでいきたいというふうに思っておりま

す。 

○松浦敏司委員 ぜひ、この点はしっかりやって

ほしいし、不法投棄がふえると回収するのが大変

だというふうなことも聞いていますので、その

辺、しっかり取り組んでほしいと思います。 

次に移ります。 

 がん検診についてであります。 

 予算は昨年とほぼ横ばいの状況だというふうに

思います。そこで、ここ数年の間のがん検診の受

診というのは、どのようになっているのか伺いた

いと思います。 

○笹尾里美健康管理課参事 受診数ですが、今年

度は平成29年２月現在、胃がん検診が1,501人、

肺がん検診が胸部とヘリカルのＣＴを合わせて

1,872人、大腸がん検診が1,909人、子宮がん検診

が608人、乳がん検診が595人という受診状況に

なっております。 

○松浦敏司委員 これは平成28年度ですね。それ

で、その数年前とか、その辺の数字と比べて28年

度はどんなふうな状況なのか伺いたいと思いま

す。 

○笹尾里美健康管理課参事 胃がん検診は、平成

26年1,626人、平成27年1,703人と減少しておりま
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す。肺がん検診につきましては、平成26年度が

2,297名、ヘリカルＣＴを含めての人数となって

おります。27年が2,102人の受診で減少している

というところは胃がん同様の形になっておりま

す。大腸がん検診は26年が2,078人、27年が2,260

人で減少しておりますが、大腸がん検診につきま

しては27年度まで大腸がんの無料クーポンの事業

をやっておりまして、28年度今年度よりクーポン

事業が終了したことによりまして、受診数が大幅

に減少という結果になったかと考えております。 

○松浦敏司委員 人口が若干減っているにして

も、それにしてもちょっと減っているのには間違

いないというふうに思うのですが、この受診の受

診率についてどのような評価をしているのか伺い

ます。 

○笹尾里美健康管理課参事 検診につきまして

は、ミニドック検診で年間14日間行っておりまし

て、周知にも広報とか個人通知ですとか、全戸配

付のチラシという形で行っているのですが、なか

なか受診増が見込めないという状況で、厳しい状

況と認識しております。 

○松浦敏司委員 先ほど大腸がんについては、

クーポンの話がありましたけれども、そういう意

味では、やはり市民に何らかの形で受診を促す、

そういった取り組みが必要なのかなと。このまま

の現状であれば、平成29年度もひょっとすると下

がるかもしれないというふうなこともあるので、

その辺はぜひ新たな市民へのアピールといいます

か、その辺が必要になってくるのではないかとい

うふうに思うのですが、その辺伺いたいと思いま

す。 

○笹尾里美健康管理課参事 市民への周知なので

すけれども、検診をやってまいりまして毎年10人

ぐらいのがんが発見されております。それで、発

見されたがんをここ２年半ほどの統計をとります

と、８割方早期のがんというところの結果が出て

おります。 

 そういう情報などを広報等で周知してまいりま

して、早期にがんを発見する時点ですとか、有効

性を周知していくということとともに、今年度か

ら健康マイレージも始まりましたので、その周知

もあわせてより効果的な周知に努めてまいりたい

と考えております。 

○松浦敏司委員 そうですね、やっぱり自分が受

診して、その結果、あなたは再検査ですよ、それ

から医者に行ってもう一度検査してくださいと、

その結果として、早期にがんが発見されたという

ふうなことが市民的に伝われば、やはり自分もそ

ろそろ年齢的に検査しなければならないなという

ふうに判断するのだというふうに思うのです。そ

の点ではぜひ、もっと力を入れてやってほしいな

というふうに思うのです。 

 それで、早期がんが発見されたということがあ

るのですけれども、この間、結果としてがんと診

断されて入院治療を受けた市民というのはどのぐ

らいいるのか、もし、わかれば伺いたいと思いま

す。 

○笹尾里美健康管理課参事 １番直近の年度で、

26年度が全ての方の情報がわかるのですけれど

も、胃がん検診ですと1,626人お受けいただきま

して、そのうち精密検査になった方が127名い

らっしゃいまして、うちがん発見が３人という形

で、同様に肺がんの胸部の写真の方が２人、ヘリ

カルＣＴが１人、大腸がんが１人、乳がんが４

人、前立腺がんが３人ということで、26年度は14

名の方のがんが発見されている状況です。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、このがん検

診というのは非常に大事な事業だというふうに思

います。 

 ぜひ、多くの市民が受けられるようにしてほし

いなというふうに思うのですが、今現在、この検

診というのは、基本的に国保加入の人を対象とい

うことで捉えてよろしいのでしょうか。 

○笹尾里美健康管理課参事 がん検診の対象につ

きましては、国保加入者だけではなく、後期高齢

者健診の75歳以上の方も対象であります。それ

と、会社等で健診がないところの勤めの方とその

配偶者の方ということで、市民全体を対象にして

いるという事業でございます。 

○松浦敏司委員 そうすると、例えば、国保の関

係で見ると、今現在9,430人国保に加入している

被保険者がいるのですが、およそ今2,000人くら

い検診を受けているというふうになると、ここだ

けで見れば約21％の受診率ということになると思

うのです。それプラス後期高齢とか会社でそうい

う制度がないところはということであれば、これ

より若干ふえるだろうと思うのですが、それにし

てももっと高くなる必要があると思うのです。 

 そういう意味で、全ての、がん検診ですから、

一定の年齢以上になるとは思うのですけれども、
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女性であれば子宮がんとかなら年齢が早い層があ

ると思うのですけども、そういった形で、もっと

受診率を上げる努力、研究をしてほしいと思うの

ですが、その辺で、考え方を伺います。 

○笹尾里美健康管理課参事 受診率を上げるとい

うことで、例えば子宮がん検診ですと、１人で来

るのはなかなか勇気がいるということで、乳幼児

健診にいらしたおりとか教室にいらしたおりに、

誘っていただいたり声をかけていただいたりとい

うような、そういう形でお友達同士というか知り

合い同士が受けられるような機会とか、声かけす

る機会にぜひ受診を進めるような方法もとってい

きたいというふうには考えております。 

○松浦敏司委員 ぜひ、その辺での取り組みを求

めていきたいというふうに思います。 

○井戸達也委員長 松浦委員の質疑の途中です

が、ここで暫時休憩いたします。 

午後２時07分 休憩 

───────────────────────── 

午後２時17分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 松浦委員の質疑を続行します。 

 松浦委員。 

○松浦敏司委員 次に、寝たきり高齢者等移送

サービスについて質問する予定でしたが、渡部委

員が行ったのでこれはカットします。 

 次に、居宅介護給付事業についてであります。 

 まず、この事業内容について伺います。 

○酒井博明社会福祉課長 居宅介護サービスは、

ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排せ

つ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、

生活等に関する相談や助言など、生活全般にわた

る援助を行っております。 

障がいのある方の地域での生活を支えるために

基本となるサービスでございまして、入浴や排せ

つ、食事等の介助を行う身体介護、調理や洗濯、

掃除や生活必需品の買い物などを行う家事援助、

通院や公的機関での手続などの際の介助を行う通

院等介助などを行っております。 

○松浦敏司委員 本当に大変な仕事だと私はつく

づく思っているのですね。そういう中で、ヘル

パーさんたちの大変さを理解しながら質問してい

きたいと思うのですが、今年度、事業費が減額に

なっているのですが、その辺の理由について伺い

ます。 

○酒井博明社会福祉課長 予算減の理由といたし

ましては、利用者がお亡くなりになった、それか

ら、介護保険への移行、施設等への入所によりま

して、利用人員が減少していることが挙げられま

す。この結果から、29年度の予算が減額となりま

した。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、重症化して

在宅ではいられないというようなことがあって、

例えば、介護施設に入るとかということになって

いるのだろうと、亡くなるのは、これはとめられ

るものではありませんから、やむを得ないという

ふうに思うのですが、これは今後、高齢者はどん

どんふえていくわけだし、障がい者も含めてふえ

る可能性もあるわけですけれども、今後の利用者

の推移は、大体今年度ぐらいの利用を見込んでい

るのでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 ここ数年のまず利用状

況でございますけれども、平成25年度は実利用者

が96名、延べ利用で1,303名、時間であらわしま

すと２万1,480時間、26年度は実利用者が94名、

延べ利用者は1,288名、時間が１万8,828時間、平

成27年度は94名、延べ利用1,210名、時間が１万

5,830時間、平成28年度は今時点の集計でござい

ますけれども、実利用者が 82名、延べ利用が

1,122名、時間が１万3,985時間となりまして、

年々減少する傾向にございです。ですので、今後

の予測ということにもなりますけども、この流れ

からいくと、また減少するという可能性はあるも

のだというふうに考えています。 

○松浦敏司委員 理解いたしました。 

それで、今現在、利用者は平成28年でいえば、

八十何名でしたか、年齢層というのはどのぐらい

の人たち、もしわかれば大まかでいいのですが。 

○酒井博明社会福祉課長 年代ごとの利用者数で

ございますけれども、平成29年１月の支給決定者

で申し上げますと、70歳以上が８名、60歳台14

名、50歳台22名、40歳台16名、30歳台９名、20歳

台９名、18歳未満10名、合計88名という状況でご

ざいまして、ただ、この８月というのは支給決定

しているけれども利用していない人数も含めます

ので、先ほど28年度82名と申し上げましたけれど

も、その分で若干の差異は出ております。 

○松浦敏司委員 いずれにしても、若い層から70

歳以上の層まで一定数いるということがわかりま
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した。 

 それで、この事業は補助事業というふうになっ

ておりますけれども、その補助事業の負担割合と

いうのはどんなふうになっていますか。 

○酒井博明社会福祉課長 この負担割合は、事業

費のうちの半分が国費、残り半分のうちの２分の

１が道費、残りが市費でございますので、市費は

全体の４分の１ということになります。 

○松浦敏司委員 非常に大事な事業だというふう

に思います。この事業というのは、例えばヘル

パーの派遣などについては、どういう体制でやり

くりしているのか最後に伺いたいと思います。 

○酒井博明社会福祉課長 このサービスの提供事

業者は、市内で全部で10事業者ございます。その

うち五つが介護保険のサービスもあわせて実施し

ている事業者でございます。 

ヘルパーの派遣体制につきましては、障がい支

援区分によりまして、利用できる総体の時間数の

上限があるのですけれども、その中で利用規模の

支援内容等を勘案し、事業者、それから利用者と

協議しまして、派遣時間や回数などの調整を行い

ながらサービスを提供しております。 

○近藤憲治委員 わかりました。 

ヘルパーは相当きつい仕事なので心配ではある

のですけれども、しっかりと市としてもサポート

していってほしいなというふうに思います。 

 次に、就労継続支援給付事業についてでありま

す。 

 これについても、事業内容についてまず伺いま

す。 

○岩原敏男福祉部長 この事業の内容でございま

すが、就労継続支援のＡ型とＢ型と大きく分かれ

ますけれども、Ａ型のほうは企業等に就労するこ

とが困難な障がいの方に対しまして、雇用契約に

基づく生産活動の機会の提供、知識及び能力の向

上のために必要な訓練などを行っております。こ

のサービスを通じて、一般就労に必要な知識や能

力が高まった方は、最終的に一般就労への移行を

目指しております。 

 次に、就労支援Ｂ型は、通常の事業所に雇用さ

れることが困難な就労経験のある障がいのある方

に対しまして、生産活動などの機会の提供、知識

及び能力の向上のために必要な訓練を行うサービ

スでございまして、このサービスを通じて生産活

動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就

労継続支援のＡ、あるいは、一般就労への移行を

目指しているという事業でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

それで、今年度については、新年度の予算では

事業費が増加になっておりますが、増加になった

要因について伺います。 

○酒井博明社会福祉課長 平成29年度予算が対前

年比で増加した理由は、前年度の途中から市内に

新たな事業所が設立されまして、この事業所の利

用者が20名を越える状態となりまして、総体の利

用者がふえましたことから、この状況を勘案した

予算計上を行ったものでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 先ほど永本委員の質問の中で、Ａ型がなくなっ

たということでありますけれども、非常に私も残

念だというふうに思います。 

 この間のやりとりの中で、どうしても行政側

も、こういった施設をぜひつくってほしいとかと

いう要請をしたり、それを受けてやったりすると

いうことが起きて事業を起こすわけですけれど

も、しかし結果として、こういう撤退せざるを得

なかったということは非常に残念だし、ここにつ

いて事前にどういう運営状況だったかということ

は、これは行政としてはつかめなかったのでしょ

うか。 

○酒井博明社会福祉課長 事業所の経営内容とい

うことになりますので、余り細かなことを申し上

げるというのはちょっと難しいのですけれども、

オーナーと情報交換する中では、だんだん厳しく

なっているというようなお話を何度かちょうだい

したことはございます。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、やはり行政

としてもできるだけ情報をつかんで、そういった

相談に気軽に乗れるような形、あるいは市として

支援できることがあれば、支援するというような

ことも必要なのだろうというふうに思います。ま

さにＡ型の果たす役割からいっても、そういった

ことも必要ではないかというふうに思いますの

で、その辺を指摘させていただきます。 

 次に移ります。 

 子供居場所づくりについてであります。 

これも前段、他の委員からも質問あったところ

でありますが、この子供の居場所というのは、専

門家も子供の居場所がないというふうに指摘して

おります。この事業をやるに当たって、どういう
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子供たちを対象としてこの事業をするのか、その

辺、伺いたいと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 居場所づくりの対象

ということでございますけれども、主には小中学

生を中心として児童館的な機能を持っていただく

ということで考えております。 

○松浦敏司委員 そこでちょっと気になったの

は、その居場所ということなのですけれども、具

体的に私の想像するに、児童館だとかそういった

ことは想像できるのだけれども、その辺の具体的

にどういった場所を想定しているのか伺います。 

○清杉利明子育て支援課長 この事業の助成対象

としては、地域の団体等が行うものというふうに

考えておりまして、コミュニティーセンターです

とか、あとは地域の会館ですとか、そういうとこ

ろを活用していただいて、事業を行っていただこ

うというふうに考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

それで、居場所づくりとあるのですけども、子

供の居場所がないというのは、実は単純なもので

もないのですよね。いろいろな条件、例えば、よ

くあるのは、両親が共稼ぎだとかひとり親世帯だ

とかというのはあるのだけれども、もう一つ、重

要なこととしてあるのは、いじめの問題で学校に

もいられないという子供がいると、その子供が行

く場所がないというのも、これも居場所がない子

供の対象というふうに思うのです。 

 そういう意味では、コミセンだとか会館だとか

というのは、それはそれで構わないと思うのです

が、その子供によっては対応する大人が、ある意

味、専門性を持った人も必要になってくる場合が

出てくるのではないかというふうに思うのです

が、その辺でのお考えを伺いたいと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 この事業の目的とし

ましては、児童館がない地区、それから、児童館

から遠い地区で、このような居場所づくりのよう

な事業が行われてない地区を優先して、まずはモ

デル的に進めてみようということで考えておりま

して、人の配置につきましては地域の方々が２名

以上見守り等を含めて、いてくださいということ

で条件としておりますけれども、専門性を持った

中で行うとか、そういう部分では特には考えてお

りません。 

○松浦敏司委員 新規の事業ですから、最初から

広範囲にというふうには当然ならないというふう

に思うのですが、今、私が指摘したように、いじ

めで困っている子供も当然いるわけですから、今

後、新年度以降も続けていく事業だというふうに

思いますので、そういう意味では、ぜひ教育委員

会なんかとも連携するようなこともしながら、

やっていく必要があるというふうに私は思うので

すが、今後のこととして課題としてあるのではな

いかと思うのですが、その辺での考えを伺いま

す。 

○清杉利明子育て支援課長 その部分につきまし

ては、不登校対策としましては教育委員会の部署

におきまして、そういう対策等も講じてきており

ますので、そういうところともこの事業を活用し

たいという子がいましたら、教育委員会とも連携

を図りながら、地域の方々で受け入れることが可

能なのかどうかも含めまして、検討の上、連携し

てまいりたいというふうに考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました、そういうことで

お願いしたいと思います。 

 次に、乳幼児世帯生活応援事業ということで、

これも新規の事業であります。 

 ゼロ歳児の子供のいるところには、おむつを

240枚、１歳児は120枚を支給するというふうにあ

りますが、対象となる世帯は何戸あるのか。そし

て、どのような方法で新年度予算の583万円を算

出したのか、その辺を伺いたいと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 まず、この事業の対

象としましては、２歳になるまでの２年間分とし

て20リットル用の指定ごみ袋を240枚、交付する

ものでございますが、対象人数としましては出生

者、それから、ゼロ歳児と１歳児がいる世帯の転

入者を含めまして、300人を予定してございま

す。 

また、その枚数の積算でございますが、１カ月

当たり10枚程度必要だろうということで、それの

24カ月分で240枚としたところでございまして、

ただ、29年度に限りましては、平成29年４月１日

現在で、ゼロ歳児と１歳児がいる世帯に対しまし

ては、１年限りということで、ゼロ歳児がいる世

帯には240枚、１歳児がいる世帯につきましては

120枚を経過措置として交付する予定でございま

す。 

それで、積算の内訳でございますが、通常の

300人分でいきますと240枚掛ける１枚32円でござ

いますので、１人当たり7,680円、240枚の場合で
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すね。それで、300人分としますと年間で230万

4,000円の経費がかかります。29年度につきまし

ては、経過措置分がありますので、それの2.5倍

ということで、ごみ袋の購入費としましては576

万円を計上しております。また、そのほか事務経

費としまして７万円を計上しまして、29年度にお

きましては、583万円を計上しているところでご

ざいます。 

○松浦敏司委員 子育て世代では、少しでも支出

が少なくなるということは重要なことであります

から、乳幼児世帯生活応援ということですから、

応援という意味では大いに結構なことだし、今年

度だけでなく、これからも続けていくものだとい

うふうに思いますので、しっかりとこれは出生率

に直接響くことはないけれども、しかし、その位

置図にはなるかというふうにも思いますので、今

後の取り組みをしっかりしていってほしいという

ことで、最後の質問に移ります。 

こども医療費についてです。 

 昨年８月から基本１割負担で通院についても軽

減するということになりました。非常に子育て世

代から喜ばれております。それで、およそ半年が

経過しましたけれども、医療費の状況というのは

どのようになっているのか伺います。 

○清杉利明子育て支援課長 平成28年８月診療分

から、小学生から中学生までの通院費用を１割負

担に助成の拡充をしたところでございまして、ま

た、高校生等から数えまして、第３子目以降の中

学生までの通院費用を無料化としたところでござ

います。 

 それで、平成28年度におきましては、６カ月分

を計上しておりましたけれども、予算の見込みに

おきましては診療件数で約１万2,000件、事業費

としましては約2,300万円を予定しておりました

けれども、決算見込みにおきましては診療件数で

約8,000件、比率では67％、それから、助成額に

おきましては約1,200万円の見込みでありまし

て、助成額比率では約52％になるものと見込んで

おります。 

○松浦敏司委員 医療費が予定より少なくなると

いうことは、これは結構なことだというふうに思

います。それだけ病院に行く子供が少なかった

と。ただ、病気で行けなかったというのは、これ

は問題があると思うのですが、そういう意味では

いい結果だというふうに思うのですが、ただ、こ

れはあくまでも８月からのことであって、例え

ば、今はやっているインフルエンザなんかあるの

ですけども、このものについては、この数の中に

は入っているのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 見込みの件数としま

しては入っておりますけども、まだ実際こちらの

ほうに、今年度から審査については、支払基金で

すとか国保連のほうに委託をしておりまして、市

のほうに実績として上がってくるのが２カ月後と

いうことで、まだ12月診療分までしかないので、

なかなかインフルエンザの影響が入っているかと

言われますと、一応、多目には見込んではおりま

すけども、現状としては、何とも言えないという

感じでおります。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

いずれにしても、この当初見込みと今現在の到

達の見込みからすれば、この数字は若干変わるだ

ろうというふうなことについては理解しました。 

 昨年度の予算が8,414万8,000円であったのが、

新年度では9,699万 4,000円と約1,280万円増と

なっております。これは、多分、昨年は半年分だ

けれども、今度は１年分だというようなことで、

こういった数字になったと思うのですが、その

辺、改めて伺いたいと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 拡充分におきまして

は、28年度におきましては６カ月分の予算で、29

年度におきましては12カ月分ということで、その

部分で約七、八百万円程度、拡充分の部分でふえ

ておりますことと、先ほども申し上げましたが、

審査を機関のほうに委託した関係で、28年度にお

きましては11カ月分の支払いになるということ

で、その部分で１カ月分の助成額等含めましてふ

えているということで約1,200万円程度、増額と

なっております。 

○松浦敏司委員 理解いたしました。 

 いずれにしても、これは喜ばれている制度で、

私自身は、ぜひこども医療費については無料化を

すべきだということをこれまでも何度か質問をし

てきて、現状では無料化には高校生以下３人の世

帯であれば３人目から無料になるけれども、それ

以外はそうならないということでありますけれど

も、しかしいずれにしても３割負担から１割負担

ですから、これは、全く負担割合の実感は違うわ

けで、多くの子育て世代に喜ばれていると思いま

す。 
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 そこで、これまで無料化を求めていた中で、答

弁なんかでは、どうしてもそうなるとコンビニ受

診がふえるというようなことで、意見、答弁が

あったわけですけれども、昨年の８月から実際に

今の１割負担にすることによって、いわゆる窓口

負担が軽減されたわけですから、そういう中で、

このことによって、例えば医療機関において、患

者がふえて大変だというのは、そういった苦情み

たいなものは医師会などから出ているのでしょう

か。 

○清杉利明子育て支援課長 現在のところは、子

育て支援課、また、健康管理課のほうには小児科

医、また医師会等からは、苦情ですとか意見等に

ついてはきておりません。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

早々コンビニ受診がふえると私も思っていませ

んし、やはり親にとって１番困るのは、給料日前

の子供の病気、それはもう本当に何人かのお母さ

んたちから私も聞きますけれども、それが１番子

育て中、心配だったというふうに言っています。 

 そういう意味では、今回この１割負担で相当軽

減になっているということで、喜ばれているとい

うことで、私自身もこれは大いに評価をする制度

であると思います。欲を言えば、無料化にしてほ

しいというふうには思いますけれども、これは今

後の課題として受けとめていきたいというふうに

思います。 

 以上で終わります。 

○井戸達也委員長 次、川原田委員。 

○川原田英世委員 それでは、私のほうからは、

まず、介護予防生活支援拠点整備事業について質

問させていただきます。 

 まず、この事業は新規ということで、事業の内

容についてお伺いいたします。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 介護予防生活拠点整備

事業についてでありますが、地域要望により、西

コミュニティーセンターにコミュニティーカフェ

を創出するためのロビーの拡張工事の費用になり

ます。 

○川原田英世委員 西コミュニティーセンターの

ロビーにカフェをということで、この事業によっ

てどのような効果を見込んでいるのか、ほかの施

設のこととか、どのような人が集まってどのよう

な効果があると考えているのか、お伺いいたしま

す。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 大曲地区についてであ

りますけれども、高齢者数、要介護認定者数、高

齢者のみの世帯数、全てにおいて網走市の平均値

を上回っている状況にございます。 

 これらを懸念いたしまして、地域から町内会活

動の鈍化や町内会組織が崩壊している状況を懸念

いたしまして、西コミュニティーセンターを地域

の拠点として位置づけまして、高齢者の居場所を

確保するとともに、日常的に民生委員、町内会、

老人クラブなどの地域や高齢者、子育て世代、子

供が交流するスペースの促進について要望があっ

たものであります。 

 大曲地区につきましては、平成17年度から高齢

者ふれあいの家、平成21年度かららくらく健康ト

レーニングの介護予防事業に取り組むとともに、

大曲郵便局を主体として認知症サポーター養成講

座の受講や認知症サポーターのいるお店登録な

ど、認知症への取り組みも活発であります。 

 また、養護老人ホームや小規模多機能型居宅介

護を併設した地域密着型の小規模特別養護老人

ホームがあり、４月には、日本体育大学付属高等

支援学校が開設するため、地域と社会資源が連携

した取り組みが期待されるところでございます。 

 さらに、人口減少や少子高齢化に伴う地域のさ

まざまな課題に対応するため、地域が協働する課

題解決が重要になることを踏まえまして、地域み

ずから、昨年からワークショップを開催しており

ます。 

 昨年８月には地域課題を見える化するワーク

ショップ、本年１月には地域コミュニティー活性

化ワークショップ、こういったものを開催して今

後も継続されるというようなことがございました

ので、この大曲地区の取り組みは、まさに先進的

であるというようなことで、さらにさまざまな社

会資源が混在した地域であるということも踏まえ

まして、特別会計で平成29年度から実施する生活

支援体制整備事業、これの第２層の協議体のモデ

ル事業として実施したいというようなことで考え

たところであります。 

○川原田英世委員 わかりました。 

高齢化が非常に進んでいる地域でもあり、ま

た、生活形態、集合住宅等が集まっている地域で

もって町内会の組織化もなかなか難しいだろうと

いう地域で、モデル的にこういった場所をつくっ

ていくということで、私、非常に有用なところだ
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なと思っておりますので、ぜひ取り組みを進めて

いただきたいと思うのですが、実際に運営をする

に当たって、先ほどあったような高齢の方だけで

はなく、地域の子供たちから、皆さんが使ってい

ただくと、集まっていただくような施設にするた

めには、やはり皆さんが集まれるような利用を促

す取り組みも同時に必要になってくるのではない

かなと思うのですが、そういった部分はどういっ

たこと考えられているのか伺います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 先ほど御説明申し上げ

ました生活支援体制整備事業における第２層の協

議体、これを設置するに当たって、構成につきま

しては、西コミュニティーセンター運営委員会、

これは大曲３町、新町、新町天都山などが圏域に

なりますけれども、そこにワークショップ参加団

体及び大曲郵便局ですとか大曲商店街、また、見

守り協定を締結するセブンイレブン、こういった

方々を加えて構成し、今、検討しているのは、協

議体の下にそれぞれの部会、子育て部会ですとか

子供部会、高齢者部会、そういったものをぶら下

げて、さまざまな意見が集約されて運営できるよ

うな体制づくりというようなことで、今、考えて

いるところでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

先ほどありました子どもの居場所づくり支援事

業とか、そういったものもかかわってくるのかな

というふうにも思います。そういった形で地域の

中に新しいモデル事業として、各年代が集まって

交流できる場所というのがこれから先、重要に

なってくると思います。 

これがまず起点となって、これから先、町内会

が崩壊しつつある地域や活動が非常に小さくなっ

てしまっている地域も見られることですから、こ

ういったものをベースにして各地域にも広げてい

くということも重要になってくるのだろうなとい

うふうに思いますが、将来的にこの事業としてど

ういった方向を検討しているのかお伺いします。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 生活支援体制整備事業

につきましては、平成29年度の新規事業として実

施しますけれども、第１層の協議体、そして、生

活支援コーディネーターについては、社会福祉協

議会に委託することで準備をしております。これ

は、第１層の協議体となり得る地域福祉会議を運

営している、そして地域福祉ボランティアの育成

支援といった部分を担っている団体であるからこ

そできるものだというふうにして委託をすること

としております。 

 今後、この大曲地区の取り組みをモデルとし

て、しっかり地域と連携づくりをして閉じこもり

防止、助け合う地域づくりの普及啓発、世代間交

流、地域コミュニティーの再構築、こういったこ

と目的として、市内各圏域で展開していきたいと

いうふうに考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

その地域に住まれている方たちが積極的にやっ

ぱりかかわっていき、そして中核を担っていっ

て、そして周りの方たちに広げていくというか、

地域のつながりをもう一度しっかりと再構築して

いく大きなきっかけになる事業だなと思いますの

で、ぜひとも取り組みをお願いしたいと思います

し、また、やはり実施する方たちが、地域の中で

孤立化してしまうというか、一生懸命やっている

方たちが、何だ、あの人ら、一生懸命やっていて

何か近寄りたくないなというのが必ずどこかのポ

イントで出てきてしまうのが、今、地域の中で動

きというのがあるものですから、そういった部分

で負担にならないようにケアしていくことも必要

になってくるのではないのかなと思いますので、

そういった部分での地域の支援というのも、ぜひ

ともお願いいたします。非常に期待している事業

ですので、よろしくお願いいたします。 

 次に、ひとり親家庭支援事業について質問させ

ていただきます。 

児童扶養手当支給事業についてですが、この事

業の中身と支給者数についてお伺いいたします。 

○清杉利明子育て支援課長 児童扶養手当の支給

の内容でございますが、一定の所得以下のひとり

親家庭等の支援策の一つでございます児童扶養手

当を支給しているものでございますが、実績とし

ましては平成26年度が388名、平成27年度が391

名、平成28年度の見込みにおいては387名となっ

ておりまして、近年につきましては390人前後で

推移して横ばいの状況だというふうに認識をして

おります。 

○川原田英世委員 わかりました。 

この制度自体はひとり親家庭で該当する方が申

請することで支給されるということで認識してい

るのですが、この周知方法などはどのように行っ

ているのか伺います。 

○清杉利明子育て支援課長 市の広報ですとかに
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毎年、年１回、所得等の調査で現況届があります

けれども、継続している方には文書で、また、新

規の方等については市の広報を通じて周知、ま

た、子育て支援ガイドぴゅあにも、こういう手当

等の掲載をしているところでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

なかなか継続されている方はそのままスライド

で継続ということになるのでしょうけれども、こ

ういう制度を知らない方というのは、申請という

方法もありますけれども、知らなければ知らない

ままというケースも多いのではないのかなという

ふうに思いますので、ぜひ新しい周知方法も検討

していっていただきたいと思います。 

 そして、その下にあります次の事業に進めさせ

ていただきたいのですが、母子家庭等自立支援給

付金支給事業についてであります。 

 この事業、毎年質問に上がっているところであ

りますけれども、来年度支給を受ける方は何名お

られるのか、まずお伺いいたします。 

○清杉利明子育て支援課長 来年度の見込みでご

ざいますけれども、この事業の給付金の支給時期

については、その研修を受ける期間の研修内容等

にもありますけれども、２年であったり３年とい

うことで、継続して支給をしているものでござい

ますが、来年度につきましては、今まで、支給を

受けていただく方の継続者が１名となっておりま

して、そのほかは新規で数名程度を予定しており

ます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

継続が１名で新規の方をということで理解いた

しました。ぜひ、多くの方に利用していただきた

いというふうに思いますが、その中の方でこれま

でに受けて社会に出て活躍しているよという方の

声があると、やはり新しく私も挑戦したいという

声も広がってくるのではないかなというふうに思

うのですが、これまでに支給を受けた方たちの現

在の状況、市内で活躍しているだとか、そういっ

た状況を把握しておられるのかどうかお伺いさせ

ていただきます。 

○清杉利明子育て支援課長 この給付金の支援の

目的としましては、技能習得及び資格取得のため

の受講費用や、その研修期間の生活費等の助成を

行うもので、支給要件の中には、就職しなければ

いけないという要件はないことから、就職状況の

把握は行っておりませんけれども、最終の支給の

ときに合わせまして、確認がとれる範囲内では聞

き取りをしておりますけれども、毎年２名から４

名程度の受講者がおりますけれども、大体毎年１

人程度は就職につながっているというふうに聞い

ております。 

○川原田英世委員 把握は完全にはできていない

がというところで、一人ぐらいは状況をお伺いで

きているということで理解いたしましたが、ぜひ

とも資格を取っていただくだけではなくて、その

後も成果という部分でも調査していただいて、今

どのように社会で活躍しているのか、やはり、そ

の専門的な資格を取られるということですから、

その分野で活躍していただくと、とりわけやはり

この網走で活躍していただくというのが重要に

なってくるのだというふうに思いますので、そこ

の部分、指摘させていただきますので、ぜひとも

お願いしたいというふうに思います。 

 次に、就労自立給付金給付事業についてお伺い

いたします。 

 こちら、予算減の理由等については、永本委員

のほうからお話があったところですけれども、こ

の制度、一律に幾らとかそういうものではないと

いうこともありますし、なかなか受ける側にとっ

てもちょっとどういった内容なのかわかりにくい

部分もあるのではないのかなというふうに思うの

ですが、そういった面も踏まえて、事業の周知に

ついてはどのように行われているのかお伺いいた

します。 

○酒井博明社会福祉課長 この事業の制度の周知

や支給される場合の具体的な内容につきまして

は、ケースワーカーが各家庭を訪問いたしまし

て、その対象となる方に説明をするという形で

行っております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

直接顔を合わせて御相談しているということで

安心いたしました。ぜひ今後ともそのように進め

ていただいて、できるだけ自立できるようにしっ

かりと話を聞いた上で取り組みを進めていってい

ただきたいというふうに思います。 

○井戸達也委員長 川原田委員の質疑の途中です

が、ここで暫時休憩いたします。 

午後３時02分 休憩 

───────────────────────── 

午後３時12分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた
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します。 

 川原委員の質疑を続行します。 

 川原田委員。 

○川原田英世委員 続きまして、生活保護事業に

ついてお伺いいたします。 

予算について、増額になっている部分4,255万

3,000円、この理由について、まずお伺いいたし

ます。 

○酒井博明社会福祉課長 保護費の増額の理由で

ございますけれども、一番大きな要因としては、

医療扶助費の増額によるものでございます。この

医療扶助費の増額につきましては、近年、受給者

が高齢化しているということに伴いまして、脳疾

患の急性期医療ですとか、それから末期がんの医

療、それから、関節症の人工関節置きかえなど、

そういった手術に伴う医療扶助費が要因で、特に

生活保護の場合は10割負担ということもあります

ので、こういう１回の大きな手術とかが医療費の

増大につながっているというふうに考えておりま

す。 

○川原田英世委員 わかりました。 

高齢化に伴って医療費が増加してきていると、

例年であれば、補正等で医療費がふえている部分

ということだったのでしょうが、当初予算の中で

いうことで、行われているものだというふうに理

解をさせていただきます。 

やはり高齢化が進むにつれて、生活保護の中で

も医療費の占める部分が大きくなってきているの

かなというふうにも思います。予防医療の観点

で、代表質問の市長の答弁の中でありましたけれ

ども、やはり生活保護の方たちにもしっかりと予

防の部分を促していくということも、これから重

要になってくるのであろうなというふうに考えて

いるところであります。 

その中で、これまでも何度か質問してきました

子供の貧困、これが、やはり全国の中でも道内は

特に高い、また網走市も高いという状況もありま

すので、ちょっとその部分を把握させていただき

たいなというふうに思うのですが、生活保護受給

者の中で、就学中のお子さんを持つ方の受給の認

定者の人数について、まずお伺いさせていただき

ます。 

○酒井博明社会福祉課長 平成29年４月の就学予

定者の数でございますけれども、小中学生のいる

世帯数は全部で24世帯、そのうちの人数として小

学生が19人、中学生が14人、合計33人となってご

ざいます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

その中で、ひとり親の方で支給されている方は

何名おられるかお伺いします。 

○酒井博明社会福祉課長 このうちのひとり親家

庭につきましては21世帯ございます。人数として

は、小学生が16人、中学生が12人、合計28人でご

ざいまして、生活保護世帯の中では、小中学生の

いる世帯の大部分はひとり親世帯でございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 以前の質問から、生活保護全体としては高齢者

の方が50％を超えているということも回答いただ

いていますが、お子さんを育てながらという方の

人数について、ちょっと今、伺いさせていただき

ましたけれども、ひとり親家庭の方がほとんどを

占めているというようなことで理解をさせていた

だきました。 

やはり子供の貧困に対してしっかりと対策を

とっていかなくてはならない、また今の数字を見

た中で、やはり、ひとり親家庭の方に対しては、

しっかりとしたケアをしていくということが必要

なのだなというふうに思うところでありますの

で、先ほど質問させていただきましたひとり親家

庭への支援事業についても、これからしっかりと

さらに進めていかなくてはならないのだろうなと

いうふうに思います。 

また、別途事業でありますが、生活困窮者自立

促進支援事業、先ほど渡部議員のほうからも   

質問がありましたけれども、この事業もしっかり

と進めていかなくてはならない、そしてそこから

各専門家のところにバトンタッチをして、しっか

りとしたしかるべきケアだとか技能習得に向け

て、就労に向けて支援をしていかなくてはならな

いと思うのですが、予算についてはこの生活困窮

者自立促進支援事業、ほとんど変化はないのかな

というふうに思うのですけれども、来年度の体制

はどのようになっているのかお伺いいたします。 

○酒井博明社会福祉課長 生活困窮者の自立支援

事業につきましては、来年度におきましても、網

走市総合福祉センターのほうに事務所を置きまし

て、支援員も２名体制で、平日９時から５時まで

で相談業務を行っていくという形で進めてまいり

ます。 

○川原田英世委員 ２名体制ということでわかり
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ました。 

 次に、この事業の周知についてでありますけれ

ども、先ほど民生委員の方の若干ありましたけれ

ども、周知方法をどのような方法で行っているの

かお伺いいたします。 

○酒井博明社会福祉課長 事業の周知につきまし

ては、社会福祉協議会のホームページでのＰＲ、

各公共施設、病院等においてＡ４版のチラシ、あ

るいは名刺サイズのＰＲカードなどを設置すると

ともに、市の広報誌や社協の広報誌を通じたＰＲ

などを行っております。 

また、民生委員や福祉団体の会議等に支援員の

ほうが直接赴きまして、その研修会等での説明も

行っているところでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 ホームページやＡ４チラシなどの広報のほか

に、直接出向いてということも行っているという

ことで、ぜひとも進めていただきたいと思いま

す。 

そして、実際のケース、相談された方々に対し

てどのような回答があってどういった専門家への

バトン渡しができて、どういうふうにその困難な

状況から変えていくかという、先ほども同じよう

なことも言わせていただきましたけれども、そう

いった例を、ぜひ市民に見える形でしていくとい

うのも、ひとつ重要なことなのかなというふうに

思います。やはり、こういった相談を受けるだと

かになっても、ちょっと壁を感じてしまうのです

ね。その壁を取り払うというのが、誰かが受けた

事例だとか、そういった例を受けると、口コミ効

果とでもいいましょうか、非常になじみやすくな

るということもありますし、それを受けて、また

ほかの人にも進めることができるということもあ

りますので、ぜひとも事業内容自体が市民の身近

なところにある、そういうふうに感じてもらえる

ような仕掛けを進めていっていただきたいなとい

うふうに思います。 

やはり、貧困自体の数字が見える化してきた、

子供の貧困も含めいろいろなところで問題になっ

てきているのだろうというふうに思います。先進

国の中でも非常に貧困の状況は進んでいると、

もっと悪いのが、日本はそれがさらに進んでいる

状況にあるというところでありますので、それに

ついてやはりしっかりと進めていかなくてはなら

ないのだと思います。 

 国は大企業優遇、競争力のある大企業を育てる

という方向に向かっていますけれども、やはり忘

れてはいけないのは、根底にあるものをしっかり

と支えていくことだというふうに思いますので、

網走市政はここの部分をしっかりと、これから先

も充実を目指して取り組みを進めていっていただ

きたいというふうに思います。 

最後に、地球温暖化対策事業についてお伺いい

たします。 

 地球温暖化対策事業として、三つの事業が並ん

でいるのですけれども、それぞれどういったこと

を行うのかお伺いいたします。 

○梅津義則生活環境課長 地球温暖化対策事業で

ございますが、まず、初めに地球温暖化対策の事

務費でございますが、こちらは網走市役所の地球

温暖化対策実行計画の進行管理のための予算を計

上してございます。内容といたしましては、主に

事務経費ということになってございます。 

 地球温暖化推進事業につきましては、主に地球

温暖化対策のリーフレット、来年度は、事業所版

を印刷するということで予算を計上しておりま

す。これは2,000件分を予定しております。 

次に、環境展開催事業所、こちらにつきまして

は、例年開催しております環境展、６月にリュー

ス展と同時に開催しておりますが、そちらの関連

経費になってございまして、主にはエコグッズな

どのノベルティーの購入費用ですとか会場の借上

料、機材の使用料といったようなところが主でご

ざいます。 

 それと、新エネ省エネ推進事業でございます

が、こちらも６月、10月に開催いたします環境展

におきまして、ポスターの掲示ですとかリーフ

レットの配付を行い、新エネルギーに対する普及

啓発を行うことを目的として、環境展の中で周知

をしているということの関連経費でございます。 

○川原田英世委員 主には印刷物等で普及啓発を

行う事業だということで理解をさせていただきま

した。 

 先般、米国のトランプ大統領が、地球温暖化の

原因はＣＯ２ではないという発言をされて、きょ

うもニュースに出ていましたけれども、防衛費を

上げるということで、地球温暖化対策費だとかそ

ういったものは削るというような内容のことも見

られておりましたけれども、アメリカの大統領が

ああいう発言をすると、そうなると温暖化に対し
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ての今までの認識は大きく変わってくることも起

こり得るのではないかなというふうに見ていると

ころであります。ＣＯ２排出抑制等に国際的にも

進んでいる中で、足並みが狂ってくるということ

になれば、これから先の取り組みも大きく変わっ

ていってしまうのかなというふうに思います。学

術的に、正確な裏づけが今まであったにもかかわ

らず、さらに対案の学術的な裏づけも出てきてし

まったりだとか、非常に難しい部分ではあるのだ

と思うのですけれども、その中で普及啓発を行っ

ていくということも、また、ちょっとひとつ難し

さが出てくるのではないのかなというふうに思っ

ているのですが、そこについて何かお考え、認識

ありましたらお伺いたします。 

○梅津義則生活環境課長 今、川原田委員のほう

からもお話ありましたとおり、アメリカのほうで

は今までと違った方向性で地球温暖化のほうは捉

えているというようなこともございますが、今の

ところ環境省としましては、地球温暖化対策を推

進していくという方向で進んでおりますので、そ

れに従って我々は事業を理解していく必要がある

のではないかというふうに思っております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 新エネ省エネ推進事業のこの部分については、

各建築のほうでも事業が組まれています。そう

いった部分も促すというような内容のチラシもな

るということで理解していいのでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 建築のほうとその辺の

内容については、協議をして進めていきたいとい

うふうに考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 ぜひともこういった取り組みも進めていってい

ただきたいと思います。単に啓発するだけではな

くて、もう一歩踏み込んだ部分もそうだと思いま

すし、やっぱり小さな子供たちが環境についてこ

れから考えるということが非常に重要になってく

るのだと思いますので、そういったお子様向けの

ものもこれから検討していくということも重要に

なってくるのだと思います。今回法人向けという

ことで理解させていただきましたので、ぜひとも

これから先の取り組みをお願いいたします。 

私の質問は以上です。 

○井戸達也委員長 古都委員。 

○古都宣裕委員 早速質問に入らせていただきま

す。 

最初に予算書の46ページ中ほど、障がい者理解

促進啓発事業ということでお伺いします。 

 この事業の、まず内容としてどのようなことを

行っているのでしょぅか。 

○酒井博明福祉課長 本年度の理解促進啓発事業

につきましては、障がい者が、障がい者同士が夢

を語るお茶会、それから、障害者差別解消法の周

知ということで説明会を行う、それから、理解促

進啓発事業ということで、まず障がいの団体、支

援者等が行うイベント、それから事業等に補助支

援を行うというような内容でございます。 

○古都宣裕委員 障がい者にどのような方がい

らっしゃるのか、またどのような特性の方がい

らっしゃるのかと理解を進めていただくという上

で、いろいろな事業をやるというのは大変いいこ

とだと思います。 

 ただ、平成27年度がもう決算も出ていますけれ

ども、予算として平成27年度82万円を組んで、決

算では、実質使用したのは２万7,000円でした。

平成28年だと15万8,000円ついているのですけれ

ども、まだこれについては決算が出ていないの

で、どれほど使用されたかはわからないのですけ

れども、平成27年といえば、ヘルプカードが始

まった年だと思うのですけれども、このヘルプ

カードも種々今までやりとりしていますけれど

も、なかなか取得者も少ないし、取得者が少ない

というのもありますけれども、まだまだ一般の方

の理解も全然進んでいないと。 

 私は、当初から始めるときに、使う側ではな

く、知ってもらう、周りの広く、その人がいざと

いうとき使ったときに、知っている状態が大切で

はないかということを常々申し上げてきていまし

たけれども、そういったことでこうやって予算を

余すぐらいなら、ポスターの一つでもつくって

張ったりとかできたのではないかなと思いまし

て、質問をさせていただきましたけれども、その

ような予定はないのでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 ヘルプカードの周知活

動につきましては、今までも市の広報、それから

社会福祉協議会のふれあいメールへの掲載、民生

委員や町内会連合会研修等におきまして、その障

害者差別解消法の周知とあわせてＰＲを行うとい

うことにあわせまして、昨年11月からは、身体障

害者手帳や療育手帳を交付するときに使用する

際、その説明パンフレットにヘルプカードについ
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て掲載して周知を行っているというところござい

ます。 

今のところ、今までの取り組みの中では、ポス

ター、それからチラシの配付は行っていなかった

のですけれども、これにつきましては、今後そう

いうポスターの掲示などについても検討してまい

りたいというふうに考えています。 

○古都宣裕委員 やはり、理解促進というからに

は、障がい者の方々は自身の障がいについて多分

誰よりもわかっていらっしゃいますし、周りの方

がどういったことで、例えばヘルプカードでも提

示されたときに、どういったことで困っているの

かというのが理解されないと、提示したところで

全く意味がなくなってしまうので、しっかりと理

解が進むような活動を、また、ポスター掲示も今

申し上げましたけれども、基本的にいろんな事業

者も、頼まれて断られることはほとんどないと思

います。人が集まるところ、スーパーですとか何

でもいいのですけれども、いろいろなところに

張ってあって目にする機会をふやしていただきた

いと思います。 

次に、ジョブコーチ養成研修費補助金とありま

すけれども、昨年度の実績と今年度の予定と、ど

のような状況にあるかというのをまずお伺いいた

します。 

○酒井博明社会福祉課長 ジョブコーチの養成研

修の執行状況にございましては、平成27年度につ

きましては、研修を受ける方はおりませんでし

た。今年度につきましては、１名研修を受講され

まして、名寄のほうで資格を取得してきたという

状況でございます。 

○古都宣裕委員 平成27年度、創設時はゼロ名で

したけれども、28年度で１名起用されました。こ

のジョブコーチというのも、やはり仕事を、これ

から平成29年度から日体大が指導するに当たっ

て、その生徒が卒業するのは３年後です。そのと

きに、やっぱり理解がなかなか進んでない状況、

また、受け入れ先がない状況というよりは、一段

と力を入れてやっていくべき事業だと私は思って

おります。 

 お話を聞くところによりますと、ロータリーと

一緒にいろいろ取り組んでいるということだった

のですけれども、ロータリーももちろんそうなの

ですけれども、ライオンズクラブですとかＪＣで

すとかＹＥＧといったいろいろな団体がいらっ

しゃいまして、それに参加されている方は、事業

者、またはそれに所属している社員の人たちがほ

とんどだと思うのですけれども、そういった方々

に協力していただいて、また、ジョブコーチ制度

というものをもっと理解していただく必要がある

と思うのですけども、そういった考えはないで

しょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 今回、就労実態基礎調

査というのは平成27、28年で行いましたし、その

以前に障がいの研修会等を行ったときに、ロータ

リークラブと連携しながら事業を進めていたとい

う経過がございます。 

あと、商工会議所には企業向けのセミナー等を

やるときに、商工会議所のほうから、会員の情報

をいただくなど、そういうようなことも情報収集

しながら当たっておりますけれども、確かに企業

にはいろいろな団体がございますので、そういう

意味では、チャンネルをさらに広げながら、この

事業の周知、ＰＲに努めていきたいというふうに

考えています。 

○古都宣裕委員 今、例として、私が挙げた企業

のほかにも建設業協会ですとか、いろんな業種の

協会もございますし、そこの総会とかの間にパン

フレットの一つでも挟めながら、せっかくやった

補助制度、利用者が余りにも少ないとちょっと悲

しいので、ぜひとも積極的に活用していただける

ように取り組んでいただければと思います。 

同時に、その下の障がい者職場実習雇用受け入

れ事業補助金とありますけれども、これの事業の

今までの実績と本年度の状況、また、見込み等何

かあれば御説明願います。 

○酒井博明社会福祉課長 障がい者の職場実習雇

用受け入れ事業補助金につきましては、平成27年

度は執行がございませんでしたが、平成28年度

は、１件、今のところ７万円の実績がございま

す。 

○古都宣裕委員 もし差し支えなければ、その１

件の内容と、また今年度どこか興味を示している

ようなところがありますでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 今回の１件につきまし

ては、障がい者の就労支援事業所が市内の社会福

祉法人のほうで、洗濯の実習をするということ

で、その実習に伴う経費、それをこの補助金を使

いながら、必要な消耗品等を整備するということ

で申請をいただきました。 
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○古都宣裕委員 この事業もジョブコーチ事業

も、またひいていえば、障がい者理解促進も全て

やっぱり受け皿をつくる上で全部つながってくる

事業だと思うので、しっかりと取り組んでいただ

きたいと思います。 

次、入ります。 

予算書52ページ、児童館管理運営事業について

お伺いします。 

この児童館管理運営事業なのですけれども、こ

れは、児童館の中のほうをもちろん見ているもの

だと、管理をしているものだと思うのですけれど

も、ちょっとこれはずっと以前に一般質問か何か

で私も言ったことあると思うのですけれども、西

児童館があるのですけれども、西児童館って国道

から入ってきてぐるっと回るような、暗黙の了解

で一方通行のようになっているのですけれども、

その一部が僕が本当に小学校に通っていたのが西

小学校だったのですが、そのときからずっと道が

悪いのですよね。それもちょっと児童館を管理運

営するにおいて、児童の利用者のほうももちろん

なのですけれども、迎えに来る親御さんも、あそ

こたしか市道なのですけれども、そういった部分

で余りにも道が悪くて車が壊れたり何だりした場

合って、市に責任が来てしまうのではないかなと

思うのですけれども、そういった部分の管理とい

う意味では、もちろん職員が通っているわけです

から、道が悪いなとか思ったらちょっと声かけて

もらって直すようにという連携をとったりとかは

しないのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 特に西児童館という

お話でございますが、児童館におきましては毎月

施設内の安全点検を行っておりますが、玄関先等

については敷地内の部分につきましては点検等を

行っておりますが、道路周辺等につきましては点

検等は行っていない状況でありますが、今までも

職員が気づいたときですとか周りの方たちから連

絡があったりということがございましたら、現地

を確認しまして対応してきておりますし、また、

それが道路や公園等の部分でございましたら、土

木管理課とも連携をしながら対応していくという

ことでございます。 

○古都宣裕委員 同じ道を通るのにすずらん保育

園がありますけれども、すずらん保育園が合併し

て別の場所になってしまいますけれども、利用者

の数が減るといってもやっぱり通る人たちがいる

中で、課をまたいでしっかり連携して、そういっ

たものに取り組んでいただきたいなと思います。 

次に入ります。 

54ページ、こども医療費助成事業について伺い

ます。 

この事業の9,699万4,000円とあるのですけれど

も、お金の内訳をまず示していただきたいと思い

ます。 

○清杉利明子育て支援課長 こども医療費の予算

の内訳でございますけれども、年齢区分に分けま

してゼロ歳児から３歳未満までで入院、通院を合

わせまして、補助費としまして約4,470万円、そ

れから３歳児から就学前の入院、通院を合わせま

して約1,500万円、それから小学生の部分での入

院、通院費の助成部分で約2,450万円、中学生の

部分におきましての入院、通院費を合わせまし

て、約1,200万円、それから昨年の８月から第３

子目以降の無料化の拡充を行っておりまして、そ

の部分におきましての助成額としまして約90万

円、合計としまして約9,700万円の予算を計上し

ております。 

○古都宣裕委員 そのうちちょっと心配なのがあ

りまして、このうちのたしか3,672万円がふるさ

と寄附となっていたと思うのですけれども、この

ふるさと寄附が今回使われてやっている部分もあ

ると思うのですけれども、それが今後、ふるさと

寄附があるから追加としてやっているお金が出て

くるのか、それとも今後、今はふるさと寄附を活

用するけれども、ふるさと寄附が何らかの要因に

よって寄附額が減ったり、もしくはこの制度自体

がなくなったとしても継続するのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 基本的には、この事

業は必要であると考えておりますので、継続した

いというふうには考えておりますけども、寄附制

度がなくなったり、寄附金の総額が減少したとき

には、財政部局とも協議の上、対応してまいりた

いというふうに考えております。 

○古都宣裕委員 なかなか始めたものをいきなり

やめるというのはすごい大変な部分でもある中

で、やはり必要に応じて、それこそ予算をつけて

いるものですから、しっかりと継続できるような

形で維持していただきたいなと思います。 

 次に、保健センター管理運営事業について伺い

ます。 

 保健センター管理運営事業は、前年度平成28年
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度では、予算としては606万3,000円だったのです

けれども、今回のこの増の理由については、組織

改編が行われて健康福祉部となることから、何か

しら窓口が本庁舎に来たりとか、そういった連携

が組まれるのかなと思って見ていたのですけど

も、どういったような予算でしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 保健センターの管理運

営費の増額の分の理由ですけれども、これにつき

ましては保健センターのボイラーの更新と警備警

報集中盤の取りかえに係る経費分が増額となって

いるものでございます。 

○古都宣裕委員 今回、健康福祉部として、健康

という名前が福祉部の前に来るぐらいになったな

と思って見ていたのですけれども、その中で私ど

も結政の会という会派としても窓口の一本化を

常々話していたところだったのですけれども、

せっかく一緒になったから、何かできることもあ

るのではないかと思うのですけれども、そういっ

た内部の検討とかは行われないのでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 委員のおっしゃるとお

り、今回の機構改革によりまして、健康管理課に

つきましては部の位置づけは変わるという形にな

りますけれども、業務を行う場所につきまして

は、引き続き保健センターでの業務という形にな

ります。 

 これにつきましては、健康相談ですとか健康指

導ですとか、健康診査等々の部分がございますの

で、保健センターでの業務という形になります。 

○古都宣裕委員 場所とか、そういった難しい部

分があるというのは重々承知しているのですけれ

ども、何より利用者のことを思えばこそ窓口は一

本化したほうが利用率は上がるし、利用者の気持

ちとしても利用しやすいのではないかなと思うの

で、何らかの折にでも一本化ができる対応という

のをぜひ検討していただきたいなと思います。 

次に、翌ページ56ページ、健康診査事業という

ことでいろいろな検診事業がありますけれども、

これは平成28年度の予算特別委員会の折に、子宮

がん、乳がんについて特段聞いたので、その数字

がたしか対象は１万5,882名に対して子宮がん検

診は632人の受診になると、乳がんに対しては１

万4,324名に対して605名の実施だったという話

だったのですけれども、これは利用率から考える

と物すごい低いのではないかなと思いますけれど

も、これは毎年同じように、予算額としては余り

変わらないのですけれども、利用率を上げる取り

組みというのは何か行っているのでしょうか。 

○笹尾里美健康管理課参事 子宮がん、乳がんに

ついてでございますが、前回のときもお話しさせ

ていただいたと思いますが、検診が２年に１回と

いうこともありまして、受診率自体は多分こちら

の計算よりは倍の形になるのですが、あと検診の

対象数というのは、女性の対象年齢の全人口にな

るのですけれども、ただ、市としましては、ほか

の医療機関で受けているとか会社で受けている方

とか、例えば、市の女性で国保の方が人間ドック

でお受けになられているとか、そういう人数とい

うのはどうしても把握できず、この人数には入っ

てこないという状況はあります。その部分では、

純粋な受診率というよりも少し減った形かなとい

うふうに、実体より受けていらっしゃる方は少な

く計上される形になるかと思われます。健康管理

課、市の予算として実施しているのは、今回平成

29年２月現在で、今年度は子宮がん検診680人、

乳がん検診598人になっております。 

受診増のための対策といたしましては、個別通

知ですとか広報ですとか、女性の方の検診ですの

で、お子さんの健診ですとか、訪問ですとか、そ

ういう折に説明させていただいたり、検診の配送

させていただいているのですが、なかなか伸びて

いかないというところもあります。 

○古都宣裕委員 今、検診率アップの取り組みに

ついても伺ったのですけれども、多分毎年同じこ

とをもちろんされているとは思うのですけれど

も、毎年同じことをされてアップしないというの

は、取り組みがいま一つなのか、また別なアプ

ローチが必要なのではないかなと思いますけれど

も、どのようにお考えでしょうか。 

○笹尾里美健康管理課参事 委員御指摘のとおり

かと思うのですけれども、今後の対策としては、

先ほど松浦委員のときにも答弁させていただきま

したが、女性同士の検診が受けやすい体制とか、

そういうグループ内で働きかけるですとか、また

今、子宮がん、乳がんのクーポンで無料で受けら

れるというのは、続いて継続して事業としてござ

いますので、その方たちにより検診を受けていた

だくという形で、早期に６月とかという集団の健

診とあわせてクーポンを発送しているのですが、

その後未受診に対しての方への個別のアプローチ

ですとか、検診の未受診の方へ御連絡させていた
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だくとかという再度の御案内ですとかを強めて

いったりということにも力を入れていきたいと考

えております。 

○古都宣裕委員 網走、また今、女性検診の話で

いえば、女性の団体とか新しくできたものがあっ

たりですとか、女性に限定していえば流氷パタラ

を活用したりとか、いろいろやり方、アプローチ

はあると思うので、そういったものもしっかり検

討して研究してやっていただきたいなと思いま

す。 

 次に入ります。 

 翌ページ、58ページ上段のほう、受動喫煙防止

対策検討事業について伺います。 

 この検討事業とは、どのような内容で、この検

討に対してどのような人たちと話し合いを行い、

またこの事業の着地点としては条例をつくるとこ

ろまで考えていらっしゃるのか、今時点でどのよ

うな考えでいるのかを伺います。 

○武田浩一健康管理課長 受動喫煙防止対策検討

事業についてでございますけれども、これについ

ては、市民の健康維持増進の観点に加えまして、

2019年のラグビーワールドカップですとか2020年

の東京オリンピック・パラリンピックを契機に、

国民の健康を保護するために受動喫煙防止の推進

が求められていることから、網走市におきまして

も、事前合宿地としての受け入れ環境の整備です

とか国際観光都市としての環境の充実を目指しま

して、受動喫煙防止対策の検討を進めようとする

ものでございます。 

 受動喫煙防止対策の検討委員のメンバーという

構成のお話だと思いますけれども、現在、構成メ

ンバーにつきましては、医師会等の医療関係者で

すとか飲食業関係者、商店街関係者、観光関係

者、宿泊関係者、教育関係者、福祉関係者、公共

交通関係者等々幅広い方々に入っていただいて、

検討していきたいというふうに考えているところ

でございます。 

 条例につきましては、一つの選択肢として視野

に入れた形になろうかと思います。 

○古都宣裕委員 昨年12月、私ももっと取り組む

べきだという話で質問させていただきましたけれ

ども、早速このような形で検討していただくのは

大変喜ばしいなと思ってみております。 

 ただ、もう先進で取り組んでいるところも、例

えば飲み屋で全面禁煙なんてちょっと難しい話か

なと思ったりとか、その場所とかそういった部分

でも整備等いろいろなことで検討が必要だとは思

うのですけれども、せっかく取り組むのであれ

ば、網走でもある程度の終着点をしっかり見た上

で、条例にするぐらいの勢いで取り組んでいただ

きたいなと思っております。 

 次に、網走健康カニチョッ筋体操普及促進事業

ということでお伺いいたします。 

 網走カニチョッ筋体操ということで、今回ス

ローバージョンをつくるということで事業項目が

上がっていたのですけれども、そもそもこの網走

カニチョッ筋というのは御当地体操として始めた

ものだと認識しているですけれども、今現在、理

事者側も含めて踊れる人、カニチョッ筋体操がで

きる人というのはどれぐらいいらっしゃるのです

か。ちょっと手をできたら挙げていただけません

でしょうか。カニチョッ筋体操できる方はどれぐ

らいいらっしゃいますか。いないですか。 

 済みません、本当に恥ずかしながら私もカニ

チョッ筋体操、正直できないのですけれども、私

の娘はできます。ただ、カニチョッ筋体操を私も

ＹｏｕＴｕｂｅ等動画で上がってるのを確認しま

したけれども、御当地体操として健康の意味で取

り組むというのはすごいわかりますし、せっかく

だからというのでお年寄りとか子供たちがやって

いるのもわかるのですけれども、正直このカニ

チョッ筋体操を見て、わかりづらいですよね。ラ

ジオ体操ってほとんど全員の人ができると思うの

ですけれども、それは体の動く項目が変わるたび

に、手を挙げて体を伸ばす運動とかって言った上

で始まるのですけれども、そういったものがない

ものですから、なかなかこれは浸透しないのと、

健康の意味というのだったらば無電池ラジオみた

いのが1,000円とかでありますから、そういった

ものとかを事あるごとにお渡しする機会をふやし

て、ラジオ体操に取り組んでいただいたほうが健

康の意味としては早いのではないかと思うのです

けれども、どのようなお考えなのでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 ラジオ体操につきまし

ては、昔からテレビ等々でなじみがあるというこ

とで、皆さんが踊れるというのはそのとおりだと

思います。 

しかしながら、網走の特産のアブラガニをモ

チーフとしたオリジナルの御当地体操として、こ

れにつきましてはきちんと監修を受けまして、全
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身運動という形でなっている運動でございます。

今後もこれにつきましては、御当地体操というこ

とで、引き続き積極的に取り組んでいきたいと考

えております。 

○古都宣裕委員 これをスローにする意味って何

があるのでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 スローバージョンとい

う形は、老人クラブ等々に健康講座ですとか保健

師が伺ったときに、踊りたいけれどもなかなかそ

の基本バージョンでも、テンポが早かったり踊り

が難しかったりというようなお話を聞くことがあ

りました。そんなようなことから、どなたでも年

齢に関係なくみんなで踊れるということを考えま

して、今回スローバージョンということで作成を

して、カニチョッ筋体操を広げようということで

ございます。 

○古都宣裕委員 学校の運動会とか、そういった

ところでもまず始めにやる体操がたしかラジオ体

操で始まったのではないかなと思います。そう

いったところでカニチョッ筋体操を使ったりとい

うのはしないのでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 平成19年にカニチョッ

筋体操ができましたけれども、このときに各学校

ですとか老人クラブですとか、いろいろなところ

に保健師等々が、健康管理課の者が回って指導、

普及をしておりました。その後、平成24年には実

践ガイドというのを全戸配付しております。現在

も町内会やサークル、保育園ですとか、幼稚園、

小学校でも継続してカニチョッ筋体操をしていた

だいているところは数多くあります。 

○古都宣裕委員 せっかくつくってやるって、19

年からずっと取り組んでいるというのであれば、

まず小学校とかの運動会だと親御さんもいらっ

しゃいますし、おじいちゃん、おばあちゃんも目

にする機会もふえるので、ぜひ最初に同じ体操を

するのであれば、カニチョッ筋体操にしてくれと

いうふうに、教育のほうにかけ合うもいいのでは

ないかなと思うのですけれども、どのようにお考

えでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 その辺も含めて、いろ

いろな形で普及活動をしていく、普及啓発に努め

ていきたいと考えております。 

○古都宣裕委員 以上の点を指摘しまして、こと

しの子供の運動会にはカニチョッ筋体操が最初に

踊られるのだなということを思いながら、次の質

問に行きます。 

 次に、Ｂ型肝炎予防接種事業とありますけれど

も、今年度、対象は何人で何人分の用意の予算な

のでしょうか。 

○笹尾里美健康管理課参事 Ｂ型肝炎予防接種事

業ですが、28年度の対象者数は195人で接種見込

み数492人で95％を見込んでおります。予算は295

万円の予算となっております。 

○古都宣裕委員 これもできれば本当は100％

やっていただきたいというぐらいなので、95％を

見ているということで、できれば95％見ているけ

ども、もう３人の方が来て100％になりましたと

いうぐらいやっていただければいいかなと思って

おります。 

 最後に翌ページ60ページ、処分場周辺有害鳥獣

駆除事業とありますけれども、これは、今新しい

生ごみ処理施設ができましたけれども、この駆除

自体は今回はどちらで行うものなのでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 駆除につきましては、

平成29年度最終処分場として使用する八坂のごみ

処理場の駆除を行う予定としております。 

○古都宣裕委員 先ほど渡部委員の質問の中にも

ありましたけれども、委員としてちょっと視察で

先日行かせていただきました。その中で、生ごみ

処分場に行ったのですけれども、思った以上に臭

いもなく、鳥獣害と呼ばれる八坂だと鳶とかが

いっぱい飛んでいるのですけれども、そういった

ものもなかったのですけれども、これは平成30年

になった場合、たしか明治の方ですとか向陽の方

も心配していた部分だったのですけれども、ここ

は継続して新しい処分場のほうでも一応予算計上

はしても、来ないのはもちろん理想だと思うので

すけども、そういった形で取り組んでいく事業と

して考えてよろしいのでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 生ごみを堆肥化するこ

とによって、ある程度カラスですとか鳥獣害とい

うのは減るだろうという予測は持っているところ

ですが、野生動物ですのでどういったことになる

かわからないという部分も大きいものですから、

今後につきましては、平成29年度の状況を見まし

て、その辺は事業縮小ができるのか判断をしてい

くようなことで考えております。 

○古都宣裕委員 新しく明治に移動するに当たっ

て、近隣住民が心配のないような形で取り組んで

いただきたいと思います。 
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終わります。 

○井戸達也委員長 ここで、暫時休憩いたしま

す。 

午後４時05分 休憩 

───────────────────────── 

午後４時15分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質問者、挙手願います。 

近藤委員。 

○近藤憲治委員 それでは、私からも何項目か質

問をさせていただきます。 

 まず、１項目なのですけれども、網走市休日内

科急病センター整備事業についてお伺いいたしま

す。 

 代表質問でも取り上げさせていただきまして、

答弁もいただいているのですけれども、改めまし

て開設に至った経緯とその背景をお示しいただき

たいと思います。 

○武田浩一健康管理課長 網走市休日内科急病セ

ンターの開設に至った経緯と背景でございますけ

れども、市内クリニックの医師の高齢化ですとか

看護師不足などの現状がございまして、特に内科

の一次救急体制の維持が困難になったことから、

平成28年度より網走市休日内科急病センターを開

設いたしまして、医療機関の負担軽減と救急医療

体制の維持を図っているものでございます。 

また、少子高齢化の進展ですとか人口の都市部

への集中などに伴い、地域医療の確保が非常に厳

しい状況、さらに平成16年の医師インターン制度

の改正以降、医局に残る医師が減少したことによ

り大学病院からの医師派遣が困難な状況となり、

地域医療に大きく影響を及ぼしているという背景

がございます。 

○近藤憲治委員 まさに我が町だけではなくて、

我が国各地の地方都市の地域医療を取り巻く課題

が顕在化をしている結果が、このような状況に

なっているのかなというふうに思っております。 

ほかの地域でもこういった形で、行政で休日ま

たは夜間に急病センターを開設するという流れが

ございますけれども、網走市の休日内科急病セン

ターの当面の運用のあり方はどのように考えてい

るのかお示しいただきたいと思います。 

○武田浩一健康管理課長 開設場所につきまして

は、引き続き網走厚生病院の協力によりまして、

厚生病院の救急センター内で、日曜、休日の午前

９時から５時までの内科１次救急ということで、

年間の70日間あるのですけれども、そのうち約半

分程度を現在でいえば、北海道大学病院と日本医

科大学の附属病院のお医者さんに担っていただく

という方向で、今後もやっていくということで現

在のところ考えております。 

○近藤憲治委員 地域医療はまさに公共財でござ

いますし、地域を成り立たせる根幹でもございま

す。さまざまな形で維持をしていかなければなら

ないということで考えますと、必要な措置である

というふうに考えますが、この先地域医療を取り

巻く環境が激変する要素というのがなかなか見通

せない状況の中で、例えば今回、休日と内科で始

まったこのセンターが、例えば平日の夜間にも拡

張するとか、そういったより行政で担う部分が広

くなっていく可能性があるのかないのか、現段階

でどのような見解をお持ちなのかお示しいただき

たいと思います。 

○武田浩一健康管理課長 内科１次救急でいえ

ば、先ほども少し触れましたけども、現在のとこ

ろは急病センターの開設日数72日間の半分程度が

確保できれば、当面一次内科については在宅医当

番制で維持できるということで、医師会等のほう

から言われているということがあります。 

また、今、夜間の部分につきましては、現在の

市内病院、いわゆる救急告示病院の輪番体制で実

施していただいているのですけれども、今のとこ

ろは厳しいというお話はまだ伺っておりませんの

で、現在のところは当面輪番体制でやっていくと

いうことで考えております。 

○近藤憲治委員 地域医療も一度制度が壊れてし

まうとなかなかもとには戻せないというふうに言

われております。やはり地域の住民の側も地域の

医療が置かれた状況をきちんと把握して、過度な

負担をかけないで地域の医療機関を市民みんなで

守っていくという流れが必要になると思います

し、その部分の見解については、市の皆さん、行

政の皆さんとも考え方をともにできているという

ふうに考えておりますので、この先もしっかりと

進めていっていただきたいと思います。 

 続きまして、健康都市連合総会・大会の開催に

関しまして伺います。 

 先ほど、小田部委員の質問の中で開催に至った

経緯、それから市の狙い、それから開催規模、想
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定される内容等につきましての答弁はありました

ので、割愛をさせていただきます。 

 私からは１点だけ、主催の体制をいかように考

えているのかをお示しいただきたいと思います。 

健康という広いテーマ性がございますので、こ

れは将来のまちづくりにおいても重要なファク

ターの一つとして位置づけていってもいいという

ふうに考えております。そう考えますと、主催を

より広範な市民が参加をして、大会を盛り上げて

いくような戦略的な趣向を持っていただきたいと

思います。 

 市内の多様な団体、個人との連携、開催に当

たっての連携についての現段階での考え方をお示

しいただきたいと思います。 

○武田浩一健康管理課長 開催に当たりまして

は、当然健康管理課が事務局で進めていきますけ

れども、日ごろから地域の健康づくり活動を推進

いただいております網走市食生活改善協議会、網

走市健康推進協議会にも御協力いただきまして、

来網される皆様をお迎えするということで、現在

準備を進めているところでございます。 

全国から来られる加盟団体の市民団体関係者の

方々には、おいしい町網走の自然や食など魅力を

十分に伝えられるよう、みんなで開催に向けて取

り組んでいきたいと考えております。 

○近藤憲治委員 ぜひ広範な市民がこの総会・大

会にかかわって健康というキーワードを軸に、将

来のまちづくりを展望するような機会にしていっ

ていただきたいと思います。 

 最後に、へき地保育事業についてもお伺いいた

します。 

 こちらも代表質問で触れさせていただきました

けれども、予算書にはへき地保育事業ということ

で、管理運営と統合整備の事業費が今回それぞれ

盛り込まれております。 

少子化の大きな流れに加えて、市の財政的な制

約のある中で、集団の中で保育をするという保育

所の前提をどこまで維持していくのかというのを

考えておかなければならないと思っています。市

内各僻地保育所の園児数等と、そこに投下してい

る予算についてのバランスの現状を、市としては

どのように考えているのか展開をお示しいただき

たいと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 僻地保育所の園児数

とその予算のバランス等の点でございますけれど

も、まず僻地保育所の園児数、季節保育所もござ

いますので、平成28年12月１日現在の園児数でご

ざいますが、まず卯原内さんごそう保育所におき

ましては21名、嘉多山保育所につきましては16

名、呼人のいずみ保育所につきましては７名、藻

琴保育所につきましては36名、北浜のはまなす保

育所におきましては13名、浦士別保育所におきま

しては11名、合計で104名の園児数となっており

ます。 

 また、平成29年度の予算でございますが、全体

としましては約6,780万円の予算を計上しており

ますが、１人当たりに換算しますと、約65万円の

経費がかかっております。 

委託料の積算におきましては、園児数に基づく

積算もございまして、園児数などによりましてバ

ランスをとりながら１カ所当たり約800万円から

約1,400万円の委託料で運営をしております。 

○近藤憲治委員 代表質問でも僻地保育所の将来

についてお伺いさせていただきましたけれども、

答弁では、まず地元のニーズに沿ってやるという

御答弁をいただきました。中長期的に見て、現行

の僻地保育所の数、規模を維持していけるのかと

いう素朴な懸念もございます。 

 地元のニーズを前提にすれば、当然、それは子

育て環境の充実という視点にすればあるに越した

ことはないという反応が想定されますが、やはり

適正な保育規模、そしてまた人口減少時代に即し

たコンパクトな行政運営を考えた際には、市とし

ても僻地保育所の統廃合を含めた青写真、腹づも

りを現段階から持っておくべきだと考えますが、

その点についての見解をお示しください。 

○清杉利明子育て支援課長 少人数の保育園にお

きましては、細やかな保育ができるというよい面

の反面、集団生活の中から培われる社会性などが

乏しくなる傾向がございまして、そうした力を養

うには、一定規模の集団保育環境を整えていく必

要があるということは考えております。 

今後におきましては、少子化の中で適正な集団

保育環境を維持できないほど子供の数が減少して

きたときを含めまして、また地域の要望等がござ

いましたら園の集約については検討することも必

要ではないかというふうに考えております。 

○近藤憲治委員 終わります。 

○井戸達也委員長 次、田島委員。 

○田島央一委員 それでは、質問させていただき
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ます。 

 他の委員からも質問ありましたけれども、乳幼

児世帯生活応援事業についてなのですが、昨年の

６月21日の第２回定例市議会の一般質問で、私の

ほうからも質問させていただきましたが、子供た

ち、子育ての支援の観点から、ごみ袋の一定量を

無料配付できないかということで御提案をさせて

いただきました。今回、それが予算という形に

なったことを率直に喜んでおります。過去にも我

が会派の古都委員が五、六年前にそういった同主

旨の質問をされたということも承知しておりま

す。今回、いろいろな予算の背景もあると思いま

すが、こういったことが一歩前進したのは非常に

うれしく思っております。 

 そこで、まずお伺いしますが、今回の使用済み

紙おむつ用のごみ袋を無償で支給するという事業

なのですが、子育て世帯を応援するということ

で、事業概要をまず説明いただきたいと思いま

す。 

○清杉利明子育て支援課長 事業概要でございま

すが、先ほども一部の部分につきましては、御答

弁させていただきましたけれども、まず目的とし

ましては、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安

心して子育てできる環境を整えるため、子供の誕

生を祝して紙おむつ用のごみ袋を支給し、乳幼児

を育てている世帯を応援しようとするものでござ

います。 

対象となる年齢につきましては、２歳になるま

での分、２年間分としまして20リットル用ごみ袋

240枚を一括して支給したいというふうに考えて

おります。また、対象人数につきましては300人

を予定してございます。 

ただ、平成29年度に限りましては、先ほども御

答弁させていただきましたけれども、経過措置を

設けましてゼロ歳児がいる世帯につきましては

240枚、１歳児がいる世帯につきましては120枚を

支給しようというふうに考えております。 

支給の方法でございますけれども、子供が生ま

れましたら子供医療費の助成のほうの課との申請

等もございますので、その届け出にあわせまして

支給したいというふうに考えております。 

○田島央一委員 承知をしました。 

この予算の策定に当たって、紙おむつの使用年

齢の平均からこの予算を算定したのか、それとも

予算上限にあわせてこの内容としたのか、算定根

拠についてお伺いしたいと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 240枚とした根拠で

ございますが、まず20リットル用で積算します

と、月に紙おむつ用としてごみ袋が10枚程度必要

であろうというふうに考えまして、対象年齢とし

ては、ゼロ歳児と１歳児の２年間分ということで

24カ月分としまして240枚と積算したところでご

ざいます。 

○田島央一委員 先ほどの答弁もありましたので

承知をいたしました。 

今回の予算の中では、経過措置ということが先

ほどの答弁でもありますけれども、今、ゼロ歳の

子供たちと１歳の子供たち、そしてこれから生ま

れてくるという子供たちを想定しての予算組みだ

ということで承知をいたしました。 

 あと、次の質問に移りますが、予算の原資がふ

るさと寄附金のほうを活用するということになっ

ておりますが、ふるさと寄附金の制度がなくなっ

たとしてもこれは続けていきたいという事業なの

か、その辺も確認のため質問させていただきま

す。 

○清杉利明子育て支援課長 先ほどの子供医療費

のところでの答弁でも説明させていただきました

けれども、基本的には継続していきたいというふ

うに考えておりますけれども、寄附金の制度がな

くなったり原資が減少したときには、財政部局と

も協議の上、対応してまいりたいというふうに考

えております。 

○田島央一委員 子育て支援課としての思いのほ

うは承知をしたところでございます。 

それでは、次に子どもの居場所づくり支援事業

についてお伺いしていきたいと思います。 

 こちらのほうは昨年９月の決算委員会のほう

で、私からも質問させていただきましたが、児童

館のない地域ではコミセンを子供たちが利用する

に当たって、遊ぶのに利用料金を払っている状況

がありまして、児童館のある地域ではお金を払わ

なくても遊べると、ただ、児童館がない地域はお

金を払って遊んでいるという、ちょっとその不公

平感があったという経過もお話をさせていただい

て、市民部と福祉部のほう、それぞれ所管が別々

になりますから、その中で検討をいろいろしてい

ただきたいなということをお願いしていた経過も

あります。 

ここら辺の事業、検討に当たっての経緯を、も
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う一度ちょっと説明いただければと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 昨年の決算委員会で

の以後、関係部局とも調整、協議等進めてまいり

ましたけれども、そのうち大曲地区のほうからも

同様の子供の居場所づくりのような事業をやりた

いというような要望もございまして、その両方を

支援する方法等ということで、市民部、それから

社会教育部を含めまして検討を重ねてきたところ

でございます。その結果としましては、子育て支

援策として、児童館がない地区、また児童館から

遠い地区におきまして、そこをまずは優先的に子

供の居場所づくりを支援してまいりましょうとい

うことで、創設に至ったところでございます。 

○田島央一委員 承知をいたしました。 

私のほうから決算委員会でお話をさせていただ

いたときは、負担軽減というところの主旨が

ちょっと強かったのですが、大曲地区から居場所

づくりということも含めてこの事業が立ち上がっ

たということで、経過について承知をいたしまし

た。 

 確かに、これまでの間もちょっといろいろな地

域の方々にお話を聞くと、子供が家に遊びに来る

のを嫌がる親が結構いるみたいで、それはちょっ

と僕も驚きなのですけど、親がいない間に子供だ

けで家の中で遊んでいるなんて昔は当たり前だと

思っていたのですけれども、それを嫌がる親御さ

んがいて、結局子供たち同士で遊ぼうと思っても

家に行けないという、何かちょっと変わっている

なというか不思議な状況がありまして、そうなる

と、やっぱりその遊ぶ場所、学校以外のところで

も、閉まっていたら学校は行けないですけれど

も、それ以外の場所に行くということは多くあっ

て、その中でこういった場所ができたりだとか支

援する体制ができるということは非常に喜ばしい

ことだと思っていますし、やっぱりお金を持って

ない子供たちは、実はアリーナのほうに入ってい

くときにお金を取られるのですけれども、それは

払えないから図書室のほうだとお金がかからない

から図書室のほうにいるとか、ちょっとそういう

何か変な状況がかなり見受けられたので、この辺

の事業をうまく使って、子供たちが健康的にみん

なと分け隔てなく遊べるような感じになればいい

のかなと思っております。 

 次にちょっと質問させていただきますが、既に

想定されている地区としては、卯原内地区と、大

曲地区ということで承知はしているのですが、そ

れ以外の実施する地区についてどのように募って

いくのか、その辺ちょっとお伺いしたいと思うの

ですが。 

○清杉利明子育て支援課長 平成29年度におきま

しては、まずはモデル事業としまして、大曲地区

と卯原内地区で先行して進めたいというふうに考

えておりまして、予算的にはあと１カ所分の予算

を計上しておりますけれども、そこの事業経過等

も見据えながら途中の段階になろうかとは思いま

すが、児童館がない地区ですとか児童館から遠い

地区を中心に町内会等に調査等も行いながら、も

う１カ所については、調整を進めたいというふう

に考えております。 

○田島央一委員 承知をしました。 

 モデル的な扱いということで、自分も卯原内の

地区なので、ここのやり方がちゃんとモデルにな

るのだということをしっかりした認識して、これ

から進めていく必要があるのかなと思っておりま

す。 

あと、対象の区域の設定は小学校区単位でとい

うことですが、これ受け皿となるような団体がふ

えて、今後児童館がある地域でもこういったもの

をやりたいという希望が出てくるということは想

定されていますか。 

○清杉子育て支援課長 今のところにつきまして

は、まずは児童館がない地区、また児童館が近く

にない地区を優先して広げていきたいというふう

に考えておりますので、児童館がある地区等につ

いてへの拡大については、今のところは考えてお

りません。 

○田島央一委員 承知をしました。 

 まずは、やはり児童館がない地区とか遠い地区

からということの取り組みだということで、あと

児童館とかこういったものだけが子供たちの居場

所ということではないので、受け皿になるような

団体がふえてきたら、もっと拡大していくことも

必要なのかなと思っております。今後のことなの

ですが、そういう団体だとか地域のほうで声が上

がってきたときには、どのように対処していくの

かお伺いしたいと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 子供の居場所づくり

という観点では、子育て支援課だけではなく、社

会教育部のほうでも放課後子ども教室というのも

行っておりますので、そういったことも連携をし
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ながら広がりという部分では考えております。 

○田島央一委員 承知をしました。 

 まだちょっと先の話なので答弁しづらい部分は

あるのかなと思いますが、最後にちょっと、先ほ

どの項目でも質問したのと重複するのですが、ふ

るさと寄附金を活用しての事業ですが、これはふ

るさと寄附がなくなっても続けていくのかとい

う、そこの確認というか、そこの決意をお聞かせ

願えればと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 同様の答弁になりま

すけれども、原課としては基本的には継続してま

いりたいというふうに考えております。 

○田島央一委員 承知をしました。 

そこの福祉部の思いをしっかり受けとめました

ので、やっぱり継続していかなければいけない事

業なのかなと思っています。 

実は３月５日に卯原内地区でも、受け皿となる

団体として、子供の見守り支援の団体の設立総会

がありまして、その中で事業を今後進めていくに

当たって、やっぱり極端に張り切り過ぎないで、

やっぱり長く継続して、子供たちのためになるよ

うな取り組みを長くやっぱりやっていきたいなと

いう話がありましたので、できるだけ長く子供た

ちのためにできるような事業になればなと思って

おります。 

 それでは、最後の項目に移らせていただきま

す。 

 西部地区統合へき地保育所整備事業についてで

す。こちらの事業は、さんごそう保育園と嘉多山

の保育園を統合してということの事業ですが、水

谷市長には、もう一歩前進するというか大きな決

断をいただいたのかなと思っております。 

 西網走地区においては、西網走行政連絡協議会

のほうから、数年にわたって保育園の再編整備、

統合ということの要望を出させていただいて、そ

の中で、今回一歩踏み出して事業が進んでいった

なと感じております。 

ことしの１月下旬に、卯原内のほうでも町内会

の総会がありまして、市長からもお話をされた中

で大変、地域の方は喜んでおりました。本当に、

西網走の大きな懸案事項の一つでもありましたか

ら、これに対して一歩進んでいくに当たって、ま

た、今後どういうふうな展開をしていくのかとい

うことも含めて、今回は質問させていただきたい

と思います。 

地域や保護者向けの説明会はどのように実施し

ていくのか、タイムスケジュールとか、保育所は

二つありますので、回数だとかどのような説明会

にしていくのか網走市の所見をお伺いしたいと思

います。 

○清杉利明子育て支援課長 まずは、平成29年度

におきましては、各保育所の運営委員会からの要

望事項等の確認をするための説明会としまして、

春ごろに一度開催したいというふうに考えており

ます。その後、整備概要といいますか、そういう

部分が見えてきた夏ごろにもう一度住民説明会の

ほうを開催し、意見集約等を図り、また、整備、

概要におきまして、意見反映できるものについて

は反映していきたいというふうに考えておりま

す。 

○田島央一委員 説明会ではさまざまな意見が出

されると思いますけれども、それに対しては今答

弁もあったので、対応できるものはしっかり対応

していただければと思っております。 

 ちょっと、施設整備に当たって、資材費が今、

高騰している現状がありまして、特に東京オリン

ピックが終わるまではちょっと資材費がもう下が

るような見込みはないのではないかというよう

な、特に日本全体の課題ではあるのですが、そう

いった中で、公的、市内の保育所施設整備も含め

てですけれども全体的に同じレベルのものはつく

らなければいけないと思うのですが、その中で同

じようなものを整備するに当たって、ちゃんとで

きるのかという心配があるのですよね。その辺に

ついてのちょっと認識をお伺いしたいと思いま

す。 

○清杉利明子育て支援課長 整備の程度でござい

ますけれども、保育所や遊戯室におきましては、

道の基準に沿って整備する考えでおります。ま

た、定員につきましては40人規模を想定しており

まして、総面積としましては、現在のさんごそう

保育園が243平米でございますけれども、新設と

なる保育所におきましては、350平米前後になろ

うかというふうに考えております。 

○田島央一委員 今、面積の部分にも触れられた

かと思いますけれども、財政措置の条件も含めて

多分そういうのもあるのかなと思います。総理大

臣が小泉さんだったときに三位一体の改革で、保

育園とかそういったものの補助金がなくなって、

基本的には地方自治体で整備していくという方針



 

－ 106 － 

になっている中で、なかなか施設整備の補助金が

なくて、多分使えるのが公共施設等適正管理推進

事業債、これは平成29年から平成33年度までのも

ので、多分こういったものが、検討の俎上に乗っ

かっているのかなと思っております。 

 そういった中で、しっかりした他の市内の施設

と変わらないような設備にしていただきたいなと

いういうのは、地域としては思うところです。 

 あと最後に、今回の予算の中で、ふるさと寄附

金が今回の事業に充てられております。その中

で、ちょっと所管がもしかして違うのかもしれな

いのですけれども、保育所をふるさと寄附を充て

て今回整備する調査費の一部に充てているという

形になっていますから、市外に転出した卒園者が

多い地域、特に卯原内だとか嘉多山とかはそうな

のですけれども、そういったときに、ふるさと寄

附をこれを機にちょっと拡大したほうがいいのか

なと思っております。 

 保育園を整備するに当たって、ふるさと寄附金

を使っているという事実があれば、例えば生まれ

育ってさんごそう保育園だとか嘉多山保育園を離

れて、その地区から離れてしまった方に、そう

いったものに使われているのだよっていうことを

一つ動機づけとしてふるさと寄附の拡大、裾野の

拡大なんかに取り組めれば、僕はいいのではない

かなと思っておりますし、地域としてもそれでき

るのかなと思っております。 

 私も、卯原内町内会のほうに入っていますか

ら、そういった中での告知もできるので、できれ

ば福祉部のほうで答弁できないのだったら、

ちょっと僕の陰に隠れて総務部長が見えないので

すけれども、総務部長からでも、そういったふる

さと寄附の裾野を拡大するに当たって、今回の予

算、いろいろなことが絡まって、保育園の整備と

いうこともありますので、できればいろいろなア

イデアを使って拡大していってほしいなと思うの

ですが、所見をお伺いしたいと思います。 

○岩永雅浩企画総務部長 ふるさと納税の関係で

すので私からお答えしたいと思いますが、今、委

員からおっしゃられたように、事業の親和性を感

じていただいて、ふるさと寄附につなげるという

部分については、もともとそのとおりだというふ

うに思います。 

我々ができることは、この寄附を使って、寄附

された方にこういう事業で使わせていただいてい

るというのを丁寧にお返しするといいますか、お

伝えすることで、またそれに賛同いただくという

ような繰り返しをしていきたいというふうに考え

ております。 

○田島央一委員 所管外というか、本日質問に答

えていただいてありがとうございます。 

地域としては、その辺の準備をこれからちゃん

としていかなければいけないのかなと思っていま

すし、実は夏になると盆踊りだとか、いろいろな

機会で転出していった地域の方が結構戻ってくる

機会もありますので、そういった中で自分自身も

ちょっと進めていきたいなと思っている部分もあ

るのですが、やはりふるさと、網走市に対するふ

るさと寄附を拡大する一つの材料としてこれを使

えればなと思っています。仮に自分が網走市を離

れていて、ふるさと寄附が自分の卒園したさんご

そう保育園に使われるのだったら寄附しようかな

と、やっぱり自分の動機、自分だったら多分それ

でするだろうなと思いますので、そういったもの

もうまく使って今後の展開に生かしていただけれ

ばなと思っています。これは、今後のふるさと寄

附の使い方も含めていろいろな展開があると思い

ますので、そういったいろいろなアイデアを使い

ながら、また、地元の協力もないとできない事業

ではあると思うのですが、そういった観点からも

今後展開をしていっていただければなと思いま

す。 

ちょっと福祉の分野から外れてしまったのです

が、答弁いただきましてありがとうございます。 

 以上でございます。 

○井戸達也委員長 次、平賀委員。 

○平賀貴幸委員 それでは、早速質問させていた

だきます。 

 最初に、廃棄物の処理について何点か伺います

けれども、生ごみの収集体制についてであります

けれども、実証実験やりながら取り組まれている

と思います。その中で、さまざまな課題等いろい

ろあると思いますけれども、どのような課題が見

つかっているのかということと、それから、先日

委員会のほうで視察に行かせていただいたとこ

ろ、紙ごみの中でちり紙のごみと、それから割り

箸のごみがどうしても途中で軽いので落ちてしま

うという課題もあって、それらの対処が必要だと

いうようなお話も伺ったところですけれども、そ

の辺についてもどういうふうに取り組まれるの
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か、あわせてお答えいただければと思います。 

○梅津義則生活環境課長 生ごみの収集に関しま

しては、収集体制を２月の分別回収のときには平

ボディー車２台ということで実施をしておりまし

たが、不適正な排出が多いことですとか収集にお

くれが出まして、収集を終えたパッカー車などの

応援、あと平ボディー車を３台にするなどして今

のところ対応できている状況です。 

 今後につきましては、不適正排出が減ることに

よって、スムーズな回収ができれば、今よりも時

間が早く回収できるのではないかというふうに考

えているところでございます。 

それと、２番目にございました生ごみが分別の

際に、袋と一緒に出ていたというということでご

ざいますが、堆肥化施設のほうに導入した破袋機

でございますが、かなり高い制度で生ごみと袋を

分離できているというふうに捉えております。収

集袋と一緒に張りついた状態で、ミカンの皮です

とかタマネギの皮ですとか、そういったものが排

出されているのは、私も見てはおりますが、総体

の量からするとごくわずかな量であるというふう

な認識を持っております。 

今後、事業者のほうとその辺の調整を踏まえな

がら、機器の調整を踏まえながら実施していきた

いというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 了解をいたしました。 

状況によっては、さらに生ごみの中でちり紙や

割り箸など軽いもの分けるということも選択肢に

入れなければいけないのかなというようなことを

印象として受けましたが、それはいろいろ運用面

を見ながら検討していっていただければ思います

が、今、お話ありましたとおり、生ごみの収集体

制については、できるだけ早い時間に収集される

ことが、恐らく冬場ですから問題ないのですけど

も、夏場を見据えると望ましくなってくるのだろ

うなというふうに思います。 

働いている方々のお話を伺うと、あの場所でや

はり４時ぐらいには作業を終えて、それから会社

に戻って機械のメンテナンス等、報告書の記入等

の仕事をして帰るというのが労働時間としては適

正になるのではないかというのが目安だそうです

ので、その辺についての対応、夏場の心配も鳥獣

害の被害も、今はないのですけれども、大丈夫か

なと思うのですけれども、その辺についてはいか

がでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 夏場の生ごみの収集の

関係でございますが、平成27年度に堆肥化の試験

を行ったときには、一番暑い７、８、９の３カ月

間で生ごみの堆肥化試験を行っているところでご

ざいます。その中のアンケートにおきまして、ス

テーションの状況が今までと変わらないというふ

うに回答された方が58％で、分別することで以前

よりも状況が改善されたというような回答が５％

ありまして、６割以上の方が変わらない、もしく

はよくなったというふうな回答をしております。

逆に、ひどくなったと回答されているのは７％に

とどまっていることから、夏の暑い時期だからと

いうことで問題が生じるということでは考えては

いないところでございます。 

 また、ステーション回りを清潔に保つために生

ごみの貸し出しボックスなども用意しております

が、今のところ、希望されている団体は、二つの

団体、二つの町内会で希望されておりますが、そ

ちらのほうは数にもまだ余裕がありますので、申

し込みいただければ対応が可能な状況になってお

ります。 

それと、収集体制の関係でございますが、収集

がかなり遅い時間までかかっているということ

は、承知をしておりますが、今後受託している事

業者などと協議をした上で、適正な収集体制を構

築していきたいということで考えております。 

○平賀貴幸委員 理解をさせていただきます。 

 夏場の状況については、実際、状況を見てみな

いと何とも言えませんので、状況に応じて対応し

ていただきたいですし、収集体制については、今

の現状で足りないようなものがもしあるのであれ

ば、予算の確保を含めた対応をぜひしていただき

たいというふうに思います。 

 次に、委員会の中で、イベントを活用したごみ

分別の周知の取り組みをぜひ行ってくださいとい

うことで、御提案申し上げておりまして、前向き

に答弁いただいたと思っておりましたが、特にそ

の予算書の中ではそれに当たるような事業が見当

たりませんけれども、どのような考え方をお持ち

なのか伺いたいと思います。 

○梅津義則生活環境課長 イベントごみを想定し

た分別の周知の関係でございますが、今、10日に

既に分別用のボックスが幾つかございます。そう

いったものを活用していくこと、あとは、先ほど

申し上げました生ごみ用にごみステーションに設
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置する予定だったごみボックス、そういったもの

もございますので、そういったものを活用しなが

ら、イベントの際にそういったものを貸し出しを

して行っていければというようなことで考えてお

ります。 

○平賀貴幸委員 それはそれで結構なことだと思

いますが、もう少し可視化できないかということ

を申し上げたいのであります。パネルのようなも

のがそのごみ箱の上にちゃんとあって、そして網

走市のごみはこういう理由でこう分けているとい

うようなものがあって、来場者の方がそれを見な

がら学べるという機会を大きな祭りの際につくっ

ていくことで、ごみを分別というのはさらに徹底

されるというふうに思いますし、皆さんの労力も

省かれると思うのですけれども、いかがでしょう

か。 

○梅津義則生活環境課長 昨年度10月に開催をし

たリユース展の中で、新たなごみ分別を周知する

ためのパネル等を用意させていただきました。そ

ういったものを活用する、あるいは今のごみ処分

場等の処理方式の紹介をしながら、そういったイ

ベントの際に周知を図っていくといったことは可

能であろうというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 ぜひ大きなイベントの場所を活

用しながらやっていただきたいと思いますので、

状況によって必要であれば複数のパネル等をつく

るですとか、何らかの対応策をして積極的に進め

ていただきたいというふうに思います。 

 それでは、次の質問に移らせていただきます

が、乳幼児世帯応援事業など、網走市としては子

育ての世代の応援をしようという姿勢がよく出て

きた予算になってきたというふうな印象を持って

おります。 

 しかし、そうは言っても、男性が主体的に育児

参画を進めなければ、なかなか育児の負担感とい

うのは、解消されないというものであります。も

ちろん、育児というのは負担感ばかりあるもので

はなくて、幸福感だとか満足感とか充足感を持て

るものですから、ぜひ、男性も女性も育児の体験

をするということで、育児休業の取得等含めて進

めていただきたいというふうに思いますが、男性

の主体的な育児参画を進めるというところでは、

やはり取り組みが必要だというふうに思います。

そこで申し上げたいのは、初めて父親になった男

性へのアドバイスとして、男性から送られたアド

バイスにこんなものがありました。短いので読ま

せていただきたいと思います。「家族のサポート

要員は、君しかいないから家事で外注できるもの

は、人に頼む、こだわりは捨てること、とにかく

子供を生かすことだけを当面の目標に、週に１日

でもいいから、妻が完全にフリーで行動できる日

をつくること、妻に言われる前になるべく自分か

ら行動する、食事も自分でつくれるものはつく

る、ミルク併用にするなら、夜間は自分であげ

る、知人と飲み会に行くのは極端に減らすこと、

妻とのコミュニケーションをとにかく密にとろ

う、何かできる、困っていることはない、いつも

ありがとうなどのコミュニケーションをとってい

ますか。もっととりましょう。」という内容で

す。 

 耳の痛い方もいらっしゃるかもしれません。し

かし、こういったことをすることが、結果的に離

婚率の高さというものを下げることにつながるわ

けであります。 

 ひとり親家庭の貧困など、さまざまな問題を発

生させる確率を下げるには、こういった対応を男

性がしっかりとしていくことだというふうに思い

ます。行政だからできることとしては、子育て支

援ガイドブック、あるいは市の広報に掲載するこ

とや、父子手帳、母子手帳、父親学級ですとか、

子育て支援センターで行われるイベントなどで、

こういった文書を紹介していくことではないかと

私は思います。それほど経費はかかりません。 

 しかし、この文章だけで私は男性がこのことを

実践すれば、相当子育てというのは、お母さんた

ちは楽になると思いますし、少なくてもお父さん

たちはお母さんの愛を失わずに済むかもしれませ

ん。 

 こういった取り組み、ぜひしていただきたいと

思いますがいかがでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 男性の主体的な育児

参画を進めるに当たっての周知の方法等につきま

しては、女性の社会参加やワークライフバランス

の促進などの観点からも男性の育児参画について

は重要であると認識しておりますが、あらゆる媒

体や機会など、また、各種の事業の中におきまし

て、周知に努めてまいりたいというふうに考えて

おりますが、子育て支援課としての取り組みとし

ましては、先ほど御質問の中にもございました

が、子育てガイドブック、ぴゅあの中に、お父さ
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んの子育てというページを設けまして、お父さん

の役割などにつきまして、２ページにわたって掲

載しているほか、子育て支援センターにおきまし

ては、行事などにつきましては土日開催にした

り、また、土曜日をセンター開放日としまして、

お父さんの利用もいただいているところでござい

ますので、あらゆる機会を通しまして周知等に努

めてまいりたいというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 ぜひ努めていただきたいと思い

ますが、妻に言われる前になるべく自分から行動

するというのが１番難しいなと私自身も思ってい

るところでありますが、ぜひ、短い文章ですの

で、さまざまな機会で御紹介いただくなどして、

少しでも多くのお父さんやお母さんが子育てを主

体的に楽しめるという状態をぜひ網走市としても

目指していただきたいと思います。 

次の質問に移ります。 

 年金制度改正に伴って、生活保護受給者の方々

の状況が変わるということになっております。 

 新たに年金受給資格を得る生活保護者の方が一

定程度網走市にいると思いますけれども、その人

数や財政的影響などの状況は、どのように把握さ

れているでしょうか。見解を伺いたいと思いま

す。 

○江口優一保険年金課長 ただいま、年金制度改

正と生活保護の関係ということで御質問がありま

したけれども、まず年金制度改革ということで、

私のほうから説明させていただきます。 

 今回の制度改正におきまして、当市のほうで対

象者となる方は292名いるということで、日本年

金機構から連絡がきております。 

○酒井博明社会福祉課長 現在、把握しておりま

す生活保護受給者における今回の年金改正の対象

者数でございますけれども、おおむね60名程度と

いうふうに見ております。 

財政的な影響に関しましては、一人一人の年金

受給額は一律ではないことから、確定した金額の

算定は難しい状況でありますけれども、仮に、１

人月２万円ということで計算しますと、年間で24

万円、それが60名ということで1,440万円程度の

財政的な影響が生じるのでないかというふうに推

測しております。 

○平賀貴幸委員 約1,400万円ぐらいの見込みで

すけれども、網走市の財政的な負担は結果的に

減ってきて、年金という形での受給を受けられる

方が、約60人ふえる見込みがあるということがわ

かりました。 

 そこで、この新たな年金資格受給者に対する周

知の徹底がやはり必要だと思います。せっかく受

給者の権利を得ても、それがわからないままでは

いけないと思います。恐らくケースワーカーの方

などが直接対応されると思うのですけれども、そ

の辺の周知徹底の対応についてはどのような形に

なるのでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 対応に当たりまして

は、まず保険年金課のほうと情報交換するなりと

いうことで、まず連絡を密にして、ケースワー

カーも勉強しながら事務を詰めることとなります

けれども、委員おっしゃられるように個別に訪問

面談して、その中で制度について説明しながら手

続のサポートを行っていくという形を、というこ

とを考えております。 

○平賀貴幸委員 時期を見ながら適切に進めてい

ただきたいのですけれども、課題になるのは、意

思疎通困難な方が想定されるということだと私は

思っております。わかりやすく言えば入院患者で

すとか、施設入居者の方で、意思の疎通がとれれ

ばいいのですけれども、状態によっては意思の疎

通がとれない方もこの中には一定数いるだろうと

いうところです。 

 ここに対してどういうふうな対応をするかとい

うようなことは、事前に想定してマニュアル化し

ておかないと、なかなかうまくいかないというこ

とも考えられますけれども、その辺についてはど

うお考えでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 基本的には、ケース

ワーカーの中で毎月勉強会もやっておりますの

で、その中で統一した理解をまず得るということ

がありますけれども、それを経た上で意思疎通の

難しい方につきましては、例えば病院、施設等に

入っている方については、扶養義務者がいればそ

の方を通じる、あるいは、施設の支援者に依頼す

る、あるいは入院患者等であれば、例えば包括な

どでそういうケアマネとかそういう支援者をまず

使うということを考えまして、それでも難しいと

いうことであれば、やっぱりケースワーカーが個

別に対応するという形になっているというふうに

考えております。 

○平賀貴幸委員 法的制約や手順などさまざまな

ものがあると思いますので、できるだけ早目にそ
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こを想定して整理しておくことで現場の職員の皆

さんがスムーズに動けるという形になると思いま

す。ぜひそういった取り組みをここは進めていた

だきたいというふうに思います。 

続いて、障がい者福祉の関係で全般的に伺って

まいります。 

 昨年、やまゆり園事件がございました。大変残

念な事件であります。犯人を許すことは決してで

きませんが、しかし、構造的には彼も障がいのあ

る方でありました。障がいのある方がさらに自分

より弱い立場の人を攻撃し、死に至らしめるとい

う事件だという側面もありました。 

 そういった社会構造が生み出したものだという

ことも言えるわけでありまして、あの事件という

のは絶対にもう起こしてはいけないですが、それ

を起こさないための社会構造をどう変えるかとい

う課題を、私たちに突きつけたということもしっ

かりと受けとめなければいけないというふうに

思っております。 

そこで伺わせていただきますが、あの事件の

後､不安になった障がいのある方々がいらっ

しゃったりするところも私も実際見ております。

知的に比較的高い方々などはあの事件を受けとめ

て、やはり不安になったりします。さまざまな影

響があったり、あるいはなかったり、それはする

のだと思いますけれども、現場のサービスの提供

でどのようなことが生じているのか生じていな

かったのか、あるいは、精神障がいの方々に対す

る偏見が広がってはいけないということもあるの

だと思います。そういった面で、どのような状況

や対応な変化が網走市にはあったのかなかったの

か伺いたいと思います。 

○酒井博明社会福祉課長 神奈川県の相模原市で

起こりました、このやまゆり園の事件につきまし

ては、大変痛ましい事件でございました。 

その後、網走市内におきましては、市内の施設

入所支援を行っている事業者に対しまして、北海

道や警察から防犯対策の有無等について調査がご

ざいましたが、具体的な改善の指示等はなかった

ことで承知しております。 

現在のところその事件を受けて、各種サービス

の提供の状況や対応については、特段の変化は生

じている状況ではございません。 

○平賀貴幸委員 北海道から防犯上のものを、玄

関につけたりつけなかったりすることの調査だと

か、そういったものが入ってきて動きがあって、

それぞれ対応する法人によっては対応したところ

もあるのかなというふうな意識は持っております

が、大事なのはこの事件によって偏見を持たれる

ようなことが広がらないということだと思います

し、地域へ出ていくのだ、地域で暮らすのだとい

う流れをとめてはいけないということだと私は思

いますので、そういったことが起きないような状

況についての配慮をぜひこれからも市は、積極的

にしていただきたいと思います。 

 続いて、障がい者就労実態調査が今年度行われ

ておりまして、結果も出ていると思います。 

 その結果の概要と、それから先ほどもいろいろ

質問ありましたけれども、就労移行支援及び就労

継続支援事業の実施状況と、それらの一般就労へ

の移行状況についてはどのようになっているか伺

いたいと思います。 

○酒井博明社会福祉課長 まず、障がい者就労実

態調査の結果でございますが、平成27年度に50

社、28年度に50社の調査を行っているところでご

ざいます。調査結果から明らかになったことは、

障がい者雇用ありと回答した企業のほとんどが

やっぱり身体障がい者の雇用が多いということで

ありまして、精神や知的障がい者の雇用が進んで

いない状況であります。また、その雇用が進まな

い背景には、障がい者がどこまで仕事ができるの

かわからないなどの障がい者に対する理解が進ん

でないということがありました。 

 また、雇用に当たっては、ジョブコーチや支援

者による支援を求める回答も多かったことから、

第一にはやっぱり障がい者への理解を進めるこ

と、それから第二には支援者の確保は重要である

ということが、今回のこの結果からわかってきた

と思ってございます。 

次に、就労移行支援及び就労継続支援の実施状

況並びに一般就労への移行状況でございますが、

まず、就労継続支援事業の実施状況については、

現在、市内でＢ型が４事業所において実施されて

おります。現在82名の方がサービスを受けており

ますが、サービス充足面におきましてその業種と

利用を希望する者のマッチングの中で、不一致の

場合もありまして、全員がＢに就労できるという

状況ではないことは確かでございます。 

また、就労支援継続のＡにつきましては、１事

業所ございましたが昨年８月をもって廃業となり
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ました。このＡを利用していた方が結果的にサー

ビスを利用できなくなる状況になったわけですけ

れども、これにつきましては、市、あるいは相談

支援事業所が連携しまして、一般就労、あるいは

就労継続Ｂ型事業所への移行、あるいは、近隣の

町のＡ型の事業所の利用など、おおむね当事者の

希望に沿った形で対応いたしました。 

 最後に、就労移行支援におきましては、利用者

のうち一般就労に移行した者は、ここ２年間で利

用者３名のうち１名という状況でございます。 

○平賀貴幸委員 状況については理解をさせてい

ただきました。Ａ型の事業所はいろいろ課題があ

ると私は思っておりますので、あっていいか悪い

かというのは議論が分かれるところだと思ってお

ります。私はＡ型の事業所は比較的否定的に捉え

ている立場でありますが、それはさておき、続い

て伺っておきますが、施設外就労という形態が就

労継続支援事業Ｂにはございます。その実施状況

がどうなっているのかということなのですけれど

も、結局施設外就労ですから、企業の中で仕事を

させていただくので就労につながりやすいので、

そういったところができるだけあるということが

望ましいのですけれども、どのような状況になっ

ているかということと、その受け手となる企業へ

の支援の仕組みというのは、国、道、市なかった

のではないかと思いますが、その辺確認させてい

ただければと思います。 

○酒井博明社会福祉課長 まず、施設外就労の現

況でございますけれども、これは現在市内では就

労継続支援Ｂ型の１事業所におきまして、呼人の

１企業との間で契約を締結して、施設外就労を今

行っているところであります。また、この支援事

業所におきまして、さらに社会福祉法人ですけれ

ども１法人、契約を締結する予定となっておりま

す。企業の支援ということになりますけれども、

確かに直接的な支援の制度というのはなくて、た

だ、受け入れ先の企業にとりましても、アウト

ソーシングによる業務コストの削減など、メリッ

トはあるものと考えております。 

 網走市としては、別の受け入れ企業への支援の

仕組みとして、網走市障がい者職場実習・雇用受

入事業補助金などを活用しまして、これで事業の

補助を行うことができますので、今年度はこうい

う補助金の利用も生かしながら支援をしていきた

いなというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 通年受け入れている企業さんで

すから、その補助金では十分ではないといいます

か、非常に少額なのですけれども、まずはそう

いったものがあるということは、ぜひそういった

企業には御紹介いただきたいと思いますが、私は

この仕組みはもう少し進めていくことがジョブ

コーチと含めて、障がい者の就労につながるもの

だと思っておりまして、なぜここは国や道は整備

化しないのか、ちょっと謎なのですけど、いまだ

に謎なのですけれども、意見交換をしても全然理

解できない点なのですが、ここは市町村が独自に

できるところであって、それほど大きな支援がな

くてもいいのかなということと、そういったこと

をやっている企業をしっかりと表彰するような仕

組みですとかそういうようなものがあれば、もう

少し意識が変わってくるのかなと思いますので、

できることからここはぜひ着手していただきたい

と思いますが、次に、就労移行支援事業のほうに

ちょっともう一度戻らせていただきますが、５年

間で３人の利用者で１人の移行だということであ

りました。 

 就労移行支援事業が５年間で３人っていうのも

少ないなと思うのですけれども、直Ｂ問題といっ

て、卒業した後、直接就労支援継続支援事業所Ｂ

型に行けなくなっているはずですよね、今、原則

として。その問題があるので、もう少し就労移行

支援事業、多くないといけないのではないかなと

思いますが、一定程度そこで研修のような形で作

業をして、就労支援の事業者では移行支援ではで

きないというふうになった場合については、Ｂに

行けるという救済措置もありますから、そういっ

たところも活用されているのかなというふうに思

いますけれども、それにしても少ないなと思いま

す。 

 就労支援事業所について、やはり体制の強化を

していく必要があると思いますが、網走市内一つ

しかないのですけれども、その点についてはどう

お考えでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 就労移行支援事業所が

ふえないということにつきましては、制度的な問

題もあるのかなというふうに考えますけれども、

例えば、利用者の利用の期間が原則２年間に限ら

れてしまう、あるいは一般就労への移行が進まな

い場合、報酬減、減算されてしまうというような

ことがありまして、なかなか企業も手を出しづら
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い、事業所も手を出しづらいところがあるのかな

というふうに考えております。 

網走市として今も行っている１事業所があるわ

けですけれども、ここにつきましては、網走市と

しても先ほど申し上げました補助金なども活用を

考えますし、また、その就労移行支援がうまくい

くためには、やっぱり受け入れする雇用先の確保

というのもすごく大事なのかなというふうに思い

ますので、就労実態調査で得たデータなどもとに

しながら、また就労支援のセミナーなども活用し

ながら、少しずつ間口を広げていきたいというふ

うに思っております。 

○平賀貴幸委員 厚生労働省が過去に委託して実

施しております就労に関する調査を見ると、この

就労移行支援事業のパワーアップのためには、学

校のようなカリキュラムを組んでいるところが多

く効果を発揮しているというのは、各都道府県共

通の状況として実は見えてきております。 

 ぜひそういった事例も紹介をしながらやってい

ただきたいというふうに思いますので、そこは取

り組みをしていただきたいというふうに思いま

す。 

 ２年間限定だからこそ、むしろできるという形

でのそこは理解をしているところが、いい成績を

上げているという言い方はあれですけれども、一

般就労につなげているということです。 

 また、この就労移行支援事業所だけが、恐らく

網走ではジョブコーチの１型としての外部に派遣

できる事業所として多分位置づけられていると思

うのですね。今の答弁だと、Ｂ型の事業所に一般

就労の実績が乏しいので、恐らくＢ型の事業所で

はジョブコーチの資格を持っていても、１型の事

業所としての派遣での報酬算定は認められないと

思うので、その辺はぜひ取り組んでいただきたい

というふうに思います。 

 次に、放課後デイサービスの経緯について伺い

ます。 

 この放課後デイサービスについては、さまざま

な課題があって、必要な資格の変更が行われるこ

とになっております。保育士もしくは社会教育指

導員だとか教員ですとか、そういった資格がない

と新規の開設はまずできないですし、たしか減算

の対象にもなってきたりするのだというふうに思

います。 

 ただ、全ての放課後デイサービスが居場所的な

形ではだめなのかという議論も本当はあって、国

のやり方はちょっと乱暴過ぎるなという議論もあ

る問題なのですけども、そうはいっても現実とし

て、もう４月に迫っていますから、どんな影響が

網走市内の放課後デイサービスにあるのかないの

か伺いたいと思います。 

○酒井博明社会福祉課長 放課後デイサービスに

つきましても、今、委員おっしゃられるように、

このニーズが非常に高いということで、全国的に

も指定事業所が急増しているという状況がありま

して、その反面、報酬の不正取得、あるいは質の

低い事業所が後を絶たないなどの問題が顕在化し

ているという状況でございます。 

それを踏まえまして平成29年４月から、新規に

事業所を開設する事業所に対しまして、今おっ

しゃられたような保育士、児童指導員、それから

障がい福祉サービスの経験者を配置すること、あ

るいはスタッフの半数以上が児童指導員とか保育

士にすること、あるいは事業所の管理責任者の要

件には、障がい児などの支援で３年以上の実務経

験を新たに加えると、このような新基準が設けら

れるというふうに承知しております。 

この新基準は、既存の事業所にも適用されるも

のというふうにされていますけれども、今のとこ

ろ経過措置の内容などを含めて正式な通知は市に

は届いていない状況であります。具体的な改正内

容が明らかでない状況の中で、確定的なことを申

し上げることできないのですが、事業者との情報

共有などを通じて、利用者の不利益にならないよ

うに対応してまいりたいと思います。 

○平賀貴幸委員 対応がおくれると、思わぬ経営

的な影響を大きく受けることになりかねないとい

うふうに思っておりますので、恐らく道にはもう

既に情報が届いていると思います。ここはぜひ道

とも連携しながら取り組んでいただければと思い

ます。 

次に、行動援護のサービスですけれども、行動

援護のサービスが確保できない地域では、放課後

デイサービスの中で行動障がいの強い方を受けて

いる状況で、大変なところも近隣にもあります。 

網走の場合は、一定程度充足できているという

ふうな認識を持っていますけれども、ここも従事

者の確保が課題だと言われております。資格要件

も実は厳しくなるのと、それから研修を受ける場

所が札幌にしか今ないような状況、ほぼなのです
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よね。札幌以外にも、昨年見るともう１カ所ある

のですけれども、ただそうはいっても道央圏しか

ない状況でありまして、そこの研修を受ける経費

を自己負担したり事業者が負担せざるを得ない、

しかも定員がいっぱいなので受けたくても受けら

れないような、ちぐはぐな施策になっていて、道

もしっかりしてほしいなと思うのですが、この辺

については網走市では、事業者の確保はうまく

いっているというふうに理解していいのでしょう

か。 

○酒井博明社会福祉課長 この行動援護におきま

す従業者の要件ということで、これにつきまして

は、今おっしゃられるように、行動援護従業者養

成研修の修了者の方でございまして、知的障がい

児、または精神障がい者の直接業務に１年以上の

従事経験を有する者というふうにされております

が、平成29年度までの経過措置として、居宅介護

従事者の要件を満たすものであって、知的障がい

児、または精神障がい者の直接業務に２年以上の

従事経験を有するものとされております。市内で

は、全ての事業所におきまして、行動援護従事者

が従事者の養成研修修了者がおりまして、経過措

置にかかわる事業所はないというふうに承知して

おりまして、かつ利用規模にもおおむね対応でき

ているものというふうに考えております。 

今後におきましても、研修実施情報の周知等に

より、さらなる支援者の確保に努めていきたいと

いうふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 理解をさせていただきました。 

今後、従事者の確保は難しくなるという状況が

発生しないような対応をぜひしていただきたいと

いうふうに思います。 

次に、よくあることですが、福祉サービス提供

を受けている方、そして家族、そして提供してい

るスタッフ、これだけで人間関係が終わっている

という場合が見受けられます。つまり、その方が

地域の一員としてなかなか認知されていない状況

でサービスを受けている、これは介護保険でも生

じてきた問題でありますが、障がい者でもやっぱ

り生じておりまして、以前も東日本大震災のとき

などで、こういったことが原因で、地域から受け

入れられないことが、さまざまな妨げとなって、

避難所に入れないとか、いろいろな問題が発生し

たということを申し上げさせていただいたところ

であります。 

 翻ると、ふだんからどうやって地域の一員とし

て認識されるサービスの提供を事業者の側はやる

かということは、とても大切だということが問わ

れているのですけれども、網走市の場合はどのよ

うな働きかけを事業者に対して行っているか伺い

たいと思います。 

○酒井博明社会福祉課長 障がい福祉サービスに

つきましては、基本的には利用者である障がい当

事者、家族、サービス提供事業者の中で行われる

ものであるというふうに認識しております。た

だ、こうした枠組みの中では、限られた人間関係

の中でサービスが完結してしまうことも考えられ

るところでございます。 

そういうことを踏まえまして、その制度の枠組

みの外でのインフォーマルなサービスをどのよう

に提供していくか、あるいは構築するかというの

が課題になると思いますけれども、現在、網走で

行っている事業として平成28年度から30年度にお

いて実施しておりますサービス介助士の受講費の

補助事業というのがありますけれども、これは福

祉的な介助の技術、それからもてなしの心を講

習、それから通信教育で学んだ方で試験に通った

方が資格を取るというものなのですけれども、こ

ういう育成事業を行っておりまして、この方がか

なりボランティア登録もされているというところ

もありますので、こういう方々を生かしながら、

あるいは障害者差別解消法の周知などの説明会な

ども通じまして、障がい者の理解を深めたり、こ

の有資格者を活用する中で地域の一員として障が

い者の方が認識されるような、そういう方向性に

ついて調査、研究していきたいというふうに思い

ます。 

○平賀貴幸委員 片側としては大変正しい政策だ

と思いますし、可能だったと思います。しかし、

もう片側が必要だと私は質問させていただいたの

ですが、福祉サービスを提供する事業者の側がど

うやって地域と接点をつくっていくのかというこ

とを考えて、サービス自体を再構築することが必

要だということです。例えば、移動支援事業を

行ったときに、地域の方々とどう触れ合うのか、

あるいは地域の事業、さまざまなイベントの中に

スタッフとしてどうやって移動支援事業で参画す

るのか、行動援護もそうですし、さまざまなサー

ビスをどうやってその地域に開いていくのかとい

うことも少し考えなければいけないということな



 

－ 114 － 

のです。 

その点については、しっかりと市として方針を

持って事業者にサービスのあり方を変えていく、

あるいは自立支援協議会等でそういったことを考

えようという話をしていくということが大切だと

思いますけども、その点についていかがでしょう

か。 

○酒井博明社会福祉課長 事業所との関係という

ことですので、事業所も含めながら今後検討とい

うことになってまいります。 

 網走市には、今、委員おっしゃられるように自

立支援協議会がございますので、その中で各事業

所が皆さん参画することで、そういう場も生かし

ながら、こういった問題について、また周知して

一緒に勉強していきたいというふうに思います。 

○平賀貴幸委員 同様に、移動支援事業も今はほ

ぼサービスを提供される方に仕事として行われて

いるのですけれども、以前はガイドヘルプサービ

スがあって、枠外のサービスとして成立をしてい

たインフォーマルサービスだったのですね。それ

が障害者自立支援法、済みません、支援費制度か

ら変わってきて現在に至ると、若干利用が減って

きたという部分は先ほどの答弁にあったとおりな

形でボランティアが復活してきた部分もあるのか

なと思いますけれども、すみ分けをするというこ

とも大事だと思うのですよ。プロによるサービス

でなければならない部分と、プロでなくてもでき

る部分というのはちゃんと分けておく、これ大事

だと思います。 

 なかなか初期は難しかったのですけれども、こ

れだけ時間がたつと、もうそれがやれるし、やっ

ていかないとなかなかその地域との接点を持てな

いのではないかなと思いますけど、その点につい

ていかがでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 ボランティアの活用と

いうことが大きなポイントになるのかなと思いま

すけれども、やはり福祉の中で、そのボランティ

アの力をまず活用するということで、社協内ボラ

ンティアセンターなども連携するということがあ

りますけれども、先ほど申し上げましたサービス

介助士などは、そういう福祉のノウハウも持って

いる方ですので、そういう方も活用しながら対応

していきたいというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 ガイドヘルパーはガイドヘルプ

の資格というのも実はありますので、これは公的

サービスでも活用できるものですし、ボランティ

アでもできるものでありますから、ここは市民部

とも連携しながら、ぜひ取り組んでいただきたい

というふうに思いますが、いずれにしてもそこの

辺の整理がそろそろ必要だろうというふうに思い

ます。 

 次に、事業者の運営のことですけれども、人員

体制によって処遇改善加算が得られるというもの

は先ほど質疑のほうでもありました。これが人材

確保策の実施については大変重要でありまして、

知らずにいると結局処遇改善加算でいただけなく

なってしまうものですから、働いている方の、従

業員の、お給料を上げられないという形になりま

す。網走の場合は、ここの人員体制による処遇改

善加算については、十分受けられる状態に各事業

者あるというふうに理解していいのでしょうか。 

○酒井博明社会福祉課長 処遇改善加算につきま

しては、平成29年度に臨時で障がい福祉サービス

等の報酬改定を行うことによりまして、福祉介護

職員、処遇改善加算を拡充して、月平均１万円増

との処遇改善が図られることになったというふう

に理解しておりまして、この処遇改善加算は、職

位、職責、職務内容等に応じた任用要件と賃金体

系を整備すること、資質向上のための計画を策定

して研修の実施、または研修費を確保すること、

次に、経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組

み、または一定の基準に基づき、定期の昇給を判

定する仕組みを設けることなどを要件として、各

サービス提供事業者が北海道に届け出て、この該

当数に応じて加算として報酬に反映できるという

ふうに定められています。 

市内でも、全サービス提供事業所44のうち29事

業所が今、加算を受けております。この加算の届

け出につきましては、その要件に鑑みまして事業

所が判断するものというふうに考えておりますけ

れども、人材確保の観点から、この加算内容につ

いては改めて市のほうから事業者への周知も図っ

てまいりたいというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 ３段階ありますので、１番高い

段階が幾つあるかとか、その辺は今ここで聞いて

もあれですので聞きませんけれども、できるだけ

１番高い段階が受けられると、多分１万円どころ

で済まないと、もう少し、今回は大きく上がって

きて、その加算を受けている事業者が驚いていた

ので、しっかりとここはやることによって介護報
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酬も大きく上げられるはずですから、しっかりと

ここは情報の共有と提供を図った上で人材の確保

に積極的に当たっていただきたいと思います。 

次に、代表質問の答弁の中で、相談支援事業に

ついて基幹相談支援事業所の設置を検討すると

おっしゃっていたと思うのですけれども、答弁が

ありました。 

 今まではその基幹相談支援事業所は網走市にあ

りませんで、相談支援事業所が二つあったという

ことで状況が変わってきますけれども、これにつ

いてどういう考え方でどういう変化が起こると想

定されているのか伺いたいと思います。 

○酒井博明社会福祉課長 まず、基幹相談支援事

業所なのですが、地域の相談支援の拠点として、

総合的な相談業務を行う等々に、基幹相談支援事

業所を整備することによりまして、まず、相談支

援業務の集約化が図られるというふうに考えてお

ります。それに加えまして、あともう一つが計画

相談支援ということがありますけれども、こちら

につきましては、今のところ現行の計画相談の体

制は維持しながら、通常の相談支援業務のほうに

ついて集約を図っていくというふうに考えており

ます。 

○平賀貴幸委員 計画相談をうまく集約するやり

方もありますので、それはどういう選択するかと

いうのはわかりました。 

 そういった選択のやり方もありだと思いますの

で、いずれにしても業務がスムーズに流れること

を求めたいと思いますが、最後に、これまでやり

とりしたようなものをぜひ、障がい福祉計画の策

定に対しては反映させていただきたいというふう

に思っております。 

 人材の確保がしっかりできること、それからそ

の確保された人材がしかるべき資格をできるだけ

取っている状況で経営が安定すること、こういっ

たことがしっかりとしたサービスの確保を進める

ことにもなりますし、ひいては障がいのある方々

が暮らしやすい地域になるというふうに思いま

す。この辺については、考え方を共有できたとい

うふうに思いますが、障がい福祉計画の策定につ

いて、今、議論したようなことを反映させたもの

になるのかどうか、最後に伺いたいと思います。 

○酒井博明社会福祉課長 障がい福祉計画の策定

におきましては、今回も広く市民の意見を募集す

るということで、アンケートや市民フォーラムな

ども行う予定でありますけれども、この今回の議

会を始めまして、この間、各定例会などで、議員

各位からさまざまな意見もいただきました。この

声も参考にしながら計画策定を行ってまいりたい

というふうに考えています。 

○平賀貴幸委員 新たな計画の策定に期待をした

いと思います。 

最後の質問です。 

 医療体制の維持について伺いたいと思います。 

 さまざまな課題が医療にありますが、最初に、

泌尿器科の重要性というのが、やはり高齢化が進

むと高まっていると思いますが、その重要性への

認識と、今後の網走市内の見通しについて伺いた

いと思います。 

○武田浩一健康管理課長 泌尿器科の重要性と見

通しについてでございますけれども、高齢化社会

を迎えるとともに、内科や外科等と同様に腎臓、

尿管、膀胱などの泌尿器科分野が重要になると考

えられます。 

網走市における泌尿器科の現状ですけれども、

網走厚生病院では、平成25年４月より出張医によ

る週２回の診療体制となり、限られた時間内での

診療となることから、予約診療のみというふうに

なってございます。昨年秋よりこが病院におい

て、泌尿器科の診療が始まっております。 

○平賀貴幸委員 改善が図られたという状況が一

つあるのだということは理解させていただきまし

た。これで十分かどうかはさておき、まずは一歩

前進だと思いますので、引き続きここは、できる

だけ厚生病院においても、新規の方が受けられる

ような形を目指していただきたいというふうに思

います。 

次に、医療では、医師の確保もとても大切なの

ですけれども、やはり看護師の確保、あるいは助

産師の確保というのが周産期医療含めるととても

大切になります。市でもさまざまな事業を取り組

まれているのは理解しておりますが、この確保の

考え方についてはどのようにお考えなのか伺いた

いと思います。 

○武田浩一健康管理課長 医療従事者の確保につ

きましては、平成26年度より、看護師・薬剤師確

保対策事業を実施しているところでございます。

持続可能な地域医療の確保には、医療従事者の確

保が重要なものと考えております。今後も、医療

機関との情報交換を行いながら状況等も踏まえ研
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究していきたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 ここにやはり大切なのは助産師

の確保の視点だというふうに思っております。特

に、周産期医療を網走市でも、予算書の56ページ

にありますけれども、厚生病院に対しては補助を

行っておりますし、さまざまな形での連携もして

いるというふうに思います。 

 そこで伺いますが、看護師及び助産師の網走市

における年齢構成はどうなっているのか、年代が

どういう構造になっているか伺いたいと思いま

す。 

○武田浩一健康管理課長 平成26年版のオホーツ

ク年報によりますと、網走市の看護師は441名、

准看護師で217名、助産師は16名というふうに

なってございます。 

年齢構成につきましては、北海道全体の年齢構

成になってしまいますけれども、看護師、助産師

とも25歳から54歳までの５歳刻みの各年齢でそれ

ぞれ10％から15％の割合となっておりまして、看

護師、助産師とも割合は同じ状況になっておりま

す。また、現在網走市におきまして出産が可能で

あります厚生病院の助産師につきましては現在14

名となっておりまして、年代では20代が１名、30

代が７名、40代が４名、50代が２名というふうに

伺っております。 

○平賀貴幸委員 お医者さんが２名いて、産科の

体制が今維持されている形で周産期分娩ができる

病院になっているわけですけれども、助産師の年

齢構成がまだ網走市は若目だというふうに思いま

すけれども、課題であるというふうに思っており

ます。というのは、分娩する際にはお医者さんも

大事なのですけれども助産師の方々がしっかりと

体制を組んでいる状態がやはり必要だからであり

ますが、これに対しての支援というのは北海道の

周産期医療体制整備計画がここにあるのですが、

それを見てもお医者さんの確保はあるのですけれ

ども、助産師の支援というのはほとんど記載がな

いのですよね。助産院をつくるとか助産外来をつ

くるとか、そういうのはあるのですけれども、そ

の辺について網走市として、看護師は看護師で支

援しているのですけれども、助産師の確保に対す

る支援というのは、私、将来的には考え方を持っ

ておくべきだと思いますけれども、現状ではいか

がでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 助産師さんの支援につ

きましては、現在、先ほども申しましたけれど

も、看護師・薬剤師確保対策ということで実施し

ているところでございます。これにつきまして

は、現在医療機関等からそのような形の要望は

ちょっと今のところ現在ないのですけれども、今

後、医療機関等と情報交換を行いながら研究して

いきたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 転ばぬ先のつえだというふうに

思います。早目にそこは情報交換をして、困った

ことにならないというところをつくっておかない

と、網走市の地方創生総合戦略の根幹が崩れかね

ないことでありますので、ここはしっかり周産期

医療を守るという形でやっていただきたいと思い

ますが、そういった出産を支えるときに専門的な

研修を受けておくということで、たとえ医療関係

スタッフが減っても、何とか対応できる状態をつ

くるという考え方もあるわけであります。その一

つの専門的な研修が、オルソーと呼ばれるプログ

ラムでありまして、これは、お医者さんやその他

の医療関係者が周産期医療に効果的な教育を受け

るコースでありまして、プライマリーケア医だけ

ではなくて産婦人科の研修医を対象とした訓練で

もあります。北海道はこの事業に対して昨年助成

を行って、札幌でも実施されたというふうに伺っ

ておりますが、やはりこういった研修を受けてお

く必要があるのではないかと思いますけれども、

その辺についての考え方を伺いたいと思います。 

○武田浩一健康管理課長 今、委員からお話あり

ました医師やその他の医療プロバイダー、救命士

ですとか助産師のことだと思いますけれども、周

産期の救急に効果的に対処できる知識や能力を発

展、維持するための教育コースということで、オ

ルソーの部分については認識しているところでご

ざいます。 

産科医ですとか分娩施設の不足が全国的な課題

ということでありまして、産科以外の医療スタッ

フや救急隊も産科救急の場面に遭遇した場合に、

的確な対応を身につけることが需要が高まってい

ると言われてきております。 

 この辺についてはそのように認識しているとこ

ろでございます。 

○平賀貴幸委員 次に、このオルソーの基礎コー

スというのですか、救急基礎コースの位置づけだ

というふうに思いますが、ブルソーという取り組

みもあります。これは、交通事故などの妊婦の方
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の外傷を含む、病院に行く前の産科救急的対処を

想定しておりまして、特に産科救急に突然遭遇す

る可能性がある救急医や救急の看護師、そして救

急救命士を対象にした教育コースでもあります。 

 この事業についても、たしかことしは９月17日

に、北海道大学の北大病院のほうで行われるとい

うふうに伺っておりますけれども、この事業、二

つとも私は助成をしながらでも、あるいはの市の

職員も含めて、消防職員、救急救命士も含めて受

講していく必要があるのではないかなと思います

けれども、その辺についての考え方いかがでしょ

うか。 

○武田浩一健康管理課長 今後、地域状況等も含

めまして研究してまいりたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 比較的、網走の市内では病院が

近くにありますから、いざというときのタイムラ

グも少なくて済みますが、よりタイムラグが少な

くなるということを考えると、ブルソーを受講し

ておいて救急救命士などが必要な措置を救急車の

中でできるような状態にするということがとても

大事と思います。現状を伺いますと、なかなか、

妊産婦の方が外傷で救急車に乗ったときに、どう

対処していいかなかなか難しいのだそうです。 

 これはやはり専門的知識が必要な案件だという

ことで、受講される方も多くなるだろうというふ

うに見込まれるそうです。基本的には、病院から

遠い遠隔地の方々が中心になるのかなと思います

けれども、しかし網走市内の救急救命率を高める

というためや安心をさらに高めるという意味で

は、受講しておいたほうが確実にいいだろうと思

います。担当課は、救急救命士の方は違いますの

であれですけども、総務を含めたほうの対応にな

るかと思います。消防のほうも対応になりますの

で、きょうはここまでの質問にとどめさせていた

だきますが、こういった取り組みを進めること

で、医療体制がたとえ多少脆弱になっても、分娩

の体制を維持できるというところをつくっておか

なければ、そもそもの網走市の総合戦略の根幹が

崩れるようなことが十分あり得るような状況にあ

るのだという認識をぜひ持っていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 地域医療におきまして

は、市民の安心・安全というのは重要だというこ

とで認識しておりますので、それに向けて整備、

構築をしていくということだと考えております。 

○平賀貴幸委員 終わります。 

○井戸達也委員長 以上で、本日の日程でありま

す一般会計の歳出のうち、民生費、衛生費及びそ

の特定財源に関する歳入の細部質疑を終了しまし

た。 

 本日は、これで散会とします。 

 再開はあす午前10時としますから、参集願いま

す。 

 御苦労さまでした。 

午後４時34分 散会 

───────────────────────── 

 

 


